
Title 日本民法における「公共の福祉」の再検討（１）　－「市民的公共性」形成の試み－

Author(s) 宗, 建明; ZONG, Jianming

Citation 北大法学論集, 52(5), 109-168

Issue Date 2002-01-11

Doc URL https://hdl.handle.net/2115/15107

Type departmental bulletin paper

File Information 52(5)_p109-168.pdf

Hokkaido University Collection of Scholarly and Academic Papers : HUSCAP



"論"

序論

日
留意点稿本の題意間 目 本

(1説::

民
造構 識と

法課次
題
の
雪，疋~ バ」事e 「お

E IT 
思る
共
性一「

形点F、・
成共
のの
試み Tゐ、ー田

|性
の
再
検
討

た刀土~台 ，，-司、、

一
、-../

建

明

北法52(5・109)1513



説論

第
一
章
民
法
に
お
け
る
公
共
の
福
祉
論
の
現
状
と
課
題

第
一
節
民
法
改
正
段
階
(
一
九
四
七
年
)
に
お
け
る
議
論

第
一
款
政
府
原
案
お
よ
び
そ
の
理
由

第
二
款
政
府
原
案
へ
の
批
判

第
三
款
修
正
案
お
よ
び
そ
の
説
明

第

四

款

小

括

第
二
節
公
共
の
福
祉
概
念
に
関
す
る
議
論
の
展
開

第
一
款
公
共
の
福
祉
と
義
務
本
位
の
権
利
観

第
二
款
「
公
共
の
福
祉
」
概
念
に
関
す
る
一
般
的
理
解

第
三
款
公
共
の
福
祉
原
則
と
私
権

第
四
款
公
共
の
福
祉
原
則
の
適
用

第
五
款
公
共
の
一
福
祉
に
関
す
る
新
た
な
見
解

第

六

款

小

括

第
三
節
公
共
の
福
祉
に
関
す
る
代
表
的
な
見
解
の
重
点
的
検
討

第
一
款
「
国
家
協
肉
体
」
に
お
け
る
公
共
の
福
祉
の
一
元
化
論

第
二
款
公
共
の
福
祉
の
所
有
者
階
層
化
機
能
へ
の
批
判

第
三
款
政
治
社
会
に
お
け
る
公
共
の
福
祉
の
二
冗
化
論
及
び
公
序
論

第
四
款
民
法
特
定
分
野
の
法
理
説

第

五

款

小

括

第
四
節
公
共
の
福
祉
に
関
す
る
議
論
の
限
界

第
一
款
民
法
に
公
共
の
福
祉
条
項
を
設
け
る
理
由

第
二
款
民
法
に
お
け
る
公
共
の
福
祉
の
性
格

第
三
款
民
法
上
の
公
共
の
福
祉
の
内
容
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第
四
款
民
法
上
の
公
共
の
福
祉
の
適
用

第
二
章
権
利
濫
用
理
論
の
客
観
的
標
識
及
び
そ
の
根
拠
の
再
考
察

第
三
章
借
地
関
係
調
整
に
お
け
る
「
有
効
利
用
」
の
性
格

第
四
章
市
民
的
公
共
性
と
し
て
の
「
公
共
の
福
祉
」

以
上
本
号
)

序
王子1為
日岡

日本民法における「公共の福祉」の再検討(1)

問
題
意
識
と
課
題
設
定

「
公
共
の
福
祉
」
は
、
今
日
で
は
法
の
あ
ら
ゆ
る
分
野
に
入
り
込
ん
で
広
汎
に
利
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
法
観
念
で
あ
る
。

四
七
年
の
民
法
改
正
に
お
い
て
、
民
法
の
官
頭
に
「
私
権
ハ
公
共
ノ
福
祉
ニ
遵
フ
」
と
い
う
条
項
が
設
け
ら
れ
た
(
一
条
一
項
)
。
通
説
的

見
解
は
、
公
共
の
福
祉
観
念
が
こ
の
改
正
に
よ
っ
て
民
法
に
導
入
さ
れ
た
こ
と
を
も
っ
て
、
二

O
世
紀
民
法
と
し
て
の
特
色
を
発
揮
す
る
も

(
1
)
 

の
で
あ
る
と
高
く
評
価
し
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
条
項
は
、
慎
重
に
適
用
す
べ
き
で
あ
る
と
一
般
に
主
張
さ
れ

て
き
た
。
公
共
の
福
祉
の
性
格
に
つ
い
て
、
従
来
の
通
説
は
、
そ
れ
は
憲
法
の
大
原
則
、
す
な
わ
ち
民
法
の
外
側
に
あ
る
理
念
を
民
法
の
領

域
に
貫
徹
す
る
性
格
の
も
の
で
あ
り
、
そ
の
内
容
は
社
会
一
般
・
社
会
全
体
な
い
し
国
家
公
共
の
利
益
を
指
す
も
の
と
理
解
し
て
き
た
。
他

方
、
批
判
論
は
、
そ
の
よ
う
な
通
説
の
解
釈
は
、
公
益
を
私
益
に
優
先
さ
せ
る
と
い
う
フ
ァ
シ
ズ
ム
へ
の
道
に
つ
ら
な
る
も
の
で
あ
る
と
非

難
し
て
き
た
。
批
判
論
が
公
共
の
福
祉
条
項
の
適
用
に
消
極
的
態
度
を
採
る
の
は
、
あ
る
意
味
で
当
然
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
と
対
立
す 九

北法52(5・lll)l515



説

る
通
説
も
ま
た
、
公
共
の
福
祉
条
項
を
慎
重
に
適
用
す
べ
き
だ
と
い
う
点
で
は
、
批
判
論
と
態
度
を
同
じ
く
し
て
い
た
。
要
す
る
に
、
民
法

に
お
け
る
公
共
の
福
祉
条
項
は
、
通
説
に
お
い
て
、
原
理
の
次
元
で
は
高
い
評
価
を
受
け
な
が
ら
、
実
際
の
適
用
の
次
元
で
は
慎
重
さ
を
要

論

求
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
、

一
見
し
て
評
価
矛
盾
が
存
在
す
る
。
公
共
の
福
祉
条
項
に
関
す
る
こ
の
矛
盾
は
、
注
目
す
べ
き
現

象
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ど
う
し
て
こ
の
よ
う
な
矛
盾
し
た
現
象
が
生
じ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
公
共
の
福
祉
観
念
に
関
す
る
基
本
的
検
討
の
不
十
分
性
が
そ
の

原
因
と
し
て
指
摘
し
う
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
が
本
稿
の
基
本
的
発
想
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
民
法
典
に
公
共
の
福
祉
を
定
め
る
条

項
を
設
け
る
べ
き
か
否
か
、
民
法
と
公
共
の
福
祉
と
は
ど
の
よ
う
な
関
係
に
立
つ
の
か
、
公
共
の
福
祉
は
民
法
自
身
の
概
念
で
あ
る
の
か
あ

る
い
は
民
法
外
在
的
な
概
念
で
あ
る
の
か
、
さ
ら
に
民
法
上
の
公
共
の
福
祉
は
ど
の
よ
う
な
性
格
と
内
容
を
有
し
て
い
る
の
か
。
こ
れ
ら
の

公
共
の
福
祉
に
関
す
る
基
本
的
問
題
の
検
討
は
、
今
日
に
至
る
ま
で
十
分
な
か
た
ち
で
は
な
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
の
よ
う
な
事
情
が
、
右
に

示
し
た
評
価
矛
盾
が
も
た
ら
さ
れ
た
背
景
に
存
在
す
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

公
共
の
福
祉
観
念
に
関
す
る
検
討
の
不
十
分
性
は
ま
た
、
実
務
上
お
よ
び
理
論
上
、
少
な
く
と
も
次
の
よ
う
な
二
つ
の
弊
害
を
も
た
ら
し

て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

第
一
に
、
民
法
上
の
公
共
の
福
祉
は
、
通
説
的
理
解
に
よ
れ
ば
、
前
述
の
よ
う
に
、
憲
法
上
・
公
法
上
の
公
共
の
福
祉
の
延
長
・
浸
透
に

過
ぎ
な
い
。
こ
の
よ
う
な
把
握
の
結
果
、
公
共
の
福
祉
は
、
民
法
外
の
概
念
と
把
握
さ
れ
、
国
家
・
公
共
的
な
利
益
と
理
解
さ
れ
る
こ
と
に

な
っ
た
。
公
共
の
福
祉
は
ま
た
、
国
家
の
経
済
発
展
へ
の
寄
与
と
い
う
考
え
方
を
媒
介
と
し
て
、
企
業
の
利
益
を
包
摂
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

そ
の
結
果
、
判
例
に
お
い
て
、
国
益
・
大
企
業
の
利
益
と
市
民
の
一
部
あ
る
い
は
個
人
の
利
益
が
同
じ
平
面
で
比
較
さ
れ
、
公
共
の
福
祉
の

名
で
、
国
益
・
大
企
業
の
利
益
が
優
先
さ
れ
、
私
的
利
益
が
安
易
に
犠
牲
に
さ
れ
る
と
い
う
事
態
が
生
じ
て
い
る
。
権
利
濫
用
法
理
の
領
域

に
お
い
て
、
裁
判
例
が
、
国
家
・
大
企
業
の
い
わ
ゆ
る
「
公
共
性
」
・
「
公
共
の
福
祉
」
に
市
民
の
権
利
を
従
属
さ
せ
、
市
民
の
土
地
所
有
権

~t. ì.去52(5 .112)1516 



制
限
を
正
当
化
し
て
い
る
な
ど
が
、
そ
の
一
例
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
「
権
利
濫
用
法
理
の
濫
用
」
と
し
て
学
説
か
ら
鋭
く
批
判
さ
れ
る
と
こ

ろ
の
も
の
で
あ
る
。

日本民法における「公共の福祉」の再検討(1 ) 

第
二
に
、
民
法
上
の
公
共
の
福
祉
が
民
法
に
内
在
す
る
も
の
で
は
な
い
と
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
民
法
で
調
整
さ
れ
る
も
の
は
、
す
べ
て
単

純
な
私
人
対
私
人
の
関
係
で
あ
る
と
理
解
さ
れ
て
い
る
。
個
別
的
な
私
的
利
害
関
係
を
超
え
て
、
特
定
多
数
の
市
民
あ
る
い
は
不
特
定
多
数

の
市
民
に
関
わ
る
も
の
は
、
ご
く
簡
単
に
「
公
法
」
上
の
も
の
と
扱
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
学
説
の
大
勢
は
、
私
的
利
益
関
係
を
調
整
す
る
際

に
、
こ
れ
が
「
公
的
介
入
」
で
あ
る
と
い
う
理
由
で
、
そ
の
考
慮
を
排
斥
・
否
定
す
る
傾
向
に
あ
る
。
後
に
検
討
す
る
予
定
の
正
当
事
由
制

度
に
お
け
る
「
土
地
の
有
効
利
用
」
、
借
地
条
件
変
更
制
度
に
お
け
る
「
土
地
の
合
理
的
な
利
用
」
な
ど
は
、
ま
さ
に
そ
の
よ
う
な
学
説
の

態
度
が
見
出
さ
れ
る
問
題
領
域
で
あ
る
。
し
か
し
、
現
代
社
会
に
お
い
て
、
不
特
定
多
数
の
市
民
が
自
由
に
接
近
す
る
「
公
共
圏
」
・
公
共

領
域
に
お
け
る
市
民
の
安
全
や
利
益
に
関
わ
る
パ
ブ
リ
ッ
ク
は
、
従
来
の
「
公
」
・
「
国
家
」
と
ま
っ
た
く
異
な
る
も
の
と
理
解
す
べ
き
で
あ

(2) 

る
。
そ
の
よ
う
な
パ
ブ
リ
ッ
ク
は
、
ー
ー
も
ち
ろ
ん
純
粋
な
私
人
の
利
益
と
異
な
る
性
格
を
有
す
る
こ
と
は
た
し
か
で
あ
る
が
1
1
1
私
的

利
益
の
調
整
の
際
に
単
に
「
公
的
介
入
」
で
あ
る
と
し
て
そ
の
考
慮
を
排
斥
す
べ
き
性
質
の
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

第
一
の
弊
害
を
具
体
的
に
表
現
す
る
「
権
利
濫
用
論
の
濫
用
」
に
対
し
て
学
説
が
批
判
し
て
い
る
こ
と
は
先
に
触
れ
た
。
し
か
し
、
問
題

は
、
か
か
る
現
象
が
生
じ
る
根
本
の
原
因
に
関
し
て
十
分
な
検
討
が
な
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
こ
と
に
あ
る
。
第
二
の
弊
害
に
関
し
て
い
え
ば
、

学
説
は
、
裁
判
例
が
、
い
わ
ゆ
る
社
会
的
な
要
請
に
基
づ
い
て
「
土
地
の
有
効
利
用
」
の
考
慮
を
認
め
る
傾
向
を
強
め
て
い
る
こ
と
に
対
し

て
批
判
的
で
あ
る
。
そ
の
理
由
は
、
公
と
私
の
対
立
の
立
場
か
ら
見
る
と
、
私
的
関
係
を
調
整
す
る
際
に
「
土
地
の
有
効
利
用
」
を
考
慮
す

る
こ
と
は
、
「
公
的
介
入
」
で
あ
る
と
い
う
点
に
あ
る
。
し
か
し
、
「
土
地
の
有
効
利
用
」
や
「
土
地
の
合
理
的
利
用
」
と
は
、
従
来
用
い
ら

れ
て
い
る
よ
う
な
意
味
に
お
け
る
上
か
ら
の
「
公
的
介
入
」
で
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
否
定
説
・
賛
成
説
と
も
に
、

十
分
な
検
討
を
加
え
て
こ
な
か
っ
た
。
し
か
も
、
学
説
に
お
い
て
で
あ
れ
、
裁
判
例
に
お
い
て
で
あ
れ
、
「
土
地
の
有
効
利
用
」
や
「
土
地

北法52(5 .113) 1517 
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の
合
理
的
利
用
」
を
不
特
定
多
数
の
市
民
に
関
わ
る
公
共
の
福
祉
と
関
連
づ
け
る
と
い
う
問
題
意
識
は
、
ま
っ
た
く
見
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。

か
か
る
問
題
性
を
意
識
し
つ
つ
、
民
法
上
の
公
共
の
福
祉
の
特
殊
な
性
格
お
よ
び
内
容
の
検
討
を
深
め
て
い
く
こ
と
を
通
じ
て
、
右
の
二
つ

の
弊
害
に
対
す
る
対
処
の
方
向
が
見
出
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
。
こ
れ
が
本
稿
の
基
本
的
問
題
意
識
で
あ
る
。(3
)
 

こ
の
よ
う
な
問
題
意
識
に
基
づ
き
つ
つ
、
本
稿
は
、
公
共
の
福
祉
と
は
基
本
的
に
民
法
自
身
の
命
題
で
あ
り
、
そ
の
内
容
は
、
多
数
人
の

(

4

)

(

5

)

 

合
理
的
な
利
益
で
あ
っ
て
、
私
権
に
対
立
し
て
こ
れ
に
優
越
す
る
意
味
で
の
国
家
・
公
共
の
利
益
で
は
な
い
と
い
う
立
場
に
立
つ
。
そ
の
上

で
、
公
共
の
福
祉
の
性
格
お
よ
び
内
容
、
権
利
濫
用
に
お
け
る
私
権
の
社
会
性
の
内
容
、
「
土
地
の
有
効
利
用
」
・
「
土
地
の
合
理
的
な
利
用
」

の
性
格
、
お
よ
び
公
序
論
に
つ
い
て
の
検
討
を
行
う
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
検
討
を
通
し
て
、
一
方
で
は
本
来
民
法
に
属
す
べ
き
な
い
も
の

1ヒ法52(5.114)1518 

説

を
「
公
共
の
福
祉
」
の
名
で
強
引
に
民
法
に
押
し
つ
け
る
こ
と
に
よ
り
私
権
が
害
さ
れ
る
現
象
を
排
除
し
、
他
方
で
は
本
来
民
法
に
属
す
る

も
の
を
軽
視
・
無
視
し
、
ま
た
は
否
定
す
る
現
象
を
も
排
除
す
べ
く
努
め
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
根
本
的
に
は
、
今
後
民
法
に
お
い
て
市

民
総
体
に
関
わ
る
パ
ブ
リ
ッ
ク
な
利
益
を
新
た
な
領
域
と
し
て
一
層
重
視
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
姿
勢
を
表
明
し
、
民
法
に
お
け
る
公
共
の

福
祉
に
市
民
的
公
共
性
の
性
格
を
与
え
る
こ
と
を
試
み
、
民
法
に
お
け
る
市
民
的
公
共
性
の
概
念
を
形
成
し
よ
う
と
す
る
。
こ
れ
が
本
稿
の

目
的
で
あ
る
。

な
お
、
近
時
の
学
説
に
お
い
て
は
、
日
本
の
法
体
系
の
中
に
「
公
共
の
福
祉
」
を
従
来
の
伝
統
的
な
「
公
」
概
念
の
延
長
線
上
で
理
解
す
(
6
)
 

る
の
が
危
険
で
あ
る
と
述
べ
、
大
衆
で
は
な
く
公
共
性
を
担
い
う
る
「
公
衆
」
の
都
市
計
画
へ
の
参
加
の
重
要
性
を
強
調
す
る
も
の
が
あ
る
。

(
7
)
 

ま
た
、
公
法
と
私
法
に
お
け
る
公
共
性
論
の
考
察
を
通
し
て
、
市
民
法
的
公
共
性
論
を
説
く
見
解
も
現
わ
れ
た
。
さ
ら
に
、
相
隣
関
係
に
お

(
8
)
 

け
る
調
整
の
論
理
と
都
市
計
画
と
の
接
点
と
連
携
の
検
討
を
通
し
て
、
「
生
活
利
益
秩
序
」
は
、
「
個
別
的
な
私
的
利
益
」
と
「
公
共
的
な
利

(
9
)
(川
山
)

益
」
と
い
う
二
重
の
性
格
を
帯
び
て
い
る
と
す
る
見
解
も
現
わ
れ
た
。
私
的
利
益
の
二
重
性
格
を
指
摘
す
る
点
や
、
個
別
的
な
利
益
を
越
え

た
市
民
的
公
序
を
構
築
し
よ
う
と
す
る
点
は
、
評
価
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
私
法
と
公
法
の
区
別
・
対
立
を
越
え
て



(
日
)

市
民
的
公
序
を
目
指
す
考
え
方
は
、
本
稿
の
市
民
的
公
共
性
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
と
は
異
な
る
も
の
で
あ
る
。

本
稿
の
構
造

日本民法における[公共の福祉」の再検討(1)

以
上
の
よ
う
な
課
題
設
定
に
基
づ
い
て
、
以
下
に
お
い
て
は
、
ま
ず
、
民
法
に
お
け
る
公
共
の
福
祉
の
性
格
と
そ
の
内
容
の
究
明
を
試
み

る
。
こ
れ
が
第
一
章
の
課
題
で
あ
る
。
第
一
章
に
お
い
て
は
、
民
法
改
正
段
階
に
お
け
る
議
論
の
到
達
点
を
明
ら
か
に
し
、
公
共
の
福
祉
概

念
に
関
す
る
議
論
の
烏
服
を
試
み
、
公
共
の
福
祉
に
関
す
る
代
表
的
な
学
説
な
ど
を
検
討
す
る
。
こ
の
よ
う
な
作
業
を
通
じ
て
、
ど
う
し
て

公
共
の
福
祉
が
民
法
自
身
の
概
念
と
扱
わ
れ
な
い
か
、
ま
た
民
法
に
お
け
る
公
共
の
福
祉
の
実
質
的
な
内
容
の
検
討
が
な
ぜ
欠
け
て
い
る
の

か
、
こ
の
よ
う
な
民
法
に
お
け
る
公
共
の
福
祉
論
の
到
達
点
と
そ
の
限
界
お
よ
び
そ
の
原
因
を
解
明
し
た
い
。

第
二
掌
に
お
い
て
は
、
裁
判
例
お
よ
び
裁
判
例
に
対
す
る
評
釈
を
、
主
た
る
素
材
と
し
つ
つ
日
本
に
お
け
る
権
利
濫
用
理
論
の
展
開
を
辿
り
、

ま
た
こ
れ
ま
で
の
研
究
に
依
拠
し
つ
つ
外
国
に
お
け
る
権
利
濫
用
論
の
展
開
を
検
討
す
る
。
そ
こ
で
は
、
権
利
濫
用
理
論
に
お
い
て
、
権
利

濫
用
を
判
断
す
る
い
わ
ゆ
る
客
観
的
標
識
が
ど
の
よ
う
に
拡
大
解
釈
さ
れ
、
私
権
を
制
限
す
る
根
拠
が
ど
の
よ
う
に
し
て
権
利
の
社
会
的
被

制
約
性
か
ら
権
利
の
相
対
性
・
社
会
性
さ
ら
に
権
利
の
本
質
で
あ
る
社
会
性
へ
転
換
し
た
の
か
を
解
明
す
る
よ
う
努
め
る
。
そ
の
上
で
、
「
権

利
濫
用
法
理
の
濫
用
」
の
根
本
な
原
因
を
析
出
し
、
権
利
濫
用
理
論
の
本
来
の
機
能
と
公
共
の
福
祉
の
性
格
に
検
討
を
加
え
た
い
。
こ
の
よ

う
に
し
て
、
最
終
的
に
は
、
民
法
に
お
け
る
権
利
の
社
会
性
概
念
に
お
け
る
市
民
的
公
共
性
の
性
格
を
析
出
す
る
こ
と
が
第
二
章
の
課
題
で

北法52(5・115)1519 

あ
る
。第
三
章
に
お
い
て
は
、
借
地
関
係
を
調
整
す
る
正
当
事
由
制
度
と
借
地
条
件
変
更
制
度
に
お
け
る
「
有
効
利
用
」
概
念
を
取
り
上
げ
て
、

肯
定
判
例
・
否
定
判
例
お
よ
び
学
説
の
検
討
を
通
し
て
、
「
有
効
利
用
」
概
念
の
実
質
的
内
容
を
解
明
し
た
い
。
そ
し
て
そ
の
実
質
的
内
容



説

の
性
格
と
い
わ
ゆ
る
「
公
的
介
入
」
の
「
公
」
と
が
如
何
に
混
同
さ
れ
、
そ
の
原
因
が
ど
こ
に
あ
る
の
か
を
検
討
す
る
つ
も
り
で
あ
る
。
さ

ら
に
私
法
た
る
借
地
法
に
お
け
る
「
有
効
利
用
」
に
つ
い
て
、
個
別
的
な
私
的
関
係
を
超
え
る
市
民
に
関
わ
る
公
共
的
性
格
を
析
出
し
た
い
。

こ
れ
ら
が
第
三
章
の
課
題
で
あ
る
。

北法52(5・116)1520 

幸子ム
員同

以
上
の
よ
う
な
検
討
を
踏
ま
え
て
、
最
後
に
、
第
四
章
に
お
い
て
、
「
市
民
的
公
共
性
と
し
て
の
公
共
の
福
祉
」
お
よ
び
「
市
民
的
公
共

性
と
公
私
関
係
の
再
構
成
」
と
い
う
こ
つ
の
項
目
を
立
て
て
、
民
法
に
お
い
て
公
共
の
福
祉
条
項
を
設
け
る
必
要
性
、
民
法
自
身
の
命
題
で

あ
る
公
共
の
福
祉
の
独
自
の
意
味
、
公
共
の
福
祉
か
ら
排
除
さ
れ
る
べ
き
内
容
お
よ
び
市
民
的
公
共
性
の
内
容
を
検
討
す
る
。
こ
の
よ
う
に

し
て
、
公
私
観
念
の
展
開
お
よ
び
市
民
社
会
理
論
の
特
徴
か
ら
、
市
民
的
公
共
性
理
念
の
理
論
的
な
根
拠
を
探
ろ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

向
田
音
乍
口
…

な
お
、
本
論
に
入
る
前
に
、
予
め
留
意
点
を
何
点
か
述
べ
て
お
き
た
い
。

①
本
稿
の
視
点
は
、
民
法
に
お
け
る
市
民
的
公
共
性
理
念
の
形
成
で
あ
る
と
こ
ろ
、
そ
れ
に
直
ち
に
ふ
さ
わ
し
い
典
型
的
な
裁
判
例
は
存

在
し
な
い
。
そ
こ
で
、
本
稿
に
お
い
て
は
、
土
地
の
所
有
と
利
用
を
中
心
と
し
て
、
い
く
つ
か
の
具
体
的
素
材
を
取
り
上
げ
て
問
題
に
接
近

す
る
こ
と
に
し
た
い
。
取
り
上
げ
る
具
体
的
な
素
材
は
、
権
利
濫
用
法
理
の
適
用
、
借
地
法
に
関
す
る
正
当
事
由
制
度
と
借
地
条
件
変
更
制

度
等
に
お
け
る
私
権
の
社
会
性
、
土
地
の
有
効
利
用
・
土
地
の
合
理
的
な
利
用
に
関
す
る
裁
判
例
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
再
考
察
を
通
し
て
、

裁
判
例
お
よ
び
学
説
に
お
け
る
そ
の
理
念
的
な
根
底
を
掘
り
出
し
た
い
。
こ
の
作
業
に
お
い
て
は
、
い
ず
れ
に
し
て
も
、
莫
大
の
裁
判
例
の

中
か
ら
一
部
を
取
り
上
げ
て
分
析
の
対
象
と
す
る
に
止
め
、
ざ
る
を
え
な
い
。

②
本
稿
に
お
い
て
扱
わ
れ
る
法
制
度
は
、
土
地
の
所
有
と
利
用
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
市
民
的
公
共
性
の
概
念
は
、
土
地
の



特
殊
性
に
起
因
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
つ
ま
り
、
土
地
だ
か
ら
、
市
民
的
公
共
性
の
性
格
を
有
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
市
民
的

公
共
性
の
視
点
は
、
土
地
の
特
殊
性
と
は
、
別
の
次
元
の
異
な
る
視
点
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
土
地
の
所
有
と
利
用
は
本
稿
に
お
い
て
扱

う
一
つ
の
素
材
で
あ
る
が
、
民
法
の
他
の
領
域
に
も
、
市
民
的
公
共
性
は
浸
透
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
本
稿
は
、
基
本
的
に
市
民
的
公
共

性
を
民
法
に
お
け
る
一
般
的
な
原
則
と
し
て
扱
う
立
場
に
立
っ
て
い
る
。

日本民法における「公共の福祉」の再検討(1)

③
公
共
性
と
り
わ
け
市
民
的
公
共
性
を
説
明
す
る
際
に
、
理
解
を
容
易
に
す
る
た
め
に
、
領
域
あ
る
い
は
空
間
的
概
念
が
想
起
さ
れ
る
こ

と
が
多
い
。
し
か
し
、
本
稿
に
お
け
る
市
民
的
公
共
性
は
、
決
し
て
具
体
的
な
公
共
領
域
、
あ
る
い
は
一
定
空
間
に
お
け
る
手
続
に
関
す
る

概
念
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
、
公
共
性
を
公
と
私
の
聞
の
中
間
的
領
域
と
い
う
よ
う
に
把
握
す
る
の
は
、
本
稿
の
発
想
で
は
な
い
。
本
稿
に

お
い
て
は
、
む
し
ろ
、
公
の
領
域
に
も
、
私
の
領
域
に
も
公
共
性
の
理
念
が
浸
透
し
て
い
る
、
と
い
う
理
解
が
採
ら
れ
る
。
本
稿
が
着
目
す

る
の
は
、
法
意
識
に
お
け
る
価
値
理
念
と
し
て
の
市
民
的
公
共
性
で
あ
る
。

注
(
1
)
末
川
博
「
権
利
の
濫
用
に
関
す
る
新
し
い
規
定
」
『
権
利
侵
害
と
権
利
濫
用
』
(
岩
波
書
庖
、
一
九
七
O
年
)
二
五
三
頁
。

(2)
吉
田
克
己
『
現
代
市
民
社
会
と
民
法
学
』
(
日
本
評
論
社
、
一
九
九
九
年
)
二
六
八
頁
以
下
参
照
。

(
3
)
広
中
俊
雄
『
民
法
綱
要
総
論
上
』
(
創
文
社
、
一
九
八
九
年
)
一
二
ハ
頁
。

(4)
星
野
英
一
『
民
法
概
論
I
(
序
論
・
総
則
)
』
(
良
書
普
及
会
、
一
九
七
一
年
)
七
二
l
七
三
頁
。

(5)
須
永
醇
「
新
訂
民
法
総
則
要
論
』
(
勤
草
書
房
、
一
九
八
八
年
)
二
0
1
一
一
一
頁
。

(6)
寺
尾
美
子
「
都
市
基
盤
整
備
に
み
る
わ
が
国
近
代
法
の
限
界
土
地
の
公
共
性
認
識
主
体
と
し
て
の
公
衆
の
不
在
」
『
岩
波
講
座
・
現
代
の

法
九
都
市
の
法
』
(
岩
波
書
居
、
一
九
九
七
年
)
一
一
二
六
i
一
一
一
一
七
頁
、
一
四
O
頁
。
次
の
よ
う
な
観
点
を
参
照
。
「
「
公
』
『
私
』
は
対
概
念
で

北法52(5・117)1521 



説論

あ
り
、
社
会
的
存
在
と
し
て
の
人
間
が
、
自
己
を
社
会
や
国
家
と
の
関
係
で
ど
の
よ
う
に
認
識
す
る
か
に
つ
き
、
き
わ
め
て
重
要
な
機
能
を
営

む
。
そ
の
上
、
歴
史
的
に
形
成
さ
れ
て
き
た
日
本
的
『
公
』
『
私
』
概
念
は
、
現
代
に
至
っ
て
も
広
く
残
存
し
て
お
り
、
こ
の
た
め
、
わ
が
国
の

法
体
系
の
中
に
「
公
共
の
福
祉
』
等
の
形
で
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
欧
米
近
代
の
公
共
性
概
念
を
無
意
識
の
う
ち
に
従
来
の
伝
統
的
な
『
公
』
概

念
の
延
長
線
上
で
理
解
す
る
危
険
が
絶
え
ず
存
在
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
う
し
た
誤
解
と
い
う
危
険
か
ら
自
由
に
な
る
た
め
に
は
、
こ

の
分
野
の
研
究
の
進
展
と
、
そ
の
成
果
の
一
般
社
会
へ
の
還
元
の
重
要
性
が
、
広
く
認
識
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
」
。
こ
の
よ
う
に
述
べ
た
上
で
、

寺
尾
論
文
は
、
「
欧
米
近
代
に
お
け
る
門
官
官
Z
R
と
は
、
公
共
性
を
担
っ
た
状
態
に
あ
る
民
意
な
の
で
あ
る
」
と
指
摘
し
、
さ
ら
に
「
参
加
の

機
会
が
与
え
ら
れ
さ
え
す
れ
ば
問
題
が
解
決
す
る
こ
と
を
意
味
し
な
い
。
そ
れ
は
、
わ
れ
わ
れ
が
、
い
か
に
し
て
、
自
ら
を
、
大
衆
で
は
な
く
、

公
共
性
に
担
い
う
る
公
衆
と
し
て
、
自
ら
の
う
ち
に
発
見
で
き
る
か
と
い
う
課
題
を
二
重
の
意
味
で
負
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
」
と
論
じ
て
い

ヲ
心
。

(
7
)
牛
尾
洋
也
「
市
民
法
的
公
共
性
論
の
た
め
の
覚
え
書
き
i
震
災
復
興
計
画
を
契
機
と
し
て
|
」
甲
斐
道
太
郎
編
著
『
大
震
災
と
法
』
(
京
都
学

園
大
学
ビ
ジ
ネ
ス
サ
イ
エ
ン
ス
研
究
所
叢
書
一
一
)
(
同
文
舘
出
版
、
二
0
0
0
年
)
一
九
五
頁
以
下
参
照
。
牛
尾
論
文
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ

て
い
る
。
「
震
災
後
復
興
計
画
に
お
い
て
、
す
で
に
公
法
・
私
法
の
枠
組
み
が
動
揺
し
て
い
る
今
日
、
公
私
の
垂
直
的
関
係
を
前
提
に
そ
の
民
主

的
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
如
何
に
図
る
か
と
い
う
従
来
の
公
法
的
視
点
だ
け
で
は
な
く
、
市
民
の
権
利
関
係
を
規
律
し
て
い
る
民
法
の
内
在
的
価
値

と
そ
の
実
現
の
方
法
論
に
立
脚
し
、
そ
こ
か
ら
「
公
共
性
」
実
現
の
可
能
性
を
模
索
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
お
り
、
市
民
間
の
権
利
関
係
の

あ
り
方
の
問
題
と
し
て
そ
の
内
に
市
民
的
公
共
性
の
契
機
を
見
出
し
実
現
し
て
ゆ
く
手
だ
て
こ
そ
が
街
づ
く
り
の
基
本
と
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
で
あ
ろ
う
」
(
一
一
一
一
四
1
二
二
五
頁
)
。
こ
こ
に
い
う
「
民
法
の
内
在
的
価
値
」
は
、
公
序
に
関
連
し
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
池

田
教
授
の
公
序
論
か
ら
の
影
響
が
大
き
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
池
田
恒
男
「
日
本
民
法
の
展
開
(
一
)
民
法
典
の
改
正
|
|
前
三
編
(
戦
後
改

正
に
よ
る
「
私
権
」
規
定
挿
入
の
意
義
の
検
討
を
中
心
と
し
て
こ
広
中
俊
雄
H
星
野
英
一
編
『
民
法
典
の
百
年
I
』
(
有
斐
閣
、
一
九
九
八
年
)

一
O
九
頁
以
下
参
照
。

(
8
)
秋
山
靖
浩
「
相
隣
関
係
に
お
け
る
調
整
の
論
理
と
都
市
計
画
と
の
関
係
ド
イ
ツ
相
隣
法
の
考
察
」
(
五
・
完
)
「
早
稲
田
法
学
」
第
七
四

巻
第
四
号
(
一
九
九
九
年
)
一

O
頁
以
下
参
照
。

(
9
)
秋
山
・
前
掲
論
文
(
注
8
)

一
四
1
一
五
頁
。
秋
山
論
文
は
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
『
生
活
利
益
秩
序
』
の
視
角
は
、
こ
の
秩
序
が

『
個
別
的
な
私
的
利
益
』
と
『
公
共
的
な
利
益
』
と
い
う
二
重
の
性
格
を
帯
び
て
い
て
、
二
つ
の
利
益
の
問
に
相
互
依
存
関
係
(
公
共
の
利
益

北法52(5・118)1522 



日本民法における「公共の福祉」の再検討(1)

の
実
現
が
私
的
利
益
の
実
現
を
通
じ
て
確
保
さ
れ
、
公
共
の
利
益
の
実
現
に
よ
っ
て
個
別
的
・
私
的
利
益
も
ま
た
実
現
さ
れ
る
、
と
い
う
関
係
)

が
成
立
し
て
い
る
こ
と
に
着
目
す
る
。
そ
し
て
、
公
共
の
利
益
の
実
現
と
い
う
側
面
を
重
視
し
て
問
題
を
把
握
し
、
そ
れ
を
私
的
利
益
の
笑
現

を
図
る
際
の
具
体
的
な
要
件
の
解
釈
に
反
映
さ
せ
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
、
都
市
計
画
の
理
念
・
目
的
が
『
公
共
的
な
利
益
』
と
し

て
援
用
さ
れ
る
な
ら
ば
、
そ
の
実
現
を
志
向
し
な
が
ら
民
法
上
の
要
件
を
解
釈
す
る
こ
と
も
十
分
に
成
り
立
ち
う
る
。

(
叩
)
「
生
活
利
益
秩
序
」
に
よ
っ
て
確
保
さ
れ
る
利
益
が
、
「
個
別
的
な
私
的
利
益
」
と
「
公
共
的
な
利
益
」
と
い
う
二
重
の
性
格
を
帯
び
て
い
る

と
い
う
観
点
は
、
吉
田
克
己
教
授
に
よ
っ
て
つ
と
に
指
摘
さ
れ
て
い
た
点
で
あ
る
。
吉
田
克
己
「
土
地
基
本
法
体
制
論
l
土
地
を
め
ぐ
る
企
業
'

市
民
・
国
家
|
」
法
の
科
学
一
九
号
(
一
九
九
一
年
)
四
八
頁
参
照
。
ま
た
、
次
の
引
用
も
参
照
。
「
生
活
世
界
の
外
部
環
境
は
、
不
特
定
多
数

の
市
民
の
接
近
が
可
能
で
あ
り
、
あ
る
い
は
そ
の
あ
り
方
が
市
民
総
体
の
利
害
に
重
要
な
影
響
を
及
ぼ
す
と
い
う
意
味
で
、
こ
れ
ま
た
一
の
『
公

共
圏
』
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
こ
で
の
安
全
性
の
確
保
や
そ
の
質
の
確
保
を
始
め
と
す
る
生
活
利
益
秩
序
の
あ
り
方
は
公
共
的
な
性
格
を
有
し
、

そ
の
内
容
を
ど
の
よ
う
に
定
め
る
か
は
、
公
共
事
に
属
す
る
」
(
吉
田
・
前
掲
書
(
注
2
)
二
六
八
1
二
六
九
頁
)
。
さ
ら
に
、
「
市
民
を
主
体
と

す
る
外
郭
秩
序
の
確
保
を
志
向
す
る
場
合
に
は
、
外
郭
秩
序
が
確
保
す
る
利
益
の
二
重
の
性
格
を
留
意
す
べ
き
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
そ
れ
は
、

一
方
で
は
、
市
民
総
体
に
公
共
的
利
益
を
配
分
す
る
と
と
も
に
、
個
々
の
市
民
に
も
個
別
的
な
私
的
利
益
を
割
り
当
て
い
る
の
で
あ
る
」
、
「
こ

の
よ
う
に
外
郭
秩
序
に
お
い
て
は
、
市
民
総
体
の
公
共
的
利
益
と
、
私
的
・
個
別
的
利
益
と
が
、
分
離
・
対
立
す
る
も
の
で
は
な
く
、
オ
ー
バ
ー

ラ
ッ
プ
す
る
も
の
、
二
重
性
を
帯
び
た
も
の
と
し
て
現
わ
れ
る
」
(
吉
田
・
前
掲
書
(
注
2
)
二
七
0
1
二
七
一
頁
)
。

(
日
)
本
稿
に
お
け
る
市
民
的
公
共
性
概
念
形
成
へ
の
試
み
は
、
私
法
た
る
民
法
の
領
域
に
限
定
さ
れ
、
公
法
・
私
法
の
枠
を
超
え
る
観
点
か
ら
出

発
す
る
も
の
で
は
な
い
。
秋
山
の
「
生
活
利
益
秩
序
」
は
、
「
個
別
的
な
私
的
利
益
」
と
「
公
共
的
な
利
益
」
と
い
う
二
重
の
性
格
を
帯
び
、
公

共
の
利
益
の
実
現
に
よ
っ
て
個
別
的
・
私
的
利
益
も
ま
た
実
現
さ
れ
る
と
い
う
観
点
に
お
い
て
、
公
共
の
利
益
は
、
都
市
計
画
の
理
念
・
目
的

と
関
わ
り
、
民
法
領
域
を
超
え
て
い
る
も
の
で
あ
ろ
う
(
注
8
参
照
)
。
し
た
が
っ
て
、
本
稿
の
立
場
と
異
な
っ
て
い
る
。
一
方
、
本
稿
は
、
民

法
に
お
け
る
「
公
共
の
福
祉
」
の
実
体
的
な
価
値
を
探
る
こ
と
を
課
題
と
し
て
お
り
、
考
察
の
対
象
は
特
定
の
公
序
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な

い
。
こ
れ
は
、
牛
尾
の
観
点
と
は
異
な
る
で
あ
ろ
う
。
牛
尾
論
文
は
、
被
災
者
の
法
的
救
済
の
問
題
に
対
し
て
、
時
効
や
危
険
負
担
、
事
情
変

更
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
民
事
法
の
制
度
を
活
用
す
る
前
提
と
し
て
、
「
単
に
民
法
の
技
術
的
道
具
立
て
と
し
て
の
有
用
性
を
指
摘
す
る
だ
け
で
は
な

く
、
公
法
・
私
法
の
枠
組
み
に
対
す
る
懐
疑
を
越
え
、
市
民
的
公
序
H
公
共
性
を
支
え
る
民
法
の
価
値
に
新
た
な
光
を
与
え
て
積
極
的
に
そ
の

原
理
を
生
か
す
方
向
が
模
索
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
(
牛
尾
・
前
掲
論
文
(
注
7
)
一
一
二
三
頁
)
と
主
張
し
て
い
る
。
こ
こ
で
の
「
新
た
な

北法52(5・119)1523 



説

光
」
は
、
特
定
の
市
民
的
公
序
を
指
す
こ
と
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。

論

第
一
章

民
法
に
お
け
る
公
共
の
福
祉
論
の
現
状
と
課
題

民
法
一
条
に
規
定
さ
れ
た
信
義
誠
実
お
よ
び
権
利
濫
用
禁
止
と
い
う
こ
つ
の
指
導
原
理
に
つ
い
て
は
、
「
特
に
公
共
の
福
祉
と
い
う
理
念

が
あ
げ
ら
れ
て
、
ひ
ろ
く
私
権
の
あ
り
方
を
示
す
こ
と
と
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
き
わ
め
て
大
き
な
特
徴
が
見
出
さ
れ
る
」
と
い
う
許
価

(
1
)
 

が
な
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
「
私
権
の
あ
り
方
」
の
内
容
に
つ
い
て
、
一
般
的
に
は
、
民
法
一
条
一
項
の
「
公
共
の
福
祉
」
条
項
は
、

私
権
の
社
会
性
を
宣
言
し
て
い
る
と
解
釈
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
公
共
の
福
祉
に
対
す
る
民
法
学
者
の
議
論
は
現
在
の
と
こ
ろ
、
余
り

(2) 

深
ま
っ
て
い
る
と
は
い
い
が
た
い
。
実
際
、
「
私
法
学
者
は
、
『
公
共
の
福
祉
』
と
い
う
観
念
、
あ
る
い
は
『
私
権
の
公
共
性
』
『
社
会
性
』

と
い
う
意
味
内
容
を
形
式
的
に
と
ら
え
よ
う
と
す
る
い
い
か
え
れ
ば
、
そ
の
抽
象
性
で
満
足
す
る
傾
向
が
あ
っ
た
」
が
、
「
な
に
よ
り
も
、

そ
の
実
質
的
意
味
内
容
が
検
討
さ
れ
る
こ
と
が
必
要
と
さ
れ
る
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
も
と
よ
り
、
か
か
る
観
念
は
相
対
的
な
も
の
で

あ
り
、
個
別
的
、
具
一
体
的
場
合
を
通
し
て
類
型
化
す
る
作
業
が
必
要
で
あ
る
が
、
そ
の
類
型
化
を
通
し
て
現
実
的
課
題
・
実
践
的
課
題
の
提

(
3
)
 

起
が
要
求
さ
れ
よ
う
」
と
い
う
課
題
の
指
摘
も
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
公
共
の
福
祉
は
、
一
般
的
に
は
個
人
的
利
益
に
対
立
す
る
も
の
と
把

(
4
)
 

握
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
問
題
は
、
個
人
的
利
益
に
対
峠
す
る
こ
の
「
公
共
の
福
祉
」
が
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
性
格
を
持
っ
て
い
る

の
か
、
で
あ
る
。
学
説
は
多
岐
に
わ
た
っ
て
存
在
す
る
と
は
い
え
、
こ
の
よ
う
な
公
共
の
福
祉
に
関
す
る
基
本
的
問
題
は
、
必
ず
し
も
明
確

に
は
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
そ
の
結
果
、
公
共
の
福
祉
概
念
が
か
な
り
拡
張
さ
れ
、
さ
ま
ざ
ま
な
場
面
で
万
能
薬
的
な
概
念
と
し
て
扱
わ
れ

る
と
い
う
傾
向
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

jヒ1去52(5・120)1524



本
章
に
お
い
て
は
、
か
か
る
問
題
性
を
念
頭
に
置
き
つ
つ
、
戦
後
こ
の
規
定
を
新
設
し
た
民
法
改
正
の
審
議
を
検
討
し
、
ま
た
そ
の
後
の

公
共
の
福
祉
概
念
に
関
す
る
議
論
の
展
開
を
烏
搬
し
、
さ
ら
に
、
公
共
の
福
祉
に
関
す
る
代
表
的
な
学
説
を
検
討
す
る
。
こ
の
よ
う
な
作
業

を
通
じ
て
、
民
法
に
お
け
る
公
共
の
福
祉
の
理
解
に
関
す
る
特
徴
点
を
解
明
し
、
諸
議
論
の
到
達
点
と
そ
の
限
界
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
、

本
章
の
目
的
で
あ
る
。

第

節

民
法
改
正
段
階
(
一
九
四
七
年
)
に
お
け
る
議
論

日本民法における「公共の福祉jの再検討(1)

「
公
共
の
福
祉
」
に
つ
い
て
の
議
論
は
、
臨
時
法
制
調
査
会
か
ら
新
民
法
が
成
立
す
る
ま
で
の
各
段
階
で
展
開
さ
れ
た
。
具
体
的
な
論
点

は
、
私
権
お
よ
び
民
法
と
公
共
の
福
祉
と
の
関
係
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
の
点
に
関
す
る
議
論
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
公
共
の
福
祉

の
性
格
に
関
す
る
改
正
段
階
で
の
理
解
を
明
ら
か
に
す
る
よ
う
に
努
め
よ
う
。

第
一
款

政
府
原
案
お
よ
び
そ
の
理
由

ま
ず
、
政
府
原
案
の
内
容
お
よ
び
そ
の
理
由
を
見
ょ
う
。
そ
の
ポ
イ
ン
ト
は
三
点
に
集
約
さ
れ
る
。

I 

憲
法
の
大
原
則
の
貫
徹

北法52(5・121)1525 

(5) 

一
九
四
六
年
一

O
月
二
六
日
の
臨
時
法
制
調
査
会
の
答
申
に
別
冊
と
し
て
添
付
さ
れ
た
「
民
法
改
正
要
綱
案
」
の
第
四
O
項
に
お
い
て
「
民

事
法
に
関
す
る
憲
法
改
正
案
の
大
原
則
を
民
法
中
に
明
文
を
以
っ
て
掲
ぐ
る
こ
と
」
が
提
案
さ
れ
た
。
そ
の
大
原
則
の
一
つ
が
、
公
共
の
福



説

(
6
)
 

祉
で
あ
る
。
そ
の
後
に
提
示
さ
れ
た
民
法
改
正
に
関
す
る
政
府
原
案
に
お
い
て
、
民
法
の
第
一
条
第
一
項
は
、
「
私
権
ハ
総
テ
公
共
ノ
福
祉

ノ
為
ニ
存
ス
」
と
さ
れ
た
。
こ
こ
で
は
、
公
共
の
福
祉
の
私
権
に
対
す
る
優
位
と
い
う
か
た
ち
で
両
者
の
関
係
が
定
式
化
さ
れ
る
。
こ
の
よ

う
に
、
こ
の
規
定
は
、
私
権
と
公
共
の
福
祉
と
の
聞
の
関
係
と
い
う
問
題
を
提
起
し
、
そ
の
後
の
議
論
も
、
こ
の
問
題
に
集
中
す
る
こ
と
に

論

な
る
。政
府
原
案
に
つ
い
て
の
提
案
理
由
説
明
に
よ
る
と
、
こ
の
規
定
の
目
的
は
、
「
民
事
法
全
般
に
通
ず
る
日
本
国
憲
法
の
大
原
則
を
明
文
を

(
7
)
 

以
っ
て
規
定
」
す
る
こ
と
で
あ
る
。
具
体
的
な
理
由
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
「
憲
法
一
一
一
条
の
、
い
わ
ゆ
る
権
利
は
す
べ
て

公
共
の
福
祉
に
反
し
な
い
よ
う
に
利
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
趣
旨
に
基
づ
き
ま
し
て
、
そ
れ
よ
り
も
な
お
一
般
的
に
、
:
:
:
私
権

(
8
)
 

は
す
べ
て
公
共
の
福
祉
の
反
し
な
い
よ
う
に
利
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
も
う
当
然
で
あ
る
の
だ
か
ら
:
・
:
」
。
つ
ま
り
、
私
権
も

権
利
の
一
種
類
で
あ
る
の
で
、
私
権
の
利
用
が
憲
法
一
二
条
の
規
定
に
反
し
て
は
な
ら
な
い
の
は
、
当
然
で
あ
る
と
い
う
解
釈
で
あ
る
。

私
権
を
規
律
す
る
た
め
の
公
共
の
福
祉

そ
れ
で
は
、
憲
法
上
の
規
定
が
あ
る
の
に
、
な
ぜ
わ
ざ
わ
ざ
民
法
上
に
も
同
様
の
規
定
を
置
か
な
け
れ
ば
い
け
な
い
の
か
。
そ
れ
は
、
「
私

権
と
い
う
字
そ
れ
自
体
が
自
己
の
た
め
に
認
め
ら
れ
た
権
利
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
含
ん
で
お
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
は
自
己
の
利
益
の

み
に
利
用
す
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
趣
旨
を
、
も
う
少
し
根
本
的
に
表
す
た
め
」
で
あ
る
。
そ
の
基
本
的
な
趣
旨
は
、
「
公
共
の
福
祉
に

(9) 

適
合
す
る
よ
う
に
、
反
し
な
い
よ
う
に
行
使
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
民
法
に
公
共
の
福
祉
条
項
が
置
か

れ
た
の
は
、
私
権
は
、
自
己
の
利
益
の
み
に
利
用
す
る
も
の
で
は
な
く
、
公
共
の
福
祉
に
よ
っ
て
制
限
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
を
示
す
目
的
に

出
た
も
の
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
公
共
の
福
祉
の
機
能
は
、
私
権
の
規
律
に
あ
る
。

E 

北法52(5・122)1526



国

私
権
が
認
め
ら
れ
、
民
法
が
作
ら
れ
る
こ
と
自
体
が
す
で
に
公
共
の
福
祉
の
た
め
で
あ
る

さ
ら
に
、
「
私
権
と
い
う
も
の
も
認
め
ら
れ
た
こ
と
自
体
、
言
い
換
え
れ
ば
、
民
法
と
い
う
も
の
自
体
が
す
で
に
公
共
の
福
祉
の
た
め
に

作
ら
れ
て
お
る
も
の
で
あ
る
、
し
た
が
っ
て
そ
れ
か
ら
流
れ
て
く
る
私
権
の
行
使
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
、
す
べ
て
公
共
の
福
祉
に
適
合
す

(ω) 

る
よ
う
に
、
公
共
の
福
祉
に
反
し
て
は
な
ら
な
い
の
だ
と
い
う
そ
の
根
本
を
明
ら
か
に
し
た
い
」
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。

第

款

政
府
原
案
へ
の
批
判

日本民法における「公共の福祉」の再検討(1)

以
上
の
政
府
原
案
お
よ
び
そ
れ
に
関
し
て
の
説
明
に
対
し
て
、
次
の
よ
う
な
批
判
が
あ
っ
た
。
政
府
原
案
の
第
一
条
を
見
る
と
、
「
個
人

と
い
う
も
の
が
忘
れ
ら
れ
た
る
感
が
あ
る
。
何
か
団
体
の
た
め
に
、
あ
る
い
は
全
体
の
た
め
に
使
わ
れ
る
が
ご
と
く
、
著
し
く
社
会
化
さ
れ

(
日
)

る
よ
う
な
権
利
の
本
質
に
副
わ
ざ
る
感
が
い
た
す
」
。
ま
た
、
「
公
共
の
福
祉
と
い
う
こ
と
が
主
体
に
な
っ
て
お
る
の
で
あ
り
ま
し
て
、
私
権

は
こ
れ
を
守
る
た
め
に
生
ま
れ
て
き
た
と
い
う
感
じ
を
与
え
ら
れ
て
い
る
」
の
で
、
「
全
体
主
義
的
の
匂
い
が
す
る
と
か
、
あ
る
い
は
極
端

(ロ)

に
申
せ
ば
、
こ
れ
は
憲
法
違
反
で
は
な
い
か
と
い
う
よ
う
な
疑
い
を
抱
か
せ
」
る
。
さ
ら
に
、
政
府
原
案
の
一
条
を
こ
の
ま
ま
見
る
と
、
「
全

く
全
体
主
義
国
家
の
書
き
方
で
、
こ
れ
で
は
私
権
は
公
共
の
福
祉
の
た
め
に
し
か
存
在
し
な
い
よ
う
に
取
れ
る
」
。
こ
れ
は
、
憲
法
の
一
一
一
一

(
日
)

条
と
は
「
立
場
が
違
う
」
。
「
公
共
の
福
祉
の
た
め
に
使
う
こ
と
」
が
私
権
の
目
的
で
あ
る
な
ら
ば
、
私
権
は
、
自
身
の
利
益
の
た
め
に
使
う

こ
と
が
で
き
な
い
と
解
釈
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
公
共
の
福
祉
の
た
め
に
の
み
存
す
る
よ
う
な
立
法
規
定
は
、
「
全
体
主
義
的
な

(
比
)

考
え
方
そ
の
ま
ま
の
現
れ
で
あ
る
」
。
こ
の
よ
う
な
考
え
方
は
、
す
で
に
「
憲
法
の
精
神
を
院
摘
す
る
も
の
」
で
あ
る
。
「
公
共
の
福
祉
の
名

(
日
)

に
お
き
ま
し
て
、
個
人
を
犠
牲
に
し
、
そ
れ
を
手
段
化
す
る
と
い
う
こ
と
が
新
憲
法
下
あ
る
べ
き
こ
と
で
は
な
い
」
。
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説

修
正
案
お
よ
び
そ
の
説
明

第

款

号'"、
白岡

以
上
の
よ
う
な
批
判
に
基
づ
い
て
、
一
九
四
七
年
一
O
月
二
七
日
、
衆
議
院
に
お
い
て
政
府
原
案
に
対
す
る
修
正
案
が
提
出
さ
れ
た
。
修

(
凶
)

正
案
は
二
つ
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
、
社
会
党
、
民
主
党
国
民
協
同
等
の
提
案
に
な
る
修
正
案
(
第
一
提
案
)
を
取
り
上
げ
よ
う
。
こ
の
第
一

提
案
に
お
い
て
は
、
原
案
を
「
私
権
ハ
公
共
ノ
福
祉
ニ
遵
フ
」
と
修
正
す
る
案
が
提
案
さ
れ
た
。
そ
の
理
由
は
、
政
府
原
案
の
「
公
共
ノ
福

祉
ノ
為
ニ
」
と
い
う
表
現
が
余
り
に
強
い
た
め
に
、
「
私
権
は
公
共
の
為
に
の
み
存
す
る
と
い
う
よ
う
な
誤
解
も
、
あ
る
い
は
起
る
の
で
は

(
口
)

な
い
か
と
い
う
こ
と
を
、
非
常
に
恐
れ
る
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
第
一
提
案
が
提
示
す
る
「
私
権
ハ
公
共
ノ
福
祉
ニ
道
フ
」
と
い
う
定
式

化
に
つ
い
て
の
説
明
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
①
「
憲
法
一
二
条
、
一
三
条
の
意
味
を
、
極
め
て
十
分
に
完
全
に
言
い
表
し
た
も
の
と
信

ず
る
」
。
②
私
権
が
公
共
の
福
祉
と
共
に
あ
る
。
『
遵
フ
』
と
い
う
音
ム
味
を
、
「
共
に
存
す
る
か
、
あ
る
い
は
何
々
の
線
に
沿
う
と
い
う
意
味

だ
と
解
釈
し
て
い
る
」
。
す
な
わ
ち
私
権
は
公
共
の
福
祉
の
線
に
沿
う
、
公
共
の
福
祉
と
共
に
あ
る
。
公
共
の
福
祉
と
調
和
協
同
す
る
と
い

う
意
味
だ
と
解
釈
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
修
正
に
よ
っ
て
、
「
国
民
の
平
和
と
幸
福
の
促
進
の
た
め
に
、
こ
の
私
権
が
十
分
に
保
護
せ
ら

れ
、
し
か
も
そ
れ
が
公
共
の
福
祉
と
調
和
す
る
」
。
「
そ
う
し
て
民
主
主
義
的
な
平
和
主
義
的
な
国
民
生
活
が
、
こ
れ
に
よ
り
ま
し
て
完
全
に

行
わ
れ
る
」
。
す
な
わ
ち
、

(
同
)

さ
れ
る
こ
と
は
な
い
一
。

一
方
で
は
、
国
民
の
権
利
を
尊
重
し
、
他
方
、
「
国
民
的
な
共
同
生
活
、
協
同
利
益
と
い
う
も
の
は
、
決
し
て
侵

そ
し
て
、
こ
の
修
正
案
が
採
用
さ
れ
て
、
現
在
の
民
法
一
条
一
項
が
で
き
あ
が
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

第
四
款

括
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以
上
に
概
観
し
た
民
法
改
正
過
程
に
お
け
る
「
公
共
の
福
祉
」
に
関
す
る
議
論
か
ら
、
次
の
諸
点
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

第
一
に
、
一
般
原
則
と
し
て
民
法
に
置
か
れ
る
べ
き
公
共
の
福
祉
概
念
と
憲
法
上
の
公
共
の
福
祉
概
念
と
の
関
係
が
問
題
に
な
る
。
前
者

は
、
後
者
の
延
長
で
あ
る
と
理
解
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
仮
に
そ
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
て
い
た
と
す
れ
ば
、
民
法
上
の
公
共
の
福
祉

と
憲
法
上
の
そ
れ
と
は
同
じ
概
念
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
民
法
上
の
「
公
共
の
福
祉
」
が
民
法
自
体
の
独
自
の
概
念
と
し
て
扱
わ
れ
な
い
の

は
当
然
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
政
府
原
案
と
政
府
原
案
に
対
す
る
批
判
は
、
同
じ
よ
う
に
、
公
共
の
福
祉
は
民
法
に

外
在
す
る
も
の
で
あ
り
、
民
法
に
内
在
す
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
立
場
を
と
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
双
方
と
も
、
一

(
印
)

条
の
公
共
の
福
祉
の
規
定
を
「
一
条
と
共
に
生
ま
れ
た
ば
か
り
の
憲
法
の
理
念
を
民
事
法
に
書
く
こ
と
を
意
図
し
た
も
の
」
と
理
解
し
て
た

(
ぬ
)

わ
け
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
当
時
の
立
法
関
係
者
は
、
「
私
権
」
と
り
わ
け
財
産
権
に
関
す
る
憲
法
感
覚
を
共
有
し
て
い
た
と
い
う
こ
と

日本民法における「公共の福祉」の再検討(1)

が
で
き
る
。

第
二
に
、
政
府
原
案
の
説
明
に
お
い
て
は
、
私
権
そ
れ
自
体
が
公
共
の
福
祉
の
為
に
存
在
し
て
い
る
と
説
明
さ
れ
た
。
こ
こ
で
は
、
私
権

と
公
共
の
福
祉
と
は
上
下
あ
る
い
は
従
属
の
関
係
に
あ
る
と
解
釈
さ
れ
う
る
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
こ
こ
に
は
全
体
主
義
的
な
「
匂
い
」

が
あ
り
、
民
主
主
義
の
理
念
と
背
離
し
て
い
る
と
い
う
批
判
が
提
示
さ
れ
る
の
は
あ
る
意
味
で
必
然
で
あ
る
。
か
く
し
て
、
こ
の
原
案
に
対

す
る
批
判
論
お
よ
び
そ
れ
に
依
拠
す
る
第
一
修
正
案
は
、
私
権
と
公
共
の
福
祉
と
の
間
に
上
下
関
係
を
設
け
る
こ
と
を
避
け
る
こ
と
に
力
を

注
い
だ
わ
け
で
あ
る
。
結
論
的
に
提
示
さ
れ
た
構
成
は
、
両
方
が
上
下
の
関
係
に
立
つ
の
で
は
な
く
、
共
に
存
在
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ

た
。
す
な
わ
ち
、
公
共
の
福
祉
は
一
般
的
な
原
則
を
定
め
る
も
の
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
と
私
権
と
の
相
互
関
係
は
、
共
に
あ
る
、
あ
る
い
は

並
列
的
に
存
在
す
る
も
の
と
理
解
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
私
権
と
公
共
の
福
祉
の
関
係
に
つ
い
て
の
こ
の
よ
う
な
理
解
は
、
政
府
原
案
と
比

較
す
れ
ば
一
歩
前
進
し
た
も
の
で
、
評
価
す
べ
き
で
あ
る
。
し
か
し
、
他
方
で
、
批
判
論
も
ま
た
、
公
共
の
福
祉
を
民
法
に
外
在
す
る
概
念

と
理
解
し
て
い
る
の
で
、
民
法
に
お
け
る
公
共
の
福
祉
の
性
格
の
検
討
は
視
野
に
入
っ
て
こ
な
か
っ
た
こ
と
も
指
摘
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
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説

ら
な
い
。

第
三
に
、
「
公
共
の
福
祉
」
と
い
っ
て
も
、
次
元
の
異
な
る
性
格
が
混
同
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
。
前
述
の
よ
う
に
、
政
府
原
案
の
説
明
は
、

~ι 
ロ間

私
権
な
い
し
民
法
と
い
う
も
の
自
体
が
「
す
で
に
公
共
の
福
祉
の
た
め
に
作
ら
れ
て
」
い
る
も
の
で
あ
り
、
「
そ
れ
か
ら
流
れ
て
く
る
私
権

の
行
使
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
、
す
べ
て
公
共
の
福
祉
に
適
合
す
る
よ
う
に
、
公
共
の
福
祉
に
反
し
て
は
な
ら
な
い
の
だ
」
と
説
い
て
い
た
。

と
こ
ろ
で
、
具
体
的
な
法
制
度
に
お
け
る
「
公
共
の
福
祉
」
と
い
う
規
定
と
、
国
家
・
法
制
度
自
体
の
存
在
価
値
に
お
け
る
「
公
共
の
福
祉
L

と
い
う
理
念
と
は
、
異
な
る
次
元
に
属
す
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
右
の
説
明
は
、
こ
の
二
つ
を
混
同
し
て
い
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

ぃ
。
そ
の
原
因
は
、
民
法
に
お
け
る
公
共
の
福
祉
の
内
容
の
検
討
を
欠
け
て
い
る
と
こ
ろ
に
求
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

第
四
に
、
民
法
改
正
を
審
議
す
る
議
会
に
お
い
て
私
権
と
公
共
の
福
祉
の
関
係
に
つ
い
て
議
論
さ
れ
た
際
に
、
私
権
の
社
会
性
・
公
共
性

に
つ
い
て
は
あ
ま
り
言
及
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
こ
れ
は
、
民
法
改
正
当
時
の
課
題
と
し
て
は
、
私
権
の
本
質
に
関
す
る
議
論
よ
り
も
、
憲

法
上
の
「
公
共
の
福
祉
」
と
い
う
大
原
則
を
民
法
に
貫
徹
し
よ
う
と
す
る
際
に
、
私
権
と
憲
法
上
の
「
公
共
の
福
祉
」
と
の
聞
に
ど
の
よ
う

な
関
係
が
あ
る
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
と
い
う
点
の
ほ
う
が
重
要
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

第

節

公
共
の
福
祉
概
念
に
関
す
る
議
論
の
展
開

戦
後
の
改
正
に
よ
っ
て
民
法
一
条
一
項
が
設
け
ら
れ
た
後
、
公
共
の
福
祉
概
念
お
よ
び
そ
の
適
用
に
関
す
る
本
格
的
な
研
究
は
存
在
し
な

い
。
ま
た
、
こ
の
問
題
に
関
す
る
議
論
が
学
説
に
お
い
て
活
発
に
展
開
さ
れ
た
と
も
い
え
な
い
。
し
か
し
、
代
表
的
な
民
法
体
系
書
に
お
い

て
は
、
公
共
の
福
祉
に
つ
い
て
の
さ
ま
ざ
ま
な
理
解
が
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
、
公
共
の
福
祉
の
性
格
に
関
す
る
理
解
が
時
代
と
と
も

に
変
遅
し
て
き
た
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
事
情
を
踏
ま
え
て
、
本
節
に
お
い
て
は
、
民
法
体
系
書
を
主
た
る
素
材
と
し
つ
つ
、
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公
共
の
福
祉
に
関
し
て
学
説
が
ど
の
よ
う
な
基
本
的
理
解
を
示
し
て
き
た
の
か
、
そ
の
展
開
の
プ
ロ
セ
ス
を
概
括
的
に
烏
服
し
て
み
た
い
。

第
一
款

公
共
の
福
祉
と
義
務
本
位
の
権
利
観

日本民法における「公共の福祉」の再検討(1 ) 

ま
ず
、
公
共
の
福
祉
概
念
が
登
場
す
る
背
景
に
つ
い
て
の
理
解
を
押
さ
え
て
お
く
と
、
そ
れ
は
、
一
般
的
に
は
、
権
利
義
務
関
係
理
論
の

展
開
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
次
の
よ
う
に
説
か
れ
る
。
「
今
日
多
く
の
法
律
関
係
が
権
利
と
し
て
意
識
に
の
ぼ
っ
た
の
で
あ
る

が
、
資
本
主
義
経
済
の
発
達
に
よ
る
諸
の
弊
害
を
抑
制
す
る
た
め
、
欧
州
で
は
義
務
本
位
た
る
べ
き
こ
と
が
主
張
せ
ら
れ
、
わ
が
国
に
お
い

て
も
、
こ
れ
が
主
張
せ
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
」
。
「
か
く
て
封
建
思
想
の
払
拭
の
た
め
に
は
、
権
利
思
想
の
徹
底
化
が
必
要
と
も
い
え
る
が
、

今
日
の
資
本
主
義
経
済
の
発
達
段
階
に
於
い
て
は
、
私
権
は
公
共
の
福
祉
に
遵
う
べ
き
だ
か
ら
義
務
思
想
の
尊
重
も
忘
れ
る
べ
き
で
は
な
く
、

(
幻
)

遵
法
精
神
の
高
潮
が
肝
要
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
」
(
谷
口
知
平
)
。
こ
れ
は
、
「
近
代
的
民
法
が
、
は
じ
め
に
構
想
し
た
権
利
観
の
修
正
を

宣
明
し
た
も
の
で
あ
り
、
従
来
す
で
に
、
解
釈
を
通
し
て
次
第
に
実
現
し
て
き
た
と
こ
ろ
を
確
認
し
、
一
般
化
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う

(
幻
)

こ
と
が
で
き
る
」
(
高
島
平
戴
)
。
要
す
る
に
、
民
法
に
お
け
る
公
共
の
福
祉
原
理
の
登
場
は
、
義
務
本
位
の
権
利
観
の
反
映
で
あ
る
と
理
解

さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

第
二
款

公
共
の
福
祉
概
念
に
関
す
る
一
般
的
理
解

I 

民
法
上
の
公
共
の
福
祉
と
憲
法
上
の
公
共
の
福
祉
と
の
同
一
視

次
に
、
「
公
共
の
福
祉
」
概
念
に
関
す
る
一
般
的
理
解
を
見
る
と
、
ま
ず
も
っ
て
指
摘
す
べ
き
は
、
民
法
上
の
公
共
の
福
祉
と
憲
法
上
の
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説

公
共
の
福
祉
と
が
同
一
視
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
多
少
例
示
的
に
学
説
の
説
明
を
引
く
と
、
本
条
(
民
法
一
条
)
に
い
う
公
共
の
福
祉

(
幻
)

は
憲
法
一
二
条
、
二
二
条
の
い
う
公
共
の
福
祉
と
「
ま
っ
た
く
同
じ
内
容
を
持
つ
も
の
と
解
し
て
差
し
支
え
な
い
」
、
日
本
国
憲
法
の
二
九

(M) 

条
二
項
の
公
共
の
福
祉
の
規
定
を
「
承
け
た
も
の
で
あ
る
」
な
ど
と
指
摘
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
ま
た
、
民
法
に
お
け
る
公
共
の
福
祉

は
、
日
本
国
憲
法
の
公
共
の
福
祉
と
「
共
に
ド
イ
ツ
の
ワ
イ
マ

i
ル
憲
法
に
「
所
有
権
は
義
務
づ
け
ら
れ
る
。
そ
の
行
使
は
同
時
に
公
共
の

(
お
)

福
祉
の
た
め
の
奉
仕
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
』
と
あ
る
の
と
、
思
想
を
同
じ
く
す
る
」
、
ド
イ
ツ
ワ
イ
マ

l
ル
憲
法
の
「
所
有
権
は
義
務
を

(
お
)

負
う
」
と
い
う
観
念
か
ら
由
来
す
る
も
の
で
あ
る
と
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
観
点
は
、
民
法
体
系
書
に
お
い
て
は
ほ
ぼ
一
貫
し

'3-b.. 
両岡

て
維
持
さ
れ
て
お
り
、
確
固
た
る
通
説
を
形
成
し
て
き
た
と
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
よ
う
な
傾
向
は
、
近
時
に
至
っ
て
も
変
わ
ら
な
い
。
九
0
年
代
に
入
っ
て
か
ら
出
版
さ
れ
た
教
科
書
を
参
照
し
て
み
る
と
、
た
と
え

ば
、
民
法
一
条
一
項
は
、
「
憲
法
二
九
条
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
り
、
所
有
権
そ
の
他
私
法
上
の
権
利
が
公
共
の
福
祉
に
よ
り
制
限
を
受
け

(
幻
)

る
こ
と
を
認
め
た
も
の
で
あ
る
」
と
か
、
私
権
の
公
共
性
・
社
会
性
を
宣
言
し
、
「
日
本
国
憲
法
二
九
条
の
趣
旨
を
民
法
上
も
確
認
し
た
も

(

お

)

(

お

)

の
で
あ
る
と
か
、
憲
法
で
要
請
さ
れ
る
原
理
を
定
め
た
も
の
で
あ
る
と
か
、
民
法
の
財
産
権
の
規
律
概
念
(
憲
法
二
九
条
)
で
あ
る
だ
け
で
(
ぬ
)

な
く
、
憲
法
一
一
一
条
・
一
三
条
・
二
二
条
に
観
る
と
お
り
、
内
容
的
に
も
公
共
次
元
の
規
制
を
対
象
と
し
て
定
立
さ
れ
て
い
る
も
の
が
多
い

と
か
、
憲
法
で
要
請
さ
れ
る
原
理
を
定
め
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
「
公
共
優
先
と
い
う
全
体
主
義
を
示
す
も
の
で
は
な
く
、
私
権
の
内

(
出
)

在
的
制
約
を
表
す
も
の
で
あ
る
」
な
ど
の
記
述
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

E 

公
共
の
福
祉
の
内
容

民
法
上
の
公
共
の
福
祉
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
学
説
は
、
当
初
は
そ
れ
を
社
会
全
体
の
利
益
と
理
解
し
て
い
た
が
、
そ
の
後
、
国
家
公
共

の
福
祉
と
い
う
見
解
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
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日本民法における「公共の福祉Jの再検討(1)

(
犯
)

ま
ず
、
当
初
の
学
説
を
見
る
と
、
公
共
の
福
祉
と
は
、
社
会
共
同
生
活
の
全
体
と
し
て
の
向
上
発
展
で
あ
り
(
我
妻
栄
)
、
社
会
の
共
通

(
お
)

利
益
に
基
づ
い
て
私
権
に
対
し
法
律
上
の
制
限
を
加
え
る
こ
と
を
正
当
化
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
る
(
川
島
武
宜
)
な
ど
と
説

か
れ
た
。
要
す
る
に
、
公
共
の
福
祉
イ
コ
ー
ル
社
会
の
共
通
利
益
と
い
う
理
解
で
あ
る
。
か
か
る
理
解
が
、
そ
の
後
の
通
説
と
な
る
。
た
と

(M) 

え
ば
、
「
私
権
が
、
公
共
の
福
祉
す
な
わ
ち
社
会
共
同
生
活
の
全
体
と
し
て
向
上
発
展
に
道
う
べ
き
で
」
あ
る
と
か
、
「
公
共
の
福
祉
の
原
理

(
お
)

が
も
っ
ぱ
ら
社
会
一
般
と
私
人
と
の
衝
突
を
調
整
す
る
意
図
を
有
す
る
も
の
と
見
る
べ
き
こ
と
は
、
お
そ
ら
く
誤
り
が
な
い
」
と
か
、
私
権

(
お
)

の
行
使
は
社
会
的
共
同
生
活
利
益
に
反
し
て
は
な
ら
な
い
と
か
、
本
項
は
、
直
接
に
は
、
社
会
一
般
の
利
益
(
公
共
の
福
祉
)
と
私
人
の
利

(
幻
)

益
と
の
聞
を
調
整
す
る
機
能
を
果
た
す
も
の
で
あ
る
と
か
説
か
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
解
釈
は
、
初
期
に
我
妻
に
よ
っ
て
展
開
さ
れ
た

(
お
)

解
釈
と
基
本
的
に
は
同
じ
で
あ
る
。

(
ぬ
)

他
方
、
公
共
の
福
祉
は
、
「
究
極
す
る
と
こ
ろ
、
国
民
全
般
の
利
益
は
国
民
一
部
の
利
益
に
優
先
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
」
と
い
う
説
も

見
ら
れ
た
。
こ
れ
は
、
社
会
一
般
の
利
益
と
い
う
右
の
見
解
と
結
局
は
同
旨
に
帰
す
よ
う
に
も
考
え
ら
れ
る
が
、
「
国
民
」
概
念
を
打
ち
出

す
こ
と
に
よ
っ
て
、
公
共
の
福
祉
に
国
家
的
観
点
を
持
ち
込
ん
だ
と
の
評
価
も
可
能
な
説
明
で
あ
る
。
実
際
、
公
共
の
福
祉
を
直
接
に
国
家

公
共
の
福
祉
と
解
釈
す
る
説
も
登
場
し
て
い
る
。
次
の
よ
う
に
い
う
。
私
権
は
、
国
家
公
共
の
福
祉
を
乱
し
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
制
限
に

服
し
な
が
ら
是
認
さ
れ
実
現
を
保
障
さ
れ
る
。
「
私
権
は
市
民
た
る
わ
れ
わ
れ
個
人
の
利
益
の
た
め
に
認
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ

自
体
絶
対
的
な
も
の
で
は
な
く
、
国
家
公
共
の
福
祉
に
反
せ
ず
、
福
祉
に
適
う
範
囲
に
お
い
て
認
め
ら
れ
る
相
対
的
な
も
の
で
あ
る
と
い
わ

(ω) 

ね
ば
な
ら
な
い
」
。第

三
款

公
共
の
福
祉
と
私
権
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説

そ
れ
で
は
、
以
上
の
よ
う
に
そ
の
内
容
を
把
握
さ
れ
た
公
共
の
福
祉
は
、
私
権
と
ど
の
よ
う
な
関
係
に
立
つ
も
の
と
理
解
さ
れ
た
の
で
あ

ろ
う
か
。
公
共
の
福
祉
原
理
と
は
、
私
権
の
内
在
的
制
約
原
理
で
あ
り
、
私
権
の
私
的
性
格
を
否
定
す
る
わ
け
で
は
な
い
、
と
い
う
の
が
、

学
説
の
一
般
的
な
理
解
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
私
権
は
、
一
方
で
は
私
的
性
格
を
有
し
、
他
方
で
は
公
共
的
な
性
格
を
も
持
つ
。
し
た
が
っ
て
、

私
権
に
は
私
的
側
面
も
あ
る
し
、
公
的
側
面
も
あ
る
は
ず
で
、
こ
の
公
的
側
面
は
、
私
権
に
内
在
し
、
か
っ
、
私
権
を
制
限
す
る
も
の
で
あ

る
。
こ
の
よ
う
な
理
解
が
学
説
の
大
勢
を
占
め
て
い
る
。
具
体
的
に
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。

公
共
の
福
祉
原
理
と
は
、
私
権
の
内
在
的
制
約
原
理
で
あ
る
。
「
私
権
は
我
々
個
人
の
た
め
に
認
め
ら
れ
る
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

併
し
社
会
の
平
和
な
秩
序
維
持
に
役
立
つ
範
囲
に
お
い
て
の
み
国
家
が
強
制
実
現
す
る
の
で
あ
り
、
私
権
自
体
に
か
か
る
条
件
が
内
在
し
て

(
H
U
)
 

い
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
こ
の
こ
と
を
改
正
民
法
一
条
は
第
一
項
に
『
私
権
は
公
共
の
福
祉
に
道
う
』
と
い
う
表
現
で
宣
言
し
」
た
。
本

項
は
、
「
私
権
が
個
人
の
利
益
に
奉
仕
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
つ
つ
、
そ
れ
の
内
在
的
制
約
原
理
と
し
て
、
私
権
の
存
立
が
社
会

(
位
)

的
共
同
体
生
活
の
利
益
に
反
す
る
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
を
宣
明
す
る
に
す
ぎ
な
い
も
の
と
理
解
す
べ
き
で
あ
る
」
0

子必誌
面岡

一
条
一
項

は
、
憲
法
で
要
請
さ
れ
る
原
理
を
定
め
た
も
の
で
あ
っ
て
、
公
共
優
先
と
い
う
全
体
主
義
的
思
想
を
示
す
も
の
で
は
な
い
。
私
権
に
は
、
も

(必
)

(

ω

)

と
も
と
社
会
的
見
地
か
ら
の
内
在
的
制
約
が
あ
り
、
私
権
の
絶
対
性
に
対
す
る
内
在
的
制
約
原
理
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。
公
共
の
福
祉
の
内

容
を
検
討
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
「
一
面
で
は
国
民
大
衆
の
生
活
上
の
福
祉
を
、
他
面
で
国
家
の
一
般
的
秩
序
を
意
味
す
る
も
の
と
み
ら
れ

る
。
そ
こ
に
は
、
積
極
的
な
も
の
か
ら
消
極
的
な
も
の
ま
で
、
広
く
公
共
性
の
観
念
が
l
国
民
の
持
つ
個
人
的
利
益
を
無
視
す
る
の
で
は
な

(
ぬ
)

い
が
、
少
な
く
と
も
私
的
な
放
恋
を
許
さ
ね
意
味
で
個
人
的
利
益
に
対
す
る
公
共
的
な
も
の
の
考
え
が
l
存
在
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
」
0

そ
れ
ら
の
解
釈
の
理
由
は
、
次
の
点
に
求
め
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
市
民
社
会
に
お
け
る
権
利
も
、
あ
く
ま
で
社
会
的
な
権
利
で
あ
っ
て
、

(
必
)

そ
れ
ゆ
え
制
約
を
内
在
し
て
い
る
と
い
う
原
則
の
宣
言
で
あ
る
。
法
は
社
会
が
生
み
、
権
利
は
そ
の
法
か
ら
で
て
く
る
の
で
、
権
利
も
利
己

(
灯
)

的
な
主
張
を
許
さ
ず
、
他
の
個
人
と
の
関
係
や
社
会
全
体
の
立
場
か
ら
す
る
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
受
け
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
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公
共
の
福
祉
原
理
は
、
私
権
の
私
的
性
格
を
否
定
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
私
権
が
一
方
で
は
私
的
性
格
を
有
し
、
他
方
で
は
公

共
的
性
格
・
社
会
的
側
面
を
も
持
つ
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
原
理
は
、
「
私
権
を
も
っ
て
も
っ
ぱ
ら
権
利
者
の
個
人
的
な
利
益
に
の
み

奉
仕
す
る
も
の
と
す
る
私
権
絶
対
の
思
想
を
修
正
し
、
私
権
が
一
面
で
は
権
利
者
の
個
人
的
な
利
益
を
対
象
と
す
る
も
の
と
あ
わ
せ
て
、
同

時
に
他
面
で
は
、
個
人
を
超
え
た
公
共
的
な
福
祉
に
も
し
た
が
う
べ
き
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
も
っ
と
も
基
本
的
な
理
念
を
示
す
も
の
で
あ

る
」
。
し
た
が
っ
て
、
民
法
一
条
一
項
は
、
私
権
の
私
的
性
格
を
全
面
的
に
否
定
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
単
に
、
私
権
は
私
的
性
格
と

(
必
)

合
わ
せ
て
公
共
的
性
格
を
も
有
す
べ
き
で
あ
る
と
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
私
権
が
私
権
た
り
う
る
の
は
、
権
利
者
に
お
け
る
私
的
利
益
の

実
現
が
他
の
者
と
の
関
係
に
お
い
て
も
承
認
さ
れ
保
護
さ
れ
て
い
る
と
い
う
、
い
わ
ば
社
会
的
側
面
を
も
権
利
が
含
む
こ
と
に
よ
っ
て
で
あ

(ω) 

る
(
権
利
の
私
的
側
面
が
強
調
さ
れ
る
か
社
会
的
側
面
の
方
が
強
調
さ
れ
る
か
は
、
時
代
に
よ
っ
て
異
な
っ
て
く
る
)
。

日本民i去における「公共の福祉」の再検討(1)

第
四
款

公
共
の
福
祉
原
則
の
適
用

民
法
に
一
条
一
項
が
設
け
ら
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
公
共
の
福
祉
は
実
定
法
上
の
原
則
に
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
の
具
体
的
な
適
用

に
関
し
て
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
見
解
が
提
示
さ
れ
て
い
る
。
以
下
で
は
、
そ
れ
ら
を
、
積
極
説
、
消
極
説
お
よ
び
否
定
説
と
い
う
三
つ
に
大
き

く
ま
と
め
て
お
こ
う
。

公
共
の
福
祉
の
適
用
に
関
す
る
積
極
説

ま
ず
、
公
共
の
福
祉
の
適
用
を
積
極
的
に
考
え
る
見
解
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、
田
中
実
教
授
の
発
想
で
あ
る
。
そ
の
基
本
的
把
握
に
よ
れ

ば
、
個
人
的
利
益
と
公
共
的
利
益
と
の
対
立
は
、
い
か
な
る
社
会
に
も
存
在
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
と
り
わ
け
現
代
社
会
に
お
い
て
は
、
人

I 
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間
の
自
利
心
の
無
限
伸
長
に
よ
っ
て
こ
の
対
立
が
深
刻
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
の
で
、
公
権
力
に
よ
る
公
共
的
利
益
の
擁
護
と
推
進
が
要
請

(
卯
)

さ
れ
る
。
こ
こ
に
は
、
公
共
の
福
祉
原
則
の
適
用
に
積
極
的
な
姿
勢
が
示
さ
れ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
我
妻
教
授
も
、
民
法
一

苦;.t.
民間

条
一
項
の
制
定
に
よ
っ
て
、
従
来
民
法
の
規
定
の
中
に
も
若
干
存
在
し
、
学
説
・
判
例
で
こ
の
点
に
ふ
れ
る
も
の
も
少
な
く
は
な
か
っ
た
私

(
日
)

権
を
規
律
す
る
原
理
が
法
律
上
認
証
さ
れ
た
わ
け
で
、
こ
の
原
理
の
今
後
の
発
達
が
期
待
さ
れ
る
と
述
べ
て
い
る
。
こ
こ
に
も
、
公
共
の
福

祉
原
則
の
適
用
に
関
す
る
積
極
的
姿
勢
が
示
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
後
に
は
、
公
共
の
福
祉
の
適
用
に
関
す
る
積
極
説
は
余
り
見
ら

れ
な
い
し
、
見
ら
れ
る
と
し
て
も
、
非
常
に
抽
象
的
な
レ
ベ
ル
に
止
ま
っ
て
い
る
。

公
共
の
福
祉
の
適
用
に
関
す
る
消
極
説

(
こ
公
共
の
福
祉
原
則
の
適
用
に
対
す
る
消
極
的
態
度

(
臼
)

右
に
挙
げ
た
積
極
説
に
立
つ
田
中
実
教
授
は
、
公
共
の
福
祉
概
念
を
三
つ
の
種
類
に
分
け
て
検
討
し
、
現
状
認
識
と
し
て
、
私
法
の
領
域

に
お
い
て
は
公
共
の
福
祉
の
消
極
性
が
見
ら
れ
る
旨
を
指
摘
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
公
法
領
域
の
諸
法
律
と
比
較
す
る
と
、
民
法
一
条
に

お
け
る
公
共
の
福
祉
に
対
す
る
価
値
づ
け
は
極
め
て
消
極
的
で
あ
り
、
積
極
的
な
公
共
の
福
祉
の
増
進
や
維
持
は
、
む
し
ろ
存
し
な
い
と
い

(
臼
)

え
る
。
私
法
領
域
に
お
い
て
第
一
義
的
な
も
の
は
、
何
よ
り
も
自
利
心
に
よ
る
個
人
的
利
益
の
追
求
な
の
で
あ
る
。
「
公
法
な
い
し
こ
れ
に

隣
接
す
る
法
領
域
に
お
け
る
公
共
の
福
祉
の
現
わ
れ
方
に
対
比
し
て
み
る
と
、
私
法
の
領
域
に
お
け
る
そ
れ
は
、
む
し
ろ
き
わ
め
て
消
極
的

(
日
)

で
あ
る
」
0

E 
右
の
状
況
認
識
は
正
鵠
を
得
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
実
際
、
民
法
学
者
の
多
く
は
、
公
共
の
福
祉
の
強
調
に
は
全
体
主
義
の
匂
い
が

あ
り
、
私
権
を
犠
牲
に
す
る
恐
れ
が
あ
る
と
い
う
理
由
で
、
そ
の
適
用
に
消
極
的
な
態
度
を
と
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
い
く
つ
か
の
例
を
引

こ、つ。
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日本民法における「公共の福祉jの再検討(1)

高
島
教
授
は
、
本
項
は
、
「
私
権
に
よ
っ
て
維
持
さ
れ
る
社
会
制
度
に
根
本
的
な
変
改
を
加
え
る
こ
と
で
は
な
く
、
寧
ろ
近
代
法
の
認
め

た
私
権
観
念
の
一
層
の
展
開
を
意
味
す
る
に
す
ぎ
な
い
も
の
と
考
え
ら
れ
る
」
か
ら
、
「
し
た
が
っ
て
そ
の
具
体
的
な
適
用
に
於
い
て
は
、

(
日
)

十
分
慎
重
で
あ
る
こ
と
が
要
請
さ
れ
る
の
で
あ
る
」
と
主
張
し
て
い
る
。
島
田
教
授
も
、
「
『
公
共
の
福
祉
』
概
念
の
権
力
的
な
使
用
が
、
そ

の
ゆ
き
つ
く
と
こ
ろ
『
公
益
は
私
益
に
優
先
す
る
』
と
の
、
フ
ア
ツ
ツ
シ
ヨ
的
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
も
転
化
す
る
こ
と
を
か
ん
が
え
れ
ば
、

(
日
)

小
市
民
的
権
利
や
自
由
を
擁
護
す
る
立
場
か
ら
は
、
そ
の
解
釈
や
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
操
作
に
、
慎
重
に
対
処
す
る
必
要
が
あ
る
と
い
え
る
」
と

述
べ
て
い
る
。
ま
た
、
鈴
木
禄
禰
教
授
も
、
本
項
自
体
が
直
接
に
適
用
さ
れ
な
け
れ
ば
解
決
不
可
能
な
事
案
は
ま
ず
な
い
し
、
本
項
を
強
調

し
す
ぎ
る
と
、
公
益
が
私
話
に
優
先
す
る
と
い
う
考
え
方
が
危
険
な
形
で
そ
の
適
用
範
囲
が
推
し
拡
げ
ら
れ
る
恐
れ
が
あ
る
か
ら
、
本
項
は
、

(
幻
)

自
明
の
こ
と
を
念
の
た
め
に
明
記
し
た
す
ぎ
な
い
と
解
す
べ
き
で
あ
り
、
本
項
の
存
在
は
余
り
こ
れ
を
重
視
す
べ
き
で
は
な
い
と
主
張
し
て

い
る
。
九
0
年
代
の
民
法
体
系
書
に
お
い
て
も
、
公
共
の
福
祉
の
適
用
に
関
し
て
は
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
慎
重
論
を
と
っ
て
い
る
。
私
権
の
領

域
で
公
共
の
福
祉
を
過
度
に
強
調
す
る
と
、
紛
争
当
事
者
の
一
方
の
立
場
が
偏
重
さ
れ
、
私
権
が
害
さ
れ
る
可
能
性
が
生
じ
る
。
し
た
が
っ

(
関
)

て
、
公
共
の
福
祉
の
原
則
の
適
用
は
慎
重
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
「
公
共
の
福
祉
を
振
り
か
ざ
し
て
結
論
を
導
く
こ
と
は
、
全
体
主
義
的
、

国
家
主
義
的
規
則
に
誘
な
う
紛
争
処
理
傾
向
を
も
た
ら
す
危
険
が
あ
る
こ
と
を
認
識
し
、
こ
の
原
則
の
適
用
に
は
、
信
義
誠
実
の
原
則
お
よ

(
日
)

び
権
利
濫
用
禁
止
以
上
に
慎
重
で
あ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
」
。
「
個
人
の
社
会
的
活
動
の
自
由
が
基
調
と
な
っ
て
い
る
私
法
の
領
域
に
お
い
て

は
、
そ
の
社
会
的
活
動
の
自
由
は
、
信
義
誠
実
の
原
則
お
よ
び
権
利
濫
用
禁
止
に
よ
っ
て
調
節
な
い
し
制
約
さ
れ
る
か
ら
、
公
共
の
福
祉
と

(ω) 

い
う
公
・
私
そ
の
他
諸
法
域
に
わ
た
る
高
次
元
の
制
約
原
理
を
ふ
り
か
ざ
す
こ
と
に
消
極
的
に
な
る
も
の
」
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
公
共
の

(
臼
)

福
祉
条
項
は
私
権
の
理
念
を
掘
っ
た
も
の
で
あ
り
、
実
際
の
事
件
の
処
理
に
本
条
項
が
使
わ
れ
る
こ
と
は
ま
れ
で
あ
る
。
民
法
改
正
経
緯
か

(
臼
)

ら
し
で
も
、
公
共
の
福
祉
の
名
の
下
に
個
人
の
権
利
行
使
を
制
限
す
る
こ
と
に
は
慎
重
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
多
少
例
示
し
た
だ
け
で
も
、

こ
の
よ
う
に
数
多
く
の
消
極
的
見
解
が
見
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
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説

(
二
)
公
共
の
福
祉
原
則
適
用
に
関
す
る
消
極
説
の
主
な
理
由

以
上
の
よ
う
に
、
公
共
の
福
祉
条
項
の
適
用
に
消
極
的
で
あ
る
べ
き
理
由
は
、
私
権
を
害
す
る
恐
れ
に
求
め
ら
れ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
こ

の
よ
う
に
「
公
益
優
先
」
が
私
権
の
侵
害
さ
ら
に
は
全
体
主
義
へ
と
転
化
す
る
恐
れ
の
原
因
は
、
ど
こ
に
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に

~b. a岡

言
及
す
る
見
解
も
あ
る
。

た
と
え
ば
、
星
野
英
一
教
授
で
あ
る
。
教
授
に
よ
れ
ば
、
日
本
に
お
い
て
は
、
西
欧
に
お
け
る
の
と
は
異
な
り
、
私
権
は
公
共
の
福
祉
に

道
う
と
の
思
想
を
強
調
す
る
こ
と
は
、
危
険
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
日
本
に
お
い
て
は
、
い
ま
だ
に
正
し
い
意
味
で
権
利
が
尊
重
さ
れ
て

い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
「
し
た
が
っ
て
わ
が
国
で
は
、
一
方
、
権
利
(
こ
れ
に
対
応
す
る
義
務
)
の
内
容
・
範
囲
を
は
っ
き
り
・
き
ち
ん
と

さ
せ
、
単
な
る
既
存
の
実
力
か
ら
爾
し
、
義
務
者
を
不
当
な
圧
迫
か
ら
免
れ
さ
せ
る
と
と
も
に
、
他
方
、
正
当
な
範
囲
内
で
の
権
利
を
も
っ

(
m
m
)
 

と
強
く
保
護
し
・
主
張
す
る
べ
き
こ
と
を
強
調
す
る
必
要
が
あ
る
。
い
わ
ば
両
面
作
戦
が
必
要
で
あ
る
」
。
そ
し
て
、
こ
の
観
点
に
同
調
す

る
民
法
学
者
も
見
出
さ
れ
る
。
た
と
え
ば
、
民
法
一
条
一
項
は
一
般
に
私
権
の
社
会
性
・
公
共
性
に
つ
い
て
の
原
理
を
宣
明
し
た
も
の
と
い

わ
れ
て
い
る
が
、
し
か
し
個
人
主
義
的
な
権
利
意
識
が
民
法
制
定
後
初
余
年
を
経
つ
て
な
お
十
分
に
確
立
し
た
と
言
え
な
い
わ
が
国
の
実
情

(
似
)

の
も
と
で
は
、
こ
の
原
理
の
適
用
は
慎
重
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
説
く
見
解
が
あ
る
の
で
あ
る
。

E
 
否
定
説

以
上
の
消
極
説
は
、
公
共
の
福
祉
原
則
に
対
し
て
警
戒
し
つ
つ
も
、
そ
の
適
用
を
否
定
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
実
定
法
上
の
原
別
で
あ
る

以
上
、
適
用
を
否
定
す
る
の
は
無
理
だ
と
考
え
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
が
、
学
説
の
主
流
と
見
て
よ
い
。
他
方
で
、
こ
れ
に
対
し
て
、

民
法
に
公
共
の
福
祉
と
い
う
条
項
を
設
け
る
こ
と
に
反
対
し
、
こ
の
条
項
の
適
用
を
否
定
す
る
学
説
も
存
在
す
る
。

た
と
え
ば
、
五
十
嵐
清
教
授
は
、
公
共
の
福
祉
の
規
定
は
「
憲
法
二
九
条
二
項
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
私
法
上
ど
の
よ
う
な
意
味
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日本民法における「公共の福祉jの再検討(1 ) 

(
白
)

を
持
つ
の
か
争
わ
れ
て
い
る
」
と
指
摘
し
た
う
え
で
、
「
近
時
の
有
力
説
は
、
私
法
の
世
界
で
私
的
利
益
と
公
的
利
益
を
調
整
さ
せ
る
こ
と

は
、
公
益
は
私
益
に
優
先
す
る
と
い
う
フ
ァ
シ
ズ
ム
へ
の
道
に
つ
ら
な
る
も
の
で
あ
る
と
し
て
、
こ
の
規
定
の
存
在
に
反
対
し
て
い
る
」
と

(
叫
山
)

紹
介
し
つ
つ
、
こ
の
有
力
説
で
あ
る
原
島
説
に
賛
成
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
問
題
が
顕
在
化
し
て
い
る
板
付
基
地
事
件
の
判
決
に
反
対

(
幻
)

す
る
姿
勢
を
と
っ
て
、
「
本
項
は
民
法
上
は
直
接
に
適
用
さ
れ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
と
主
張
し
て
い
る
。

副
田
隆
重
教
授
も
民
法
一
条
一
項
の
適
用
が
問
題
と
な
る
余
地
は
殆
ど
な
い
し
、
適
用
す
べ
き
で
も
な
い
と
主
張
し
て
い
る
。
わ
が
国
に

お
い
て
、
「
公
共
の
福
祉
」
と
い
う
概
念
は
と
き
に
本
来
当
然
認
め
ら
れ
る
べ
き
権
利
行
使
を
も
否
定
し
て
し
ま
う
危
険
性
、
お
よ
び
公
益

優
越
・
私
権
軽
視
の
危
険
性
を
苧
ん
で
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
紛
争
の
具
体
的
な
処
理
に
際
し
て
は
、
こ
の
「
公
共
の
福
祉
」
を
理
由
に
直

接
に
権
利
行
使
を
制
約
す
る
の
は
適
当
で
は
な
く
、
信
義
誠
実
の
原
則
或
い
は
権
利
濫
用
禁
止
法
理
に
よ
り
解
決
す
べ
き
で
あ
る
(
公
共
の

(
倒
)

福
祉
は
そ
の
際
の
さ
ま
、
ざ
ま
な
利
益
の
比
較
考
量
に
さ
い
し
て
の
一
要
素
と
し
て
考
慮
さ
れ
る
)
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
辻
正
美
教
授
は
、
「
民
法
一
条
一
項
は
、
憲
法
二
九
条
二
項
の
範
囲
を
越
え
て
、
憲
法
の
保
障
す
る
財
産
権
を
制
約
す
る
も
の

と
し
て
、
憲
法
違
反
の
疑
い
が
あ
る
と
も
解
さ
れ
か
ね
な
い
。
そ
こ
で
、
民
法
の
解
釈
・
適
用
に
当
た
っ
て
は
、
『
公
共
の
福
祉
』
を
理
由

(ω) 

と
し
て
安
易
に
私
権
を
制
限
す
る
こ
と
に
な
ら
な
い
よ
う
に
留
意
す
べ
き
で
あ
る
」
と
主
張
し
て
い
る
。

一
方
、
山
中
康
雄
教
授
は
、
公
共
の
福
祉
は
、
統
制
経
済
法
の
理
念
で
あ
る
と
い
う
観
点
か
ら
、
民
法
一
条
一
項
を
批
判
し
て
い
る
。
つ

ま
り
こ
う
で
あ
る
。
「
私
権
は
公
共
の
福
祉
に
遵
う
」
と
い
う
規
定
は
、
「
統
制
経
済
法
が
私
法
の
基
礎
法
に
も
た
ら
し
た
修
正
理
念
で
あ

(
初
)

る
」
。
資
本
主
義
の
後
半
期
に
入
る
と
、
統
制
経
済
政
策
に
転
換
す
る
。
「
そ
の
統
制
の
理
念
は
、
例
え
ば
「
所
有
権
は
公
共
の
福
祉
の
制
限

に
服
す
る
』
と
い
う
法
理
の
よ
う
に
公
共
の
福
祉
と
い
う
法
的
表
現
を
与
え
ら
れ
る
。
公
共
の
福
祉
と
い
う
語
は
、
大
多
数
の
場
合
、
官
辺

側
で
は
『
私
所
有
の
基
礎
の
上
に
た
っ
て
社
会
相
対
資
本
の
再
生
産
運
動
の
円
滑
な
維
持
発
展
」
と
い
う
実
質
的
意
味
を
持
つ
も
の
と
し
て
、

私
権
に
対
す
る
統
制
を
強
引
す
る
場
合
の
基
礎
理
念
と
な
っ
て
い
る
。
よ
り
高
次
の
統
制
経
済
法
の
「
公
共
の
福
祉
』
の
理
念
は
、
い
ま
や
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説

(
九
)

新
た
に
、
そ
れ
の
基
礎
法
で
あ
る
民
法
や
商
法
の
基
礎
理
念
と
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
」
0

吾b
d岡

第
五
款

公
共
の
福
祉
に
関
す
る
新
た
な
見
解

以
上
で
概
観
し
た
民
法
上
の
公
共
の
福
祉
原
理
の
適
用
に
関
す
る
諸
説
は
、
積
極
説
、
消
極
説
、
否
定
説
と
い
う
態
度
の
差
異
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
公
共
の
福
祉
と
い
う
理
念
を
民
法
外
の
も
の
と
扱
っ
て
い
る
点
に
お
い
て
は
、
共
通
の
前
提
に
立
っ
て
い
る
。
《
公
共
の
福
祉
H

民
法
外
の
理
念
》
と
い
う
図
式
が
、
こ
れ
ま
で
の
議
論
の
い
わ
ば
共
通
の
土
俵
を
な
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、

葉
に
な
る
と
、
従
来
の
議
論
の
こ
の
よ
う
な
前
提
自
体
を
再
検
討
し
よ
う
と
す
る
見
解
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
く
る
。
い
ま
だ
萌
芽
的

な
発
想
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
き
わ
め
て
注
目
す
べ
き
動
向
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
本
款
に
お
い
て
は
、
こ
の
新
た
な
見
解
を
鳥
蹴
的

に
眺
め
て
み
る
。

一
九
八
0
年
代
の
末

社里
A、刻、
Z三五

会公
広斐
利り

益型
か E
ら L

家具
蓄2
の入
利立
益穴
への
福
祉

I 
こ
の
新
た
な
動
向
の
先
駆
け
と
な
っ
た
の
は
、
公
共
の
福
祉
の
内
容
に
つ
い
て
、
そ
れ
を
、
全
体
共
同
的
利
益
で
は
な
く
多
数
者
の
利
益

あ
る
い
は
多
数
者
の
合
理
的
な
利
益
と
理
解
す
る
と
い
う
視
座
の
転
換
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
転
換
を
示
す
学
説
は
、
一
九
六
0
年
代
に

は
す
で
に
生
じ
て
い
た
。

ま
ず
、
柏
木
馨
教
授
は
、
公
共
の
福
祉
を
「
少
数
者
の
利
益
は
多
数
者
の
利
益
に
そ
の
席
を
譲
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
、
民
主
主

(η) 

義
な
い
し
社
会
的
法
思
想
の
表
現
で
あ
る
」
と
限
定
的
に
考
え
て
い
る
。
ま
た
、
星
野
教
授
も
、
民
法
に
お
け
る
公
共
の
福
祉
と
は
、
「
い

北j去52(5・136)1540 



日本民法における「公共の福祉」の再検討(1)

ち
お
う
、
あ
る
権
利
の
み
で
な
く
対
立
す
る
ほ
か
の
権
利
と
の
調
和
を
図
る
こ
と
、
一
個
人
の
権
利
が
多
数
人
の
合
理
的
な
利
益
に
反
す
る

(
ね
)

場
合
に
は
、
後
者
を
優
先
さ
せ
る
こ
と
、
と
し
て
お
け
ば
足
り
よ
う
」
と
柚
木
説
と
同
様
の
発
想
を
示
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
石
田
穣
教
授

は
、
次
の
よ
う
に
「
抽
象
的
な
社
会
全
体
の
利
益
」
と
い
う
公
共
の
福
祉
に
関
す
る
従
来
の
解
釈
を
否
定
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
公
共
の

福
祉
と
い
う
概
念
も
、
権
利
者
と
他
人
の
権
利
が
衝
突
・
対
立
す
る
場
合
に
両
者
の
利
益
状
況
を
勘
案
し
つ
つ
衝
突
・
対
立
を
調
整
す
る
基

準
と
し
て
理
解
す
る
の
が
妥
当
で
あ
り
、
両
者
の
利
益
状
況
と
は
関
係
の
な
い
抽
象
的
な
「
社
会
全
体
の
利
益
」
を
指
す
の
で
は
な
い
と
解

(
引
け
)

す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
「
社
会
全
体
の
利
益
と
い
っ
て
も
、
そ
れ
は
社
会
を
構
成
す
る
各
人
の
利
益
に
還
元
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
社
会
を
構

(
同
)

成
す
る
各
人
の
利
益
か
ら
離
れ
て
抽
象
的
に
『
社
会
全
体
の
利
益
』
が
存
在
す
る
わ
け
で
は
な
い
」
。
ま
た
、
「
公
共
の
福
祉
と
い
う
言
葉
は

憲
法
に
も
出
て
く
る
が
、
結
局
、
社
会
共
同
生
活
の
全
体
と
し
て
の
向
上
発
展
を
意
味
す
る
。
し
か
し
、
社
会
を
構
成
す
る
全
員
に
と
っ
て

(
市
)

利
益
が
あ
り
向
上
発
展
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
あ
り
え
な
い
。
究
極
的
に
は
多
数
決
が
基
準
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
」
と
す
る
理
解
も
提
示

さ
れ
て
い
る
。

(
二
)
私
法
領
域
の
調
整
原
理

以
上
の
把
握
を
延
長
す
れ
ば
、
公
共
の
福
祉
は
、
民
法
外
の
も
の
で
は
な
く
、
民
法
に
内
在
す
る
も
の
と
い
う
理
解
が
導
か
れ
る
で
あ
ろ

う
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
「
公
共
の
福
祉
」
に
初
め
て
民
法
内
在
的
な
性
格
を
与
え
よ
う
と
試
み
た
の
は
、
須
永
醇
教
授
の
次
の
よ
う
な
論

述
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
『
公
共
の
福
祉
』
と
は
、
私
権
と
対
立
し
こ
れ
に
優
越
す
る
意
味
で
の
国
家
・
公
共
の
利
益
と
い
う

意
味
で
は
な
く
し
て
、
私
権
が
そ
の
認
め
ら
れ
る
べ
き
そ
れ
ぞ
れ
の
限
界
内
に
お
い
て
相
互
に
妥
当
な
調
整
を
受
け
て
い
る
状
態
(
そ
の
よ

う
な
意
味
で
の
社
会
調
和
)
を
意
味
す
る
も
の
、
と
解
せ
ら
れ
る
べ
く
、
し
た
が
っ
て
、
本
条
は
、
私
権
に
対
す
る
内
在
的
・
合
理
的
な
制

(η) 

約
を
規
定
し
た
に
す
ぎ
な
い
、
と
解
せ
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
」
。
そ
し
て
、
須
永
教
授
は
、
発
電
用
の
河
川
利
用
と
木
材
流
送
の
た
め
の
河

川
使
用
権
と
が
衝
突
し
た
事
件
に
お
い
て
、
「
わ
が
敗
戦
後
の
経
済
の
復
興
再
建
に
お
け
る
電
力
事
業
の
重
要
性
」
を
強
調
し
つ
つ
発
電
用

北i去52(5・137)1541
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(
何
日
)

の
河
川
利
用
を
優
先
さ
せ
た
最
判
昭
和
二
五
年
一
二
月
一
日
を
批
判
的
に
引
用
し
て
、
そ
の
先
例
的
価
値
を
過
大
視
す
る
こ
と
に
慎
重
で
あ

る
べ
き
と
説
く
。
と
り
わ
け
注
目
さ
れ
る
の
は
、
「
公
共
の
福
祉
条
項
が
「
個
人
ノ
尊
厳
」
を
規
定
す
る
一
条
の
こ
と
同
時
に
設
け
ら
れ
た

こ
と
に
特
別
の
注
意
が
払
わ
れ
、
「
こ
こ
に
い
わ
ゆ
る
『
公
共
の
福
祉
』
を
私
的
利
益
と
対
立
す
る
外
在
的
な
『
国
家
・
公
共
の
利
益
』
の

(
乃
)

意
味
に
解
す
る
こ
と
は
、
本
条
制
定
の
経
緯
に
も
反
す
る
」
と
主
張
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
公
共
の
福
祉
は
、
民
法
外
在
的
な
私
的
利
益

と
対
立
す
る
も
の
で
は
な
く
、
民
法
内
在
的
な
私
権
相
互
の
妥
当
な
調
整
を
す
る
原
理
と
捉
え
返
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

~^ 
長岡

民
法
上
の
命
題
と
し
て
、
民
法
中
の
特
定
の
分
野
の
法
理
を
表
現
す
る
公
共
の
福
祉

広
中
俊
雄
教
授
も
ま
た
、
公
共
の
福
祉
が
民
法
上
の
命
題
で
あ
る
こ
と
を
明
確
に
確
認
す
る
。
そ
の
上
で
、
公
共
の
福
祉
が
機
能
す
べ
き

領
域
を
よ
り
明
確
に
理
論
化
し
た
と
こ
ろ
に
、
広
中
説
の
特
搬
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
詳
細
な
具
体
的
検
討
は
次
節
に
譲
り
、
そ
の
結

論
だ
け
を
ま
と
め
る
と
、
広
中
教
授
に
よ
れ
ば
、
民
法
一
条
一
項
の
「
公
共
の
福
祉
」
は
、
民
法
上
の
命
題
で
あ
り
、
民
法
上
の
意
味
で
「
公

共
」
が
問
題
と
な
る
民
法
中
の
特
定
分
野
、
具
体
的
に
言
え
ば
実
質
的
意
義
に
お
け
る
民
法
の
体
系
の
う
ち
生
活
利
益
保
護
法
お
よ
び
競
争

(
鈎
)

利
益
保
護
法
の
分
野
の
法
理
を
表
現
し
た
命
題
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
公
共
の
福
祉
は
、
民
法
上
の
「
公
共
」
問
題
で
あ
り
、

民
法
全
体
に
わ
た
っ
て
公
共
問
題
が
存
在
す
る
の
で
は
な
い
以
上
、
そ
れ
は
、
民
法
上
の
特
定
分
野
の
法
理
を
表
現
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

こ
の
よ
う
に
し
て
、
民
法
一
条
一
項
は
、
生
活
利
益
保
護
法
お
よ
び
競
争
利
益
保
護
法
の
領
域
に
お
い
て
欠
紋
補
充
の
た
め
に
機
能
す
る
潜

(
創
)

在
的
可
能
性
を
含
ん
だ
一
般
条
項
で
あ
る
と
把
握
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
把
握
さ
れ
た
「
公
共
の
福
祉
」
は
、
「
各
個
を
超
越
し
た
全
体
」

の
利
益
を
説
い
た
団
体
主
義
・
全
体
主
義
と
は
ま
っ
た
く
無
縁
の
も
の
で
あ
る
。

E 皿

市
民
法
的
公
共
の
福
祉
概
念
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日本民法における「公共の福祉jの再検討(1)

さ
ら
に
、
公
共
の
福
祉
を
民
法
上
の
概
念
と
捉
え
つ
つ
、
そ
の
類
型
化
を
試
み
る
見
解
も
提
示
さ
れ
て
い
る
。
篠
塚
昭
次
教
授
の
見
解
で

あ
り
、
同
教
授
は
、
民
法
上
の
公
共
の
福
祉
の
本
質
的
な
意
味
は
憲
法
一
三
条
と
同
じ
で
あ
る
と
主
張
し
つ
つ
、
公
共
の
福
祉
に
は
、
二
つ

の
類
型
が
あ
る
と
指
摘
す
る
。
一
つ
は
、
道
路
、
公
園
、
学
校
、
病
院
な
ど
一
般
公
衆
の
利
便
と
な
る
、
い
わ
ば
「
一
般
性
」
を
表
現
す
る

公
共
の
福
祉
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
、
生
活
保
護
、
公
営
住
宅
、
農
地
改
革
な
ど
特
定
階
層
の
人
々
に
利
益
を
付
与
す
る
、
い
わ
ば
「
特
定

性
」
を
表
現
す
る
公
共
の
福
祉
で
あ
る
。
前
者
は
市
民
の
平
等
な
享
受
を
予
定
し
、
各
人
の
立
場
の
交
換
可
能
性
を
基
礎
と
し
て
い
る
の
で

い
わ
ゆ
る
「
市
民
法
」
の
領
域
に
入
る
か
ら
、
「
市
民
法
的
公
共
の
福
祉
」
と
い
え
る
。
後
者
は
、
特
定
階
層
の
人
々
だ
け
を
対
象
と
し
て

(
幻
)

い
る
の
で
、
各
人
の
立
場
の
交
換
性
は
な
く
、
い
わ
ゆ
る
「
社
会
法
」
の
領
域
に
入
る
か
ら
「
社
会
法
的
公
共
の
福
祉
」
と
い
え
る
。
そ
し

(
幻
)

て
、
篠
塚
教
授
は
、
公
共
の
福
祉
だ
け
で
は
な
く
、
私
権
に
つ
い
て
も
、
市
民
法
的
な
も
の
と
社
会
的
な
も
の
が
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。

篠
塚
説
は
、
こ
の
よ
う
に
、
市
民
法
的
公
共
の
福
祉
と
社
会
法
的
公
共
の
福
祉
と
い
う
二
つ
の
類
型
を
区
別
す
る
わ
け
で
あ
る
。
そ
の
類

型
化
が
妥
当
か
否
か
に
つ
い
て
の
コ
メ
ン
ト
は
こ
こ
で
は
差
し
控
え
る
が
、
市
民
法
的
公
共
の
福
祉
と
い
う
問
題
意
識
に
は
、
右
に
紹
介
し

た
公
共
の
福
祉
を
民
法
上
の
観
念
と
把
握
す
る
見
解
と
響
き
合
う
も
の
が
あ
り
、
高
く
評
価
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

第
六
款

小
括

以
上
、
公
共
の
福
祉
に
関
す
る
議
論
の
展
開
を
鳥
蹴
し
た
。
そ
こ
か
ら
、
公
共
の
福
祉
に
関
す
る
議
論
の
到
達
点
を
次
の
よ
う
に
ま
と
め

る
こ
と
が
で
き
る
。

第
一
に
、
民
法
一
条
一
項
に
お
け
る
公
共
の
福
祉
の
性
格
に
つ
い
て
、
通
説
的
な
解
釈
は
、
民
法
上
の
公
共
の
福
祉
は
憲
法
上
の
公
共
の

福
祉
に
由
来
し
、
両
者
は
基
本
的
に
は
同
じ
も
の
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
。
こ
の
様
な
理
解
が
、
長
い
時
期
に
わ
た
っ
て
、
民
法
学
説
を

~I: ì去52(5 ・ 139)1 543



説

支
配
し
て
き
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
学
説
の
一
部
に
は
、
最
近
、
民
法
上
の
公
共
の
福
祉
は
、
そ
の
本
質
的
な
意
味
に
お
い
て
だ
け
は
憲

法
一
三
条
の
規
定
と
同
じ
で
あ
る
と
限
定
し
、
公
共
の
福
祉
は
、
公
共
優
先
と
い
う
全
体
主
義
を
示
す
も
の
で
は
な
く
、
私
権
の
内
在
的
制

約
を
表
す
こ
と
で
あ
る
と
主
張
す
る
も
の
が
現
れ
て
き
た
。
こ
の
発
想
に
よ
れ
ば
、
「
公
共
の
福
祉
」
は
、
私
権
の
私
的
性
格
を
全
面
的
に

否
定
す
る
わ
け
で
は
な
く
、
単
に
、
私
権
は
私
的
性
格
と
合
わ
せ
て
公
共
的
性
格
を
も
有
す
べ
き
だ
と
解
釈
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
前
提

に
は
、
公
共
の
福
祉
は
民
法
に
内
在
す
る
概
念
で
あ
り
、
こ
れ
を
具
体
化
し
て
い
く
こ
と
は
民
法
自
体
の
課
題
で
あ
る
と
い
う
観
点
が
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
公
共
の
福
祉
の
性
格
に
関
す
る
理
解
は
、
、
こ
の
条
項
を
設
け
た
当
時
の
理
解
と
比
べ
て
、
か
な
り
異
な
る
方
向
に
な
っ
て

き
た
と
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

北法52(5・140)1544 
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第
二
に
、
公
共
の
福
祉
概
念
に
関
し
て
、
通
説
は
、
こ
れ
を
、
社
会
共
同
生
活
の
全
体
と
し
て
の
向
上
発
展
や
社
会
の
共
通
利
益
、
社
会

一
般
の
利
益
、
国
民
全
般
の
利
益
、
社
会
全
体
の
利
益
、
社
会
的
共
同
生
活
利
益
な
ど
と
抽
象
的
に
解
釈
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
公
共
の
福

祉
を
直
接
に
国
家
公
共
の
福
祉
と
解
釈
す
る
説
も
現
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
近
時
に
お
い
て
、
民
法
学
者
の
一
部
は
、
従
来
の
解
釈
に
疑
問

と
反
省
を
呈
示
す
る
に
至
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
公
共
の
福
祉
は
、
抽
象
的
な
「
社
会
全
体
の
利
益
」
を
指
す
の
で
は
な
く
、
多
数
者
の

合
理
的
な
利
益
を
指
す
と
解
釈
さ
れ
る
。
こ
の
利
益
は
、
私
権
に
優
越
す
る
社
会
全
体
の
利
益
、
国
家
・
公
共
の
利
益
と
は
異
な
っ
て
、
あ

く
ま
で
も
私
的
利
益
の
相
互
に
妥
当
な
調
整
を
意
味
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
民
法
上
の
命
題
と
し
て
の
公
共
の
福
祉
条
項
は
、
民
法
上
の
公

共
に
か
か
わ
る
特
定
の
分
野
の
法
理
を
表
現
し
た
命
題
で
あ
る
と
す
る
見
解
も
現
れ
て
き
た
。

第
三
に
、
民
法
に
お
け
る
公
共
の
福
祉
条
項
の
適
用
に
関
し
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
見
解
が
展
開
さ
れ
て
き
た
。
一
方
で
積
極
的
な
適
用
を
志

向
す
る
見
解
が
あ
る
反
面
、
公
共
の
福
祉
と
い
う
条
項
の
適
用
を
否
定
し
、
こ
の
条
項
を
設
け
る
こ
と
自
体
に
反
対
す
る
学
説
も
あ
っ
た
。

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
積
極
説
と
否
定
説
は
、
い
ず
れ
も
少
数
説
と
評
価
す
べ
き
で
あ
る
。
学
説
の
主
流
は
、
適
用
を
認
め
つ
つ
そ
れ
を
限

定
す
る
消
極
説
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。
消
極
説
は
、
民
法
に
お
け
る
公
共
の
福
祉
原
理
の
適
用
に
は
十
分
慎
重
で
あ
る
こ
と
が
要
請
さ
れ



る
と
主
張
す
る
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
の
主
な
理
由
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
ま
ず
は
、
民
法
に
お
い
て
、
第
一
義
的
な
も
の
は
、
何

よ
り
も
自
利
心
に
よ
る
個
人
的
利
益
の
追
求
で
あ
る
。
次
に
、
公
共
の
福
祉
の
強
調
は
、
全
体
主
義
に
よ
り
私
権
を
犠
牲
に
す
る
恐
れ
が
あ

る
。
さ
ら
に
、
日
本
に
お
い
て
は
、
未
だ
に
正
し
い
意
味
で
権
利
が
尊
重
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、
私
権
を
害
す
る
恐
れ
が
あ
る
公
共
の
福
祉

条
項
の
適
用
が
慎
重
に
対
処
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
把
握
の
前
提
に
な
っ
て
い
る
の
は
、
公
共
の
福
祉
を
民
法
外
在
的
な
も
の
と

理
解
す
る
伝
統
的
な
公
共
の
福
祉
観
で
あ
る
。
公
共
の
福
祉
を
民
法
内
在
的
な
観
念
と
捉
え
返
す
近
時
の
発
想
を
前
提
と
す
る
こ
と
が
で
き

る
な
ら
ば
、
公
共
の
福
祉
条
項
の
適
用
に
つ
い
て
も
、
新
た
な
方
向
が
切
り
拓
か
れ
る
で
あ
ろ
う
。

第

kk  

E口

公
共
の
福
祉
に
関
す
る
代
表
的
な
見
解
の
重
点
的
検
討

日本民法における「公共の福祉」の再検討(1)

前
節
に
お
い
て
は
、
公
共
の
福
祉
に
関
す
る
こ
れ
ま
で
の
議
論
の
展
開
を
烏
服
的
に
眺
め
た
。
そ
の
上
で
、
本
節
に
お
い
て
は
、
そ
こ
で

見
出
さ
れ
た
公
共
の
福
祉
に
関
す
る
代
表
的
な
議
論
、
と
り
わ
け
最
近
の
新
た
な
方
向
を
示
す
議
論
を
重
点
的
に
取
り
上
げ
て
、
前
節
よ
り

も
立
ち
入
っ
た
考
察
を
加
え
た
い
。

第
一
款

「
国
家
協
同
体
」
に
お
け
る
公
共
の
福
祉
の
一
元
化
論

ま
ず
、
伝
統
的
通
説
を
形
成
す
る
代
表
的
な
見
解
と
し
て
、
我
妻
説
を
取
り
上
げ
よ
う
。

(
制
)

我
妻
教
授
に
よ
れ
ば
、
民
法
一
条
一
項
の
公
共
の
福
祉
の
規
定
は
、
「
私
権
の
社
会
性
を
宣
言
し
た
も
の
で
あ
る
」
。
そ
こ
で
は
、
私
権
は
、

個
人
の
利
益
の
た
め
に
社
会
か
ら
孤
立
し
た
絶
対
不
可
侵
の
も
の
と
し
て
存
在
す
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
が
立
論
の
前
提
に
な
る
。

つ
ま
り

北法52(5・141)1545 



説

こ
う
で
あ
る
。
「
私
権
は
、
そ
の
成
立
の
そ
も
そ
も
か
ら
、
社
会
全
体
の
福
祉
と
調
和
す
る
限
り
に
お
い
て
だ
け
、
存
在
し
う
る
」
。
「
各
個

人
の
充
実
発
展
は
、
社
会
全
体
の
向
上
発
展
と
共
に
の
み
可
能
で
あ
る
」
o

そ
れ
ゆ
え
、
「
私
権
の
認
め
ら
れ
る
根
拠
は
、
そ
れ
が
社
会
共
同

(
釘
)

生
活
の
向
上
発
展
の
た
め
の
不
可
欠
の
要
件
で
あ
る
こ
と
に
存
在
す
る
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
、
次
の
よ
う
な
公
共

北法52(5・142)1546 

論

の
福
祉
の
内
容
把
握
が
導
か
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
公
共
の
福
祉
」
と
い
う
の
は
、
社
会
共
同
生
活
の
向
上
発
展
と
「
個
々
の
人
の
個
別
的

(
筋
)

利
益
を
超
え
た
社
会
全
体
の
利
益
で
あ
る
」
。
こ
れ
は
「
日
本
国
憲
法
に
も
し
ば
し
ば
用
い
ら
れ
て
い
る
」
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
私

権
の
社
会
性
を
宣
言
し
た
公
共
の
福
祉
条
項
を
設
け
る
背
景
に
は
、
一
九
世
紀
の
末
か
ら
、
主
と
し
て
富
の
偏
在
に
よ
る
社
会
事
情
の
変
化

の
た
め
に
、
私
権
が
国
家
以
上
の
絶
対
不
可
侵
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
近
世
の
個
人
主
義
法
思
想
を
基
礎
と
し
て
社
会
全
体
の
向
上
発
展
を

(
幻
)

企
図
す
る
こ
と
が
も
は
や
不
可
能
と
な
っ
た
、
と
い
う
事
情
が
あ
る
。

次
に
、
我
妻
教
授
に
お
い
て
は
、
「
個
」
と
「
全
」
と
の
関
係
に
つ
い
て
も
、
近
世
の
個
人
主
義
法
思
想
か
ら
の
転
換
と
い
う
認
識
が
表

明
さ
れ
る
。
次
の
よ
う
で
あ
る
。
「
個
」
と
「
全
」
の
関
係
の
調
和
は
、
人
類
生
存
の
理
想
で
あ
る
。
し
か
し
、
ど
こ
に
調
和
を
求
む
べ
き

か
は
、
容
易
に
分
か
ら
な
い
。
そ
れ
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
に
制
約
さ
れ
、
あ
る
時
は
個
の
尊
重
に
傾
き
、
あ
る
時
は
全
の
尊
重
に
傾
く
。

近
世
私
法
の
態
度
は
、
個
人
の
尊
厳
と
自
由
を
主
張
し
た
時
で
あ
っ
た
関
係
上
、
「
個
」
の
主
張
に
傾
い
て
お
り
、
「
全
」
と
の
調
和
は
、
国

(∞∞) 

家
権
力
に
対
す
る
関
係
で
も
、
ほ
か
の
個
人
に
対
す
る
関
係
で
も
、
い
さ
さ
か
軽
視
さ
れ
た
嫌
い
が
あ
っ
た
。
し
か
し
、
二

O
世
紀
に
入
つ

(
鈎
)

て
か
ら
、
「
全
」
を
強
調
し
て
「
個
」
を
抑
え
る
傾
向
が
が
現
れ
て
き
た
。
公
共
の
福
祉
条
項
は
、
こ
の
よ
う
な
思
想
の
宣
言
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
な
個
々
人
の
個
別
的
利
益
を
超
え
た
社
会
全
体
の
利
益
を
内
容
と
す
る
公
共
の
福
祉
は
、
日
本
国
憲
法
に
も
し
ば
し
ば
用
い

(
卯
)

(
一
三
条
・
二
二
条
・
二
九
条
)
。
こ
こ
で
は
、
民
法
上
の
公
共
の
福
祉
は
、
憲
法
上
の
公
共
の
福
祉
と
全
く
同
じ
内
容
を
有

ら
れ
て
い
る

し
て
い
る
、
と
い
う
認
識
が
前
提
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
解
釈
は
、
「
国
家
協
同
体
」
の
次
元
に
お
け
る
公
共
の
福
祉
の
憲
法
理
論

を
民
法
に
一
元
化
し
た
も
の
と
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
第
一
に
、
憲
法
上
の
公
共
の
福
祉
と
民
法
上
の
公
共
の



福
祉
と
は
、
本
質
的
な
内
容
が
同
じ
で
あ
る
。
「
協
同
体
理
念
に
於
い
て
は
、
個
人
の
す
べ
て
の
権
利
は
、
公
共
の
福
祉
の
た
め
に
義
務
づ

(
幻
)

け
ら
れ
て
い
る
。
し
か
も
、
こ
の
義
務
は
、
主
権
者
た
る
国
民
自
ら
を
自
覚
し
、
こ
れ
に
忠
実
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
。
具
体
的

に
は
、
「
国
家
す
な
わ
ち
国
民
が
全
体
と
し
て
有
す
る
主
権
は
、
個
人
の
基
本
的
人
権
を
確
認
・
保
障
す
る
こ
と
を
以
っ
て
そ
の
本
質
的
内

日本民法における「公共の福祉Jの再検討(1)

容
と
な
し
、
個
人
の
基
本
的
人
権
は
、
国
家
す
な
わ
ち
国
民
全
体
の
向
上
発
展
を
以
っ
て
そ
の
本
質
的
内
容
と
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら

(
幻
)

な
い
」
。
第
二
に
、
公
共
の
福
祉
概
念
が
活
用
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
一
方
で
国
家
と
個
人
、
全
と
個
と
い
う
こ
つ
の
領
域
の
暖
昧
化
・

融
合
が
も
た
ら
さ
れ
る
と
と
も
に
、
他
方
で
現
代
法
に
お
け
る
公
法
の
私
法
へ
の
顕
著
な
浸
透
が
も
た
ら
さ
れ
る
。
現
代
法
に
お
い
て
は
、

(
幻
)

「
公
法
は
次
第
に
私
法
の
領
域
を
蚕
食
し
て
い
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
0

こ
の
よ
う
に
、
我
妻
説
に
お
い
て
は
、
公
共
の
福
祉
の
内
容
は
、
憲
法
上
の
そ
れ
と
同
じ
も
の
で
あ
る
。
公
共
の
福
祉
の
概
念
を
通
じ
て
、

公
法
と
私
法
の
領
域
が
融
合
し
、
公
法
か
ら
私
法
へ
の
浸
透
が
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
「
国
家
協
同
体
」
次
元
で
把
握
さ
れ
た
「
公

共
の
福
祉
」
が
、
公
法
と
私
法
を
貫
く
原
理
と
さ
れ
る
。
公
共
の
福
祉
の
二
冗
化
で
あ
る
。

第
二
款

「
公
共
の
福
祉
」
の
所
有
者
階
層
化
機
能
へ
の
批
判

次
に
、
以
上
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
た
公
共
の
福
祉
概
念
に
対
す
る
批
判
を
取
り
上
げ
よ
う
。
最
も
鋭
い
批
判
を
展
開
し
て
い
る
と
思
わ
れ

(

似

)

(

%

)

る
の
は
、
原
島
重
義
教
授
の
論
文
で
あ
る
。
原
島
論
文
は
、
二
一
つ
の
問
題
意
識
に
基
づ
い
て
、
従
来
の
権
利
濫
用
な
い
し
信
義
則
に
関
す
る

(

%

)

(

仰

)

(

川

町

)

(

川

町

)

判
例
研
究
お
よ
び
論
文
|
|
!
と
り
わ
け
戦
後
の
幾
代
通
論
文
、
鈴
木
禄
禰
論
文
、
好
美
清
光
論
文
お
よ
び
磯
村
哲
論
文
ー
ー
を
検
討
し
た

う
え
で
、
「
公
共
の
福
祉
」
や
私
権
の
「
公
共
性
」
・
「
社
会
性
」
と
い
う
理
解
が
現
実
的
に
持
つ
所
有
者
階
層
化
機
能
を
析
出
す
る
。
そ
の

よ
う
な
作
業
を
通
し
て
、
民
法
に
お
け
る
「
公
共
の
福
祉
」
概
念
の
も
つ
社
会
的
な
意
味
を
考
察
し
、
公
共
の
福
祉
の
内
容
の
不
明
確
さ
を

北法52(5・143)1547



説

批
判
し
よ
う
と
い
う
の
が
、
原
島
論
文
の
狙
い
で
あ
る
。

論

(
川
)

原
島
論
文
は
、
ま
ず
、
鈴
木
禄
禰
教
授
が
提
示
し
た
権
利
濫
用
に
関
す
る
一
三
J

類
型
を
引
用
し
な
が
ら
、
そ
の
中
で
、
第
三
類
型
い
わ
ゆ

る
「
強
制
調
停
」
型
判
例
に
お
け
る
解
決
の
妥
当
性
に
対
し
て
疑
問
を
提
示
す
る
。
具
体
的
に
は
、
こ
の
類
型
に
属
す
る
裁
判
例
|
|
【

1
】

(

m

)

(

m

)

(

問

)

(

胤

)

発
電
用
ト
ン
ネ
ル
水
路
事
件
、
【

2
】
鉄
道
敷
設
埋
立
て
事
件
、
【
3
】
ダ
ム
建
設
流
木
事
件
、
【
4
】
板
付
基
地
事
件
|
|
の
特
徴
が
再
検

討
さ
れ
、
こ
れ
ら
の
裁
判
例
に
共
通
し
て
認
め
ら
れ
る
特
徴
が
次
の
よ
う
に
指
摘
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
①
原
状
回
復
を
求
め
る
権
利
者
の

側
に
、
そ
の
主
観
的
容
態
に
つ
い
て
い
か
な
る
意
味
で
も
問
題
は
な
く
「
悪
意
防
衛
」
を
論
ず
る
余
地
が
な
い
。
む
し
ろ
、
加
害
者
の
側
に
、

(
防
)

故
意
も
し
く
は
過
失
に
よ
る
権
利
侵
害
が
あ
る
。
②
こ
こ
で
問
題
に
な
っ
て
い
る
の
は
、
取
引
上
の
信
頼
関
係
や
相
隣
関
係
の
利
用
調
節
と

い
う
よ
う
な
「
特
別
の
結
合
関
係
」
に
特
有
の
相
互
的
利
益
調
整
の
要
求
か
ら
来
る
「
硬
直
性
の
調
整
」
の
問
題
で
は
な
い
。
③
こ
こ
で
の

権
利
濫
用
法
理
の
適
用
は
、
制
定
法
改
廃
の
過
程
に
お
け
る
規
範
創
造
の
機
能
を
営
む
も
の
で
は
な
い
。
④
妨
害
排
除
請
求
自
体
は
排
斥
す

(
川
)

る
が
、
傍
論
で
損
害
賠
償
請
求
で
あ
っ
た
な
ら
ば
認
容
す
る
こ
と
が
暗
示
さ
れ
て
い
る
。
⑤
「
客
観
的
」
な
利
益
衡
量
の
外
観
を
呈
し
、
そ

(
川
)

の
基
準
と
し
て
加
害
側
に
存
す
る
「
公
共
性
」
が
持
ち
出
さ
れ
る
。

以
上
の
共
通
点
か
ら
見
る
と
、
「
公
共
の
福
祉
」
に
よ
る
私
権
の
制
限
は
、
所
有
階
層
化
の
機
能
を
果
た
し
て
い
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な

(
川
)

ぃ
。
こ
れ
が
、
原
島
論
文
の
核
心
的
な
指
摘
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
所
有
階
層
化
は
、
次
の
理
由
か
ら
批
判
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
す
な
わ

ち
、
元
々
こ
れ
ら
の
当
事
者
聞
は
、
所
有
対
所
有
の
関
係
で
あ
る
の
で
、
こ
こ
で
問
題
に
な
っ
て
い
る
紛
争
は
、
不
法
行
為
や
物
権
的
請
求

権
に
関
す
る
規
範
に
よ
っ
て
処
理
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
裁
判
所
は
、
「
所
有
秩
序
H
物
権
的
帰
属
秩
序
に
直
接

介
入
し
、

一
方
の
所
有
を
優
先
す
る
も
の
、
他
方
の
所
有
を
劣
後
の
も
の
、
と
ラ
ン
キ
ン
グ
を
付
け
、
民
法
規
範
の
適
用
の
形
を
借
り
た
事

(
削
)

実
上
の
収
用
を
」
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
、
「
利
益
衡
量
」
の
基
準
と
さ
れ
る
加
害
側
の
「
公
共
性
」
な
る
も
の
は
、
大
規
模
な
施

設
の
所
有
な
る
が
ゆ
え
に
大
き
な
経
済
的
価
値
と
社
会
的
な
影
響
力
を
事
実
上
持
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
外
な
ら
な
い
。
そ
れ
が
私
的
所

北法52(5・144)1548



有
で
あ
る
点
で
は
、
被
侵
害
側
の
所
有
と
異
な
る
と
こ
ろ
は
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
大
き
な
経
済
的
価
値
と
社
会
的
な
影
響
力
を
持
っ
て

い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
加
害
者
の
利
益
が
保
護
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
問
題
な
の
は
、
所
有
階
層
化
の
機
能
を
果
た
し
て
い
る
「
公
共
の
福
祉
」
概
念
が
、
日
本
民
法
に
お
い
て
融
通
無
慌
で
あ
る
こ

と
で
あ
る
。
そ
の
原
因
は
、
主
に
次
の
点
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
第
一
に
は
、
民
法
一
条
は
、
極
め
て
抽
象
的
な
規
定
を
設
け
て
い
る
た

日本民法における「公共の福祉」の再検討(1)

め
に
、
論
理
的
命
題
に
よ
る
拘
束
が
直
接
動
か
な
い
。
第
二
に
、
「
利
益
衡
量
」
の
基
準
の
不
明
確
を
補
う
た
め
に
、
内
容
不
明
の
「
公
共

(
川
)

の
福
祉
」
や
「
私
権
の
公
共
性
・
社
会
性
」
な
ど
が
持
ち
出
さ
れ
る
傾
向
が
生
み
出
さ
れ
る
。
第
三
に
、
行
政
国
家
特
有
の
「
公
法
」
観
念

が
支
配
す
る
と
こ
ろ
で
は
、
公
法
の
機
能
も
、
対
立
す
る
私
的
利
益
の
中
で
、
ど
れ
を
優
先
さ
せ
る
か
に
求
め
ら
れ
る
。
ま
た
、
私
益
と
関

係
の
な
い
抽
象
的
な
公
益
は
存
在
し
な
い
と
い
う
視
点
も
欠
如
し
て
い
る
た
め
、
対
立
す
る
所
有
の
一
方
の
私
的
所
有
が
た
ち
ま
ち
に
し
て

(
山
)

抽
象
的
で
内
容
不
明
瞭
な
「
公
共
性
」
を
帯
び
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。

第
三
款

政
治
社
会
に
お
け
る
公
共
の
福
祉
の
一
元
化
論
お
よ
び
公
序
論

原
島
論
文
に
よ
る
批
判
は
、
従
来
の
公
共
の
福
祉
観
念
を
前
提
に
し
つ
つ
そ
の
現
実
的
帰
結
を
問
題
に
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対

(
山
)

し
て
、
池
田
論
文
は
、
従
来
の
我
妻
理
論
に
代
表
さ
れ
る
公
共
の
福
祉
理
論
の
枠
組
み
自
体
を
批
判
す
る
。
そ
し
て
、
「
政
治
社
会
」
理
論

に
依
拠
し
て
公
共
の
福
祉
の
性
格
を
論
じ
、
新
た
な
公
序
論
の
形
成
を
試
み
る
、
と
い
う
の
が
池
田
論
文
の
狙
い
で
あ
る
。

I 

政
治
社
会
に
お
け
る
公
共
の
福
祉
の
二
克
化
論

池
田
論
文
は
、
従
来
の
公
共
の
福
祉
論
を
批
判
し
な
が
ら
、
近
代
市
民
社
会
の
「
政
治
社
会
」
的
性
格
を
強
調
し
、
民
法
を
「
政
治
社
会
」

北法52(5・145)1549 



説

に
お
け
る
基
本
法
と
し
て
位
置
づ
け
る
。
具
体
的
に
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。

さ司、
n岡

ま
ず
、
池
田
論
文
に
よ
れ
ば
、
我
妻
の
公
共
の
福
祉
論
は
、
「
民
事
法
を
『
公
』
法
と
の
二
項
対
立
の
下
で
の
「
私
』
法
を
捉
え
る
法
思

(
川
)

想
の
下
で
、
『
公
共
の
福
祉
』
を
外
在
的
か
つ
ア
・
。
フ
リ
オ
リ
の
『
私
権
」
制
約
原
理
と
み
な
す
思
考
」
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
考
え
は
、
「
公

共
の
福
祉
」
を
「
私
」
法
の
外
の
世
界
、
す
な
わ
ち
「
公
」
の
世
界
に
固
有
す
る
も
の
と
し
て
捉
え
ざ
る
を
え
ず
、
「
し
た
が
っ
て
そ
れ
を

振
り
回
せ
ば
何
で
も
出
て
く
る
『
打
ち
出
の
小
槌
』
と
し
て
、
為
政
者
に
と
っ
て
は
、
そ
の
『
裁
量
』
権
で
武
装
さ
れ
、
ど
ん
な
人
権
も
い

(
山
)

か
よ
う
に
も
制
限
で
き
る
便
利
な
主
観
的
道
具
概
念
と
す
る
こ
と
も
可
能
と
な
る
の
で
あ
る
」
。
こ
の
よ
う
な
理
解
が
出
て
く
る
背
景
に
は
、

我
妻
の
理
論
で
あ
れ
、
政
府
原
案
の
理
念
で
あ
れ
、
政
府
原
案
に
つ
い
て
の
批
判
で
あ
れ
、
一
九
世
紀
の
遺
産
と
し
て
の
「
市
民
社
会
」
が

よ
く
考
察
さ
れ
な
い
と
い
う
問
題
点
が
あ
る
。
そ
の
た
め
、
「
『
新
憲
法
の
大
原
則
を
民
法
に
明
文
を
も
っ
て
揚
げ
る
』
方
針
を
現
実
化
す
る

た
め
の
必
要
な
道
具
と
し
て
の
理
論
枠
組
み
の
欠
落
に
あ
り
、
当
時
の
そ
の
よ
う
な
法
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
『
場
』
が
当
初
か
ら
ボ
タ
ン
を
掛

(
山
)

け
違
え
さ
せ
た
の
で
あ
る
」
。

そ
の
よ
う
な
批
判
的
見
地
に
立
ち
つ
つ
、
池
田
論
文
は
、
民
法
と
市
民
杜
会
と
の
関
係
を
考
察
し
、
近
代
市
民
社
会
の
性
格
お
よ
び
民
法

の
位
置
づ
け
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
論
じ
る
。
「
民
法
は
、
元
来
近
代
法
に
お
け
る
用
法
と
し
て
は
、
『
自
然
」
状
態
に
対
す
る
『
文
明
』

状
態
に
あ
る
政
治
社
会
(
『
市
民
社
会
』
)
を
措
定
し
、
前
者
の
人
間
関
係
を
規
律
す
る
『
自
然
法
』
の
対
語
と
し
て
観
念
さ
れ
た
。
そ
の
よ

(
川
)

う
な
見
地
か
ら
す
れ
ば
、
民
法
は
最
も
簡
潔
に
は
『
政
治
社
会
の
基
本
法
』
と
定
義
す
べ
き
で
あ
る
」
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
「
政
治
社
会
」

に
お
い
て
は
、
「
民
法
H
私
法
」
論
の
土
台
と
な
っ
た
民
法
典
編
纂
以
来
の
公
法
・
私
法
の
(
カ
テ
ゴ
リ
カ
ル
な
)
峻
別
論
は
、
無
意
味
に

な
っ
て
い
る
。
民
法
一
条
の
公
共
の
福
祉
の
概
念
は
、
「
公
共
社
会
H
市
民
社
会
」
と
し
て
の
政
治
社
会
を
貫
く
「
公
序
」
と
の
関
係
性
に

(
川
)

お
い
て
理
解
を
深
め
る
べ
き
課
題
と
し
て
提
起
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
「
政
治
社
会
」
と
い
う
次
元
で
公
共
の
福
祉
が
一
元
化
さ
れ
る

わ
け
で
あ
る
。

北法52(5・146)1550
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公
序
論

こ
の
よ
う
に
、
池
田
論
文
は
、
憲
法
理
論
に
お
け
る
公
共
の
福
祉
と
の
一
元
化
論
と
い
う
我
妻
説
と
は
異
な
り
、
「
政
治
社
会
の
基
本
法
」

つ
ま
り
純
「
私
法
」
に
お
け
る
公
共
の
福
祉
の
一
元
化
論
の
立
場
に
た
っ
て
、
民
法
に
お
け
る
「
公
共
の
福
祉
」
概
念
を
「
公
序
」
論
と
結

び
つ
け
よ
う
と
し
た
。
「
今
関
わ
れ
る
べ
き
問
題
は
、
財
産
権
が
領
導
さ
れ
る
「
公
共
の
福
祉
」
を
い
か
に
限
定
す
る
か
に
腐
心
す
る
こ
と

(
国
)

に
あ
る
の
で
は
な
く
、
財
産
権
が
い
か
な
る
内
容
の
『
公
共
の
福
祉
」
に
領
導
さ
れ
う
べ
き
か
で
あ
る
」
。
つ
ま
り
、
政
治
共
同
社
会
に
お

日本民法における「公共の福祉」の再検討(1)

い
て
、
「
公
共
の
福
祉
」
は
、
基
本
原
別
で
あ
る
。
財
産
権
は
「
公
共
の
福
祉
」
に
制
約
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
具
体
的
な
表
現
と
し
て
は
、

「
公
序
」
に
お
け
る
財
産
権
の
制
限
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
「
司
公
共
の
福
祉
』
と
私
権
と
の
関
係
や
財
産
権
秩
序
に
お

け
る
公
法
と
私
法
の
相
互
関
係
を
め
ぐ
っ
て
、
『
近
隣
的
公
序
」
と
で
も
称
す
べ
き
法
が
戦
後
五
O
年
を
経
て
判
例
を
通
し
て
よ
う
や
く
形

(
山
)

成
さ
れ
つ
つ
あ
る
こ
と
を
見
逃
が
す
こ
と
は
で
き
な
い
」
。

(

凶

)

(

凶

)

こ
の
よ
う
な
考
え
に
基
づ
い
て
、
池
田
論
文
は
、
【
1
}
工
事
妨
害
禁
止
請
求
事
件
、

{
2
】
通
行
妨
害
排
除
請
求
事
件
、
【
3
}
通
行
地

(
印

)

(

m

)

役
権
設
定
者
登
記
手
続
等
請
求
事
件
、
【
4
}

一
般
廃
棄
物
排
出
禁
止
請
求
事
件
等
の
裁
判
例
を
を
取
上
げ
て
分
析
し
な
が
ら
、
公
序
論
の

具
体
的
な
内
容
を
論
じ
る
。
次
の
よ
う
で
あ
る
。
【
1
】
の
判
決
に
つ
い
て
、
池
田
論
文
は
、
こ
れ
は
「
相
隣
関
係
法
を
支
え
る
近
隣
の
士

(
以
)

地
利
用
の
公
共
秩
序
を
基
準
と
す
る
具
体
的
妥
当
性
を
相
隣
関
係
法
に
介
在
さ
せ
た
」
と
評
価
す
る
。
【
2
】
判
決
は
、
「
外
部
と
の
交
通
に

つ
い
て
の
代
替
手
段
を
欠
く
な
ど
の
理
由
に
よ
り
日
常
生
活
上
不
可
欠
な
も
の
と
な
っ
た
通
行
に
関
す
る
利
益
は
私
法
上
も
保
護
に
値
す
る

と
い
う
べ
き
」
で
あ
る
と
い
う
判
示
す
る
が
、
こ
れ
に
対
し
て
、
池
田
論
文
は
、
「
新
興
住
宅
開
発
地
で
多
発
す
る
私
道
の
通
行
権
を
め
ぐ

(
凶

)

(

m

)

る
紛
争
に
関
す
る
重
要
な
先
例
」
で
あ
り
、
「
地
域
社
会
に
お
け
る
『
公
序
』
を
考
え
直
す
方
向
に
進
む
で
あ
ろ
う
」
と
評
価
す
る
。
【
3
}

判
決
に
つ
い
て
は
、
「
裁
判
所
が
通
行
地
役
権
は
隣
保
的
な
い
し
地
域
社
会
的
公
序
に
関
わ
る
性
質
を
帯
び
て
い
る
こ
と
を
正
面
か
ら
承
認

(
印
)

一
七
七
条
に
投
影
し
た
こ
と
を
意
味
す
る
」
と
評
価
し
て
い
る
。
最
後
に
、
【
4
】
判
決
に
つ
い
て
は
、
当
該
裁
判
は
「
特
定
態
様

jヒ法52(5・147)1551 

し
て
、



説

(
四
)

の
秩
序
H

法
規
範
関
係
を
認
め
や
す
く
し
た
」
も
の
で
、
「
す
ぐ
れ
て
地
域
的
共
同
体
秩
序
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
」
と
の
評
価
が
な
さ
れ

る。

吾A
H岡

第
四
款

民
法
特
定
分
野
の
法
理
説

北法52(5・148)1552

そ
れ
は
、
広
中
教
授
の
見
解
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
公
共
の
福
祉
が
民
法
自
身
の
命
題
で
あ
る
こ
と
を
明
示
し
つ
つ
、
そ
の
適
用
領
域
を
理
論
化
し
よ
う
と
す
る
試
み
が
存
在
す
る
。

I 

民
法
自
身
の
命
題
と
し
て
の
公
共
の
福
祉

広
中
教
授
は
、
ま
ず
、
民
法
一
条
一
項
に
規
定
さ
れ
た
公
共
の
福
祉
原
理
は
、
民
法
の
命
題
で
あ
る
と
い
う
こ
と
の
確
認
が
必
要
で
あ
る

旨
を
強
調
す
る
。
そ
の
理
由
は
、
「
民
法
に
お
い
て
『
公
共
』
が
問
題
と
な
る
余
地
は
存
し
な
い
と
い
う
(
あ
り
う
べ
き
)
考
え
方
は
、
一

(ω) 

条
一
項
で
否
定
さ
れ
て
い
る
と
み
る
べ
き
で
あ
る
し
、
正
当
で
も
な
い
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
民
法
に
お
い
て
も
「
公
共
」

が
問
題
に
な
る
の
で
あ
る
。

次
に
、
民
法
一
条
一
項
の
命
題
は
、
民
法
上
の
特
定
分
野
の
法
理
で
あ
る
と
の
限
定
が
な
さ
れ
る
。
「
民
法
の
全
体
に
わ
た
っ
て
『
公
共
』

が
問
題
と
な
る
よ
う
に
考
え
る
こ
と
も
正
当
で
は
な
く
、
こ
の
点
に
お
い
て
、
原
案
に
あ
っ
た
「
総
テ
』
と
い
う
文
字
が
消
え
て
い
る
こ
と

(
問
)

は
示
唆
に
富
む
」
と
指
摘
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
民
法
に
お
い
て
は
公
共
の
問
題
が
あ
る
が
、
民
法
全
体
に
わ
た
っ
て
公
共
の
問
題
が
あ
る

わ
け
で
は
な
い
と
い
う
見
方
で
あ
る
。

E 

民
法
の
特
定
分
野
の
法
理
と
し
て
の
公
共
の
福
祉



そ
れ
で
は
、
民
法
上
の
意
味
で
の
「
公
共
」
は
、
民
法
中
の
ど
の
よ
う
な
特
定
の
分
野
で
問
題
に
な
る
の
か
。
そ
れ
は
、
「
具
体
的
に
言

え
ば
実
質
的
意
義
に
お
け
る
民
法
の
体
系
の
う
ち
生
活
利
益
保
護
法
お
よ
び
競
争
利
益
保
護
法
」
で
あ
る
。
公
共
の
福
祉
は
、
こ
の
「
分
野

(
問
)

の
法
理
を
表
現
し
た
命
題
と
考
え
る
べ
き
も
の
な
の
で
あ
る
」
。

民
法
上
の
公
共
の
福
祉
法
理
を
生
活
利
益
保
護
の
領
域
に
適
用
す
る
理
由
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
「
所
有
権
等
の
法
的
形
態
に

お
い
て
個
人
に
帰
属
し
て
い
る
財
貨
の
利
用
な
い
し
処
分
が
、
近
隣
な
い
し
地
域
の
住
民
の
享
受
し
う
べ
き
生
活
利
益
を
害
す
る
も
の
(
例

え
ば
所
有
地
を
高
層
建
築
物
の
所
有
の
た
め
に
使
用
し
て
近
隣
住
民
の
享
受
し
う
べ
き
日
照
利
益
を
害
す
る
な
ど
)
で
あ
っ
て
は
な
ら
ず
」
、

し
た
が
っ
て
、
「
生
活
利
益
保
護
法
に
お
い
て
は
地
域
住
民
に
生
活
利
益
の
共
同
享
受
と
い
う
形
で
」
、
民
法
上
「
公
共
」
が
問
題
と
な
る
の

(
印
)

で
あ
る
。

日本民法における「公共の福祉jの再検討(1 ) 

民
法
上
の
公
共
の
福
祉
法
理
を
競
争
利
益
保
護
の
領
域
に
適
用
す
る
理
由
は
、
「
他
の
事
業
者
な
い
し
一
般
消
費
者
の
享
受
し
う
べ
き
競

争
利
益
を
害
す
る
も
の
(
た
と
え
ば
工
場
を
外
の
事
業
者
と
協
定
さ
れ
た
生
産
制
限
下
に
置
く
と
か
製
品
を
他
の
事
業
者
と
協
定
さ
れ
た
価

格
で
処
分
(
販
売
)
す
る
と
か
の
行
為
に
よ
っ
て
一
般
消
費
者
の
享
受
し
う
べ
き
利
益
を
害
す
る
な
ど
)
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
要

請
は
『
公
共
の
福
祉
」
に
よ
っ
て
説
明
し
う
る
も
の
、
し
か
も
民
法
の
問
題
と
し
て
そ
の
よ
う
に
説
明
し
得
る
も
の
で
あ
る
と
い
え
よ
う
」
。

し
た
が
っ
て
、
「
今
日
利
益
保
護
法
に
於
い
て
は
関
係
事
業
者
な
い
し
一
般
消
費
者
に
よ
る
競
争
利
益
の
共
同
享
受
と
い
う
形
で
」
、
民
法
上

(
問
)

「
公
共
」
が
問
題
と
な
る
の
で
あ
る
。

公
共
の
福
祉
の
以
上
の
よ
う
な
適
用
は
、
全
体
主
義
の
思
想
と
は
全
一
く
無
縁
で
あ
る
。
「
一
条
一
項
の
い
う
『
公
共
の
福
祉
』
は
、
地
域

住
民
に
二
疋
の
生
活
利
益
を
供
す
る
環
境
あ
る
い
は
公
正
な
競
争
の
存
在
に
よ
っ
て
関
係
事
業
者
な
い
し
一
般
消
費
者
に
競
争
利
益
を
供
す

る
環
境
か
ら
の
各
個
の
(
且
つ
)
共
同
の
利
益
享
受
の
な
か
に
見
出
さ
れ
る
も
の
に
ほ
か
な
ら
ず
、
:
:
:
『
私
益
』
」
に
対
す
る
「
公
益
』

の
優
先
あ
る
い
は
『
各
個
を
超
越
し
た
全
体
』
(
国
家
と
か
『
民
族
共
同
体
』
と
か
)
の
利
益
を
説
い
た
団
体
主
義
・
全
体
主
義
と
は
全
く

北法52(5・149)1553
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盤

縁
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公
共
の
福
祉
法
理
の
欠
猷
補
充
機
能

広
中
教
授
の
把
握
に
よ
れ
ば
、
生
活
利
益
の
保
護
お
よ
ぴ
競
争
利
益
の
保
護
は
、
民
法
典
に
お
け
る
欠
快
領
域
で
あ
る
。
そ
し
て
、
公
共

(
印
)

の
福
祉
原
理
は
、
こ
れ
ら
の
領
域
で
「
欠
候
補
充
の
た
め
に
機
能
す
る
潜
在
的
可
能
性
を
含
ん
だ
一
般
条
項
で
あ
っ
た
」
の
で
あ
る
。
し
か

E
 

し
、
こ
の
原
理
の
「
利
用
」
は
、
抑
制
さ
れ
る
方
向
を
た
ど
っ
た
。
そ
の
理
由
は
、
民
法
一
条
一
項
に
つ
い
て
は
「
公
益
優
先
」
的
・

体
主
義
」
的
規
律
に
つ
な
が
る
と
の
危
慎
が
あ
っ
た
こ
と
、
そ
し
て
、
不
用
意
に
「
公
益
」
や
「
私
権
の
:
:
:
公
共
性
」
を
説
い
た
裁
判
例

(
川
)

に
対
す
る
批
判
が
あ
っ
た
こ
と
に
求
め
ら
れ
る
と
い
う
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る
。

第
五
款

括

以
上
、
公
共
の
福
祉
に
関
す
る
主
要
な
学
説
を
重
点
的
に
検
討
し
て
き
た
。
そ
の
よ
う
な
作
業
を
通
し
て
、
伝
統
的
な
通
説
が
い
く
つ
か

の
角
度
か
ら
批
判
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
示
さ
れ
た
。
そ
の
よ
う
な
批
判
は
何
を
明
ら
か
に
し
た
か
。
こ
の
よ
う
な
視
角
か
ら
、
以
上
の
作
業

を
ま
と
め
て
み
よ
う
。

第
一
に
、
通
説
の
よ
う
な
公
共
の
福
祉
の
把
握
が
現
実
に
何
を
も
た
ら
す
か
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
。
原
島
論
文
が
指
摘
し
た
よ
う
に
、
日

本
民
法
に
お
け
る
公
共
の
福
祉
が
現
実
的
に
果
た
し
て
い
る
機
能
は
、
所
有
者
階
層
化
機
能
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
裁
判
所
は
、

所
有
秩
序
H
物
権
的
帰
属
秩
序
に
直
接
介
入
し
、
一
方
の
所
有
を
優
先
し
、
他
方
の
所
有
を
劣
後
さ
せ
、
所
有
権
に
ラ
ン
キ
ン
グ
を
付
け
て

い
る
。
こ
の
よ
う
な
機
能
を
可
能
に
し
て
い
る
の
は
、
民
法
上
の
公
共
の
福
祉
概
念
の
抽
象
性
、
内
容
の
不
明
確
性
で
あ
る
。
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第
二
に
、
民
法
に
お
け
る
公
共
の
福
祉
の
性
格
に
関
し
て
、
通
説
と
は
異
な
る
枠
組
み
が
あ
り
う
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
通
説
を

代
表
す
る
の
は
、
我
妻
教
授
の
見
解
と
見
ら
れ
る
が
、
そ
こ
で
は
、
「
公
共
の
福
祉
」
条
項
は
、
私
権
の
社
会
性
を
宣
言
し
た
も
の
と
把
握

さ
れ
た
。
そ
の
理
論
的
な
根
拠
は
、
「
個
」
と
「
全
」
の
関
係
に
関
す
る
理
解
の
転
化
に
求
め
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
近
世
私
法
は
「
個
」

の
主
張
に
傾
く
と
い
う
態
度
を
採
っ
て
い
た
が
、
今
日
で
は
、
「
全
」
を
強
調
し
て
「
個
」
を
抑
え
る
と
い
う
傾
向
に
転
換
し
て
い
る
。
こ

こ
で
挙
げ
ら
れ
て
い
る
「
全
」
の
内
容
は
、
個
々
人
の
個
別
的
利
益
を
超
え
た
社
会
全
体
の
利
益
で
あ
り
、
憲
法
上
の
そ
れ
と
同
じ
も
の
で

あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
民
法
一
条
一
項
は
、
憲
法
上
の
公
共
の
福
祉
原
理
を
民
法
上
に
一
元
化
す
る
も
の
で
あ
り
、
公
法
の
私
法
へ
の
浸
透

の
憲
法
理
論
に
お
け
る
公
共
の
福
祉
の
一
元
化
論
が
見
出

を
意
味
し
て
い
る
と
把
握
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
、
「
国
家
協
同
体
」

さ
れ
る
。

日本民法における「公共の福祉Jの再検討(1)

こ
れ
に
対
し
て
異
な
る
見
方
を
提
示
し
た
の
が
、
池
田
教
授
の
見
解
で
あ
る
。
そ
の
基
本
的
な
立
場
は
、
近
代
市
民
社
会
は
「
政
治
社
会
」

で
あ
り
、
民
法
は
そ
の
「
政
治
社
会
」

の
基
本
法
で
あ
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
「
政
治
社
会
」
に
お
い
て
は
、
公
法
と
私
法

(
H
民
法
)

の
区
別
の
必
要
が
な
い
。
さ
ら
に
、
民
法
に
お
け
る
公
共
の
福
祉
の
概
念
は
、
民
法
・
私
法
以
外
の
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
基
本
法
た

る
民
法
の
理
念
と
し
て
、
市
民
社
会
(
政
治
社
会
H
公
共
社
会
)
に
二
冗
化
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
政
治
社
会
に
お
け
る
公
共
の

福
祉
の
一
元
化
論
が
説
か
れ
て
い
る
、
と
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
「
政
治
社
会
」
に
お
い
て
、
「
公
共
の
福
祉
」
概
念
の
内
容
は
、

「
公
序
論
」
と
し
て
表
現
さ
れ
う
る
。
公
序
論
の
具
体
的
な
内
容
は
、
「
近
隣
の
土
地
利
用
の
公
共
秩
序
」
、
「
地
域
の
共
同
秩
序
」
な
ど
で

あ
る
。
そ
し
て
、
「
公
序
」
概
念
は
、
公
法
と
私
法
の
峻
別
を
超
え
て
、
日
本
の
「
市
民
社
会
H

公
共
社
会
」
に
根
付
い
て
い
た
も
の
で
あ

(
別
)

る
、
し
か
も
、
長
い
間
忘
れ
て
い
た
置
き
土
産
で
あ
る
が
、
舶
来
思
想
の
「
啓
蒙
」
精
神
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
。

最
後
第
三
に
、
従
来
の
解
釈
と
抜
本
的
に
異
な
っ
て
、
初
め
て
公
共
の
福
祉
を
民
法
自
身
の
命
題
で
あ
る
と
把
握
す
る
見
解
を
提
示
し
た

の
は
、
広
中
教
授
の
見
解
で
あ
る
。
こ
の
前
提
に
は
、
民
法
上
も
「
公
共
」
の
問
題
が
存
在
し
て
い
る
と
い
う
理
解
が
あ
る
。
こ
の
立
場
か
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説

ら
、
公
共
の
福
祉
は
、
民
法
上
の
特
定
の
分
野
す
な
わ
ち
生
活
利
益
保
護
法
と
競
争
利
益
保
護
法
と
い
う
こ
つ
の
領
域
に
適
用
さ
れ
、
欠
鉄

補
充
機
能
を
果
た
す
べ
き
観
念
で
あ
る
と
い
う
理
解
が
導
か
れ
る
。
公
共
の
福
祉
の
適
用
を
こ
の
よ
う
に
考
え
る
場
合
に
は
、
そ
れ
は
、
全

三Zλ
日冊

体
主
義
の
思
想
と
全
く
無
縁
な
も
の
に
な
る
。

第
四
節

公
共
の
福
祉
に
関
す
る
議
論
の
限
界

以
上
、
民
法
上
の
公
共
の
福
祉
に
関
す
る
こ
れ
ま
で
の
議
論
を
到
達
点
を
ま
と
め
て
き
た
。
こ
の
問
題
に
関
す
る
通
説
的
見
解
に
は
、
根

本
的
な
と
こ
ろ
で
問
題
が
あ
り
、
近
時
そ
れ
を
異
な
る
枠
組
み
を
提
示
す
る
学
説
が
登
場
し
て
き
で
い
る
こ
と
が
、
そ
の
検
討
の
中
で
示
さ

れ
た
。
こ
れ
ら
の
新
し
い
発
想
を
示
す
学
説
に
も
、
し
か
し
な
が
ら
、
限
界
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
の
限
界
を
克
服
す
る
中
か
ら
、

今
後
の
公
共
の
福
祉
論
の
展
望
が
切
り
拓
か
れ
る
で
あ
ろ
う
。
以
下
で
は
、
こ
れ
ま
で
の
議
論
の
限
界
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
次
章

以
下
に
お
け
る
分
析
に
つ
な
げ
る
こ
と
に
し
た
い
。

第

款

民
法
に
公
共
の
福
祉
条
項
を
設
け
る
理
由

民
法
に
公
共
の
福
祉
条
項
を
設
け
る
の
は
、
私
権
の
絶
対
性
原
則
を
修
正
す
る
た
め
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
何
故
、
私
権
を
制
限
す
る
必

要
が
あ
る
の
か
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
、
民
法
改
正
段
階
で
の
政
府
原
案
に
つ
い
て
の
説
明
、
そ
の
後
の
通
説
お
よ
び
我
妻
教
授
の
公
共
の

福
祉
理
論
は
、
い
ろ
い
ろ
な
角
度
か
ら
議
論
を
展
開
し
た
わ
け
で
あ
る
。
一
つ
の
見
方
と
し
て
は
、
権
利
義
務
関
係
に
お
け
る
権
利
本
位
論

か
ら
義
務
本
位
論
へ
の
展
開
が
、
公
共
の
福
祉
概
念
を
民
法
に
規
定
す
る
背
景
に
あ
る
と
説
か
れ
た
。
一
方
、
我
妻
の
公
共
の
福
祉
理
論
に
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お
い
て
は
、
「
個
」
と
「
全
」
の
関
係
が
、
近
世
私
法
の
「
個
」

へ
傾
き
か
ら
、
二

O
世
紀
に
は
「
全
」
を
強
調
す
る
こ
と
に
転
換
し
て
き

た
こ
と
が
、
私
権
制
限
と
し
て
の
公
共
の
福
祉
概
念
の
背
景
に
あ
る
と
説
か
れ
た
。
こ
れ
ら
の
角
度
か
ら
の
議
論
は
、
間
違
っ
て
は
い
な
い
。

し
か
し
、
問
題
は
、
こ
れ
ら
の
議
論
が
、
抽
象
的
な
段
階
に
と
ど
ま
っ
て
、
民
法
上
の
公
共
の
福
祉
の
具
体
的
な
性
格
と
内
容
を
検
討
す
る

ま
で
は
、
進
む
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

日本民法における「公共の福祉」の再検討(1)

最
も
問
題
が
あ
る
の
は
、
政
府
原
案
に
つ
い
て
の
説
明
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
次
元
が
異
な
る
「
公
共
の
福
祉
」
が
混
同
し
て
扱
わ
れ
た

こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
具
体
的
な
法
制
度
に
お
け
る
「
公
共
の
福
祉
」
と
い
う
規
定
と
、
国
家
・
法
制
度
自
体
の
存
在
価
値
に
お
け
る

「
公
共
の
福
祉
」
と
い
う
理
念
と
は
、
本
来
別
個
の
も
の
で
あ
る
は
ず
な
の
に
、
公
共
の
福
祉
を
め
ぐ
る
議
論
に
空
い
て
は
し
ば
し
ば
混
同

さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
原
因
は
、
民
法
に
お
け
る
公
共
の
福
祉
の
性
格
お
よ
び
内
容
に
つ
い
て
の
検
討
が
、
一
般
原
則
の
レ
ベ
ル
に
止
ま
っ

て
い
た
こ
と
に
求
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
た
し
か
に
、
民
法
自
体
だ
け
で
は
な
く
、
あ
ら
ゆ
る
法
制
度
・
法
律
な
い
し
国
家
の
存
在
価
値
は

す
べ
て
公
共
の
福
祉
を
実
現
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
こ
の
意
味
で
、
私
権
を
含
め
あ
ら
ゆ
る
権
利
は
、
公
共
の
福
祉
に
従
属
し
て
い
る
。
し

か
し
、
民
法
に
お
け
る
公
共
の
福
祉
条
項
は
、
具
体
的
な
法
制
度
と
し
て
、
私
権
を
規
律
す
る
た
め
に
設
け
ら
れ
た
。
こ
の
場
合
に
は
、
私

権
と
公
共
の
福
祉
の
調
和
と
い
う
観
点
に
重
点
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
款

民
法
に
お
け
る
公
共
の
福
祉
の
性
格

「
公
共
の
福
祉
」
と
い
う
概
念
は
、
民
法
自
身
の
命
題
で
あ
る
か
、
ま
た
は
民
法
以
外
の
概
念
で
あ
る
の
か
。
こ
れ
は
、
民
法
上
の
公
共

の
福
祉
の
性
格
を
考
え
る
場
合
の
最
も
基
本
的
問
題
で
あ
る
。
こ
の
問
題
に
関
す
る
ま
と
ま
っ
た
議
論
は
、
こ
れ
ま
で
見
ら
れ
な
か
っ
た
。

し
か
し
、
本
稿
の
こ
れ
ま
で
の
分
析
を
踏
ま
え
る
と
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
二
つ
の
異
な
る
方
向
で
の
解
釈
が
対
立
し
て
い
る
。
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説

は
、
民
法
上
の
公
共
の
福
祉
条
項
は
、
憲
法
上
の
同
じ
理
念
の
延
長
に
す
ぎ
ず
、
民
法
独
自
の
概
念
で
は
な
い
と
理
解
す
る
も
の
で
あ
る
。

他
の
一
つ
は
、
公
共
の
福
祉
と
は
、
私
権
に
優
越
す
る
国
家
公
共
の
福
祉
で
は
な
く
、
民
法
自
身
の
命
題
で
あ
る
と
い
う
理
解
で
あ
る
。

第
一
の
理
解
を
表
明
す
る
の
は
、
民
法
改
正
段
階
で
の
議
論
、
そ
の
後
の
通
説
的
な
理
解
、
さ
ら
に
我
妻
の
公
共
の
福
祉
理
論
な
ど
で
あ

ヨiλ
白岡

る
公
共
の
福
祉
に
関
す
る
民
法
改
正
段
階
で
の
議
論
は
、
公
共
の
福
祉
と
私
権
の
関
係
を
中
心
と
し
て
展
開
さ
れ
た
。
そ
こ
で
は
、
憲
法
上

の
大
原
則
と
し
て
の
公
共
の
福
祉
を
ど
の
よ
う
に
民
法
に
持
ち
込
む
か
、
両
者
の
関
係
を
い
か
に
表
現
す
べ
き
か
と
い
う
点
が
論
点
で
あ
っ

た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
民
法
に
設
け
ら
れ
た
公
共
の
福
祉
概
念
が
ど
の
よ
う
な
性
格
を
有
す
る
の
か
に
つ
い
て
の
議
論
は
、
十
分
に
は
展
開

さ
れ
な
か
っ
た
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
私
権
と
公
共
の
福
祉
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
は
上
下
あ
る
い
は
従
属
的
な
関
係
で
あ
る

と
の
理
解
(
政
府
原
案
お
よ
び
そ
の
説
明
)
で
あ
れ
、
両
者
は
共
に
存
在
す
る
も
の
で
あ
る
と
の
理
解
(
現
行
民
法
一
条
一
項
お
よ
び
そ
の

説
明
)

で
あ
れ
、

い
ず
れ
に
し
て
も
、
公
共
の
福
祉
は
民
法
に
内
在
的
な
概
念
で
は
な
く
、
憲
法
上
の
公
共
の
福
祉
そ
の
ま
ま
の
延
長
で
あ

る
と
い
う
理
解
が
前
提
に
な
っ
て
い
る
。

通
説
は
、
民
法
改
正
段
階
で
の
理
解
と
同
じ
よ
う
に
、
民
法
上
の
公
共
の
福
祉
概
念
は
、
憲
法
上
の
そ
れ
に
由
来
し
、
憲
法
上
の
そ
れ
と

同
じ
意
味
で
あ
る
と
理
解
し
て
い
る
。
た
し
か
に
、
民
法
上
の
公
共
の
福
祉
は
、
憲
法
上
の
大
原
則
の
反
映
で
あ
る
。
し
か
し
、
単
に
こ
の

よ
う
な
抽
象
的
な
理
解
に
止
ま
る
こ
と
は
、
民
法
に
お
け
る
公
共
の
福
祉
の
位
置
づ
け
お
よ
び
そ
の
意
義
を
無
視
し
、
結
果
と
し
て
、
一
条

一
項
の
公
共
の
福
祉
が
民
法
に
外
在
す
る
原
理
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
理
解
を
導
く
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
し
た
が
っ
て
、
一
条
一
項
の
規

定
は
、
本
質
的
に
憲
法
の
思
想
の
反
映
で
あ
る
と
同
時
に
民
法
独
自
の
規
定
で
あ
る
と
理
解
し
、
そ
の
独
自
の
性
格
、
実
質
的
な
内
容
の
検

討
を
深
め
る
と
い
う
視
点
が
欠
か
せ
な
い
と
思
わ
れ
る
。

我
妻
の
公
共
の
福
祉
理
論
は
、
繰
り
返
し
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
「
国
家
協
同
体
」
の
憲
法
理
論
に
基
づ
い
て
、
公
共
の
福
祉
理
論
を
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日本民法における「公共の福祉」の再検討(1)

八
ム
法
・
私
法
に
一
元
化
し
た
。
す
な
わ
ち
、
民
法
上
の
公
共
の
福
祉
は
、
私
法
の
内
在
的
「
指
導
原
理
」
で
は
な
く
、
国
家
共
同
体
に
お
け

る
公
法
的
性
格
を
有
し
て
お
り
、
し
か
も
次
第
に
私
法
領
域
ま
で
浸
透
し
て
い
る
と
い
う
観
点
で
あ
る
。
こ
の
様
な
考
え
方
に
お
い
て
、
民

法
上
の
公
共
の
福
祉
に
対
す
る
理
解
は
、
民
法
改
正
段
階
の
議
論
と
同
じ
よ
う
な
憲
法
感
覚
に
基
づ
い
た
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
い
ま

だ
全
体
主
義
あ
る
い
は
団
体
主
義
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
残
っ
て
い
る
こ
と
を
否
定
し
え
な
い
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
性
格
を
持
っ

た
我
妻
説
が
、
そ
の
後
の
民
法
学
界
に
お
い
て
、
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

第
二
の
理
解
を
表
明
す
る
の
は
、
池
田
説
や
広
中
説
で
あ
る
。
学
説
の
一
部
に
は
、
す
で
に
民
法
上
の
公
共
の
福
祉
の
本
質
的
な
意
味
は

憲
法
一
三
条
の
規
定
と
同
じ
で
あ
る
と
し
な
が
ら
、
公
共
の
福
祉
を
全
体
主
義
的
な
「
公
共
優
先
」
と
区
別
し
、
公
共
の
福
祉
を
私
権
の
内

在
的
制
約
で
あ
る
と
主
張
す
る
も
の
が
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
観
点
は
、
民
法
上
の
公
共
の
福
祉
は
憲
法
上
の
そ
れ
と
同
義
で
あ
る
と
い
う
理

解
を
維
持
し
な
が
ら
、
通
説
的
な
解
釈
を
限
定
し
、
民
法
上
の
そ
の
独
自
の
意
味
を
探
る
と
い
う
考
え
の
表
れ
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
立

場
の
延
長
線
上
に
、
明
確
に
公
共
の
福
祉
を
民
法
上
の
命
題
で
あ
る
と
確
認
す
る
見
解
(
広
中
説
)
が
一
九
八
0
年
代
末
葉
に
現
わ
れ
て
く

る
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
解
釈
は
、
従
来
の
い
わ
ゆ
る
通
説
的
な
解
釈
の
方
向
と
は
抜
本
的
に
異
な
り
、
高
く
評
価
す
べ
き
も
の
で
あ

る
。
し
か
し
、
こ
の
見
解
に
お
い
て
も
、
民
法
に
お
け
る
公
共
の
福
祉
原
理
の
内
容
に
つ
い
て
の
議
論
が
十
分
展
開
さ
れ
た
と
は
い
い
が
た

い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
公
共
の
福
祉
の
民
法
上
の
性
格
へ
の
検
討
は
、
あ
く
ま
で
も
公
法
上
の
そ
れ
と
の
区
別
の
と
こ
ろ
に
と
ど
ま
っ
て
い

る
よ
う
に
見
え
る
の
で
あ
る
。
民
法
上
の
公
共
の
福
祉
原
理
の
内
容
に
関
す
る
展
開
が
期
待
さ
れ
る
。

政
治
社
会
に
お
け
る
公
共
の
福
祉
の
一
元
化
論
(
池
田
説
)
は
、
公
共
の
福
祉
は
、
民
法
上
の
理
念
で
あ
る
と
主
張
し
な
が
ら
、
民
法
は

市
民
社
会
(
「
政
治
社
会
」
)
の
基
本
法
で
あ
る
ゆ
え
に
、
公
法
と
私
法

(
H
民
法
)
の
区
別
は
必
要
が
な
く
、
民
法
上
の
公
共
の
福
祉
理
念

は
、
「
公
序
」
の
形
で
、
市
民
社
会
(
政
治
社
会
H
公
共
社
会
)
に
二
万
化
さ
れ
て
い
る
と
主
張
す
る
。
こ
の
見
解
は
、
我
妻
説
お
よ
び
従

来
の
公
共
の
福
祉
論
に
対
し
て
、
「
公
共
の
福
祉
」
を
外
在
的
か
つ
ア
・
ブ
リ
オ
リ
の
「
私
権
」
制
約
原
理
と
み
な
す
思
考
だ
と
批
判
す
る
。
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説

こ
の
批
判
は
、
正
鵠
を
得
て
い
る
。
そ
し
て
、
公
私
法
の
峻
別
を
超
え
た
公
共
の
福
祉
の
検
討
は
、
従
来
の
公
共
の
福
祉
に
関
す
る
理
論
と

比
べ
て
、
新
し
い
方
向
か
ら
の
論
究
で
あ
る
と
い
う
べ
く
、
評
価
す
べ
き
で
あ
る
。
民
法
を
政
治
共
同
社
会
の
基
本
法
と
し
て
扱
い
、
さ
ら

王手辺為
日間

に
、
公
共
の
福
祉
は
、
政
治
社
会
に
お
け
る
一
般
的
原
別
で
あ
る
と
す
る
考
え
方
は
、
従
来
の
議
論
と
明
確
に
異
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
思
考
方
法
に
お
い
て
は
、
従
来
の
発
想
と
こ
の
見
解
と
の
聞
に
は
共
通
性
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
つ
ま

り
、
従
来
の
考
え
方
は
、
公
法
上
の
公
共
の
福
祉
と
私
法
た
る
民
法
の
公
共
の
福
祉
を
二
万
化
す
る
。
池
田
論
文
は
、
民
法
に
お
け
る
公
共

の
福
祉
と
政
治
社
会
の
す
べ
て
の
法
制
度
に
お
け
る
公
共
の
福
祉
を
二
克
化
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
双
方
と
も
に
、
公
私
法
の
峻
別
を
超
え

て
、
公
私
法
に
お
け
る
共
通
す
る
公
共
の
福
祉
理
念
に
求
め
る
点
に
お
い
て
、
同
じ
よ
う
な
思
惟
方
法
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
問
題
は
、
民

法
上
の
公
共
の
福
祉
に
は
、
ど
の
よ
う
な
中
身
が
あ
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
特
に
基
本
法
と
し
て
の
民
法
の
「
公
共
の
福
祉
」
と
従

来
の
学
説
の
憲
法
上
の
そ
れ
と
ど
の
よ
う
に
区
別
さ
れ
る
べ
き
か
。
こ
れ
ら
の
問
題
は
、
「
公
共
の
福
祉
」
に
関
す
る
研
究
と
し
て
重
要
な

課
題
で
あ
ろ
う
。

以
上
の
よ
う
な
公
共
の
福
祉
に
民
法
上
の
性
格
を
与
え
る
学
説
の
傾
向
は
、
評
価
す
べ
き
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
、
ま
だ
定
着
し
た

傾
向
と
は
い
え
な
い
。
そ
の
原
因
は
、
ま
ず
、
以
上
の
通
説
と
異
な
る
主
張
は
、
ほ
と
ん
ど
民
法
の
体
系
書
に
お
い
て
、
そ
の
大
ま
か
な
観

点
だ
け
を
述
べ
る
段
階
に
と
ど
ま
り
、
一
つ
の
問
題
意
識
と
し
て
集
中
的
な
検
討
が
ま
だ
な
さ
れ
て
な
い
点
に
あ
る
。
ま
た
、
民
法
一
条
一

項
の
公
共
の
福
祉
と
い
う
概
念
は
、
一
体
ど
の
よ
う
な
内
容
を
有
す
る
の
か
、
ど
の
よ
う
な
意
味
で
民
法
以
外
の
「
公
共
」
に
対
し
て
特
別

視
さ
れ
う
る
の
か
な
ど
に
つ
い
て
の
学
説
な
検
討
は
い
ま
だ
十
分
に
は
展
開
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
も
指
摘
し
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。

第
三
款

民
法
上
の
公
共
の
福
祉
の
内
容
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公
共
の
福
祉
は
、
ど
の
よ
う
な
内
容
を
有
し
て
い
る
の
か
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
公
共
の
福
祉
の
性
格
に
関
す
る
解
釈
が
分
か
れ
た

の
と
同
様
に
、
異
な
る
方
向
で
の
答
え
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
通
説
的
な
解
釈
に
お
い
て
は
、
民
法
上
の
公
共
の
福
祉
概
念
の
内
容
は
、
憲

法
上
の
そ
れ
と
同
じ
よ
う
に
解
釈
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
一
方
、
公
共
の
福
祉
が
民
法
上
の
概
念
で
あ
る
と
理
解
す
る
学
説
に
お
い
て
は
、

そ
の
民
法
上
の
内
容
に
関
し
て
独
自
の
検
討
が
必
要
に
な
る
わ
け
で
あ
る
。

日本民法における「公共の福祉」の再検討(1 ) 

通
説
に
お
い
て
は
、
民
法
上
の
公
共
の
福
祉
の
内
容
は
、
社
会
共
同
生
活
の
全
体
と
し
て
の
向
上
発
展
や
、
社
会
の
共
通
利
益
、
社
会
一

般
の
利
益
、
国
民
全
般
の
利
益
、
社
会
全
体
の
利
益
、
社
会
的
共
同
生
活
利
益
な
ど
に
求
め
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
公
共
の
福
祉
を
直
接
に
国

家
公
共
の
福
祉
と
し
て
解
釈
す
る
説
も
登
場
し
て
い
る
。
社
会
全
体
の
利
益
や
一
般
の
利
益
と
い
う
観
念
は
、
き
わ
め
て
抽
象
的
で
あ
る
。

そ
れ
ゆ
え
、
公
共
の
福
祉
の
内
容
は
、
国
家
公
共
の
福
祉
と
い
う
理
解
へ
繋
が
り
ゃ
す
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
公
共
の
福
祉
に
関
す
る

解
釈
に
つ
い
て
、
全
体
主
義
の
匂
い
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
と
批
判
さ
れ
る
所
以
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
問
題
が
出
て
く
る
根
本
的
な
原
因

は
、
公
共
の
福
祉
の
性
格
を
民
法
内
部
に
求
め
な
い
で
、
憲
法
上
の
公
共
の
福
祉
の
そ
の
ま
ま
の
延
長
と
捉
え
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。

通
説
の
解
釈
と
は
異
な
っ
て
、
民
法
学
者
の
一
部
は
、
公
共
の
福
祉
を
社
会
全
体
の
利
益
や
国
家
公
共
の
利
益
と
解
釈
す
る
こ
と
に
つ
い

て
、
早
く
か
ら
疑
問
と
反
省
を
呈
示
し
て
い
た
。
こ
の
新
た
な
発
想
に
よ
れ
ば
、
公
共
の
福
祉
は
、
私
権
に
優
越
す
る
抽
象
的
な
「
社
会
全

体
の
利
益
」
を
指
す
の
で
は
な
い
、
そ
れ
は
、
多
数
者
の
合
理
的
な
利
益
を
指
す
の
で
あ
る
。
民
法
上
の
公
共
の
福
祉
は
、
あ
く
ま
で
も
私

的
利
益
の
聞
の
相
互
に
妥
当
な
調
整
を
意
味
し
て
い
る
。
こ
の
解
釈
は
、
従
来
の
よ
う
な
解
釈
と
は
根
本
的
に
異
な
る
方
向
を
指
向
し
て
い

る
。
す
な
わ
ち
、
従
来
の
解
釈
に
お
い
て
は
、
公
共
の
福
祉
を
民
法
外
の
も
の
、
国
家
・
公
共
の
利
益
と
理
解
し
て
い
る
が
、
新
た
な
方
向

は
、
公
共
の
福
祉
を
民
法
に
お
け
る
具
体
的
な
利
益
の
調
整
原
則
と
し
て
理
解
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
は
、
十
分
に
評
価
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
民
法
上
の
「
公
共
の
福
祉
」
と
は
、
本
当
に
私
的
利
益
の
相
互
に
妥
当
な
調
整
と
い
う
意
味
に
と
ど
ま
る
の

で
あ
ろ
う
か
。
仮
に
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
公
共
の
福
祉
を
民
法
に
加
え
る
必
要
性
は
、
ど
こ
に
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
新
し
い
方
向
を
指
向
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説

す
る
場
合
に
は
、
当
然
に
こ
の
よ
う
な
問
題
が
提
起
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
問
題
に
答
え
る
た
め
に
は
、
民
法
上
の
公
共
の
福
祉
の
内
容
に

つ
い
て
具
体
的
な
検
討
を
深
め
る
こ
と
が
、
不
可
避
の
課
題
と
な
る
。

論

か
か
る
方
向
で
の
作
業
を
行
っ
た
と
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
の
が
、
広
中
説
と
池
田
論
文
の
公
序
論
で
あ
る
。

広
中
説
は
、
民
法
上
の
公
共
の
福
祉
の
内
容
に
関
し
て
具
体
的
か
つ
理
論
的
な
検
討
を
試
み
た
と
い
う
点
で
、
画
期
的
な
意
義
を
有
す
る
。

し
か
し
、
そ
こ
に
は
な
お
問
題
も
感
じ
ら
れ
る
。
広
中
説
に
お
い
て
は
、
公
共
の
福
祉
原
理
は
、
民
法
の
限
ら
れ
た
領
域
に
適
用
さ
れ
る
べ

き
も
の
と
理
解
さ
れ
て
い
る
。
具
体
的
に
は
、
生
活
利
益
保
護
法
と
競
争
利
益
保
護
法
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
公
共
の
福
祉
は
、
私
権
を

制
限
す
る
意
味
よ
り
も
、
民
法
典
に
お
け
る
欠
訣
領
域
に
お
い
て
、
欠
歓
補
充
機
能
を
果
た
す
に
す
ぎ
な
い
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
公
共
の

福
祉
に
関
す
る
従
来
の
抽
象
性
の
解
釈
は
避
け
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
に
公
共
の
福
祉
原
理
の
適
用
を
民
法
の
限
ら
れ
た
二
つ
の
領
域

に
限
定
す
る
こ
と
に
は
、
民
法
上
の
一
般
条
項
と
し
て
の
公
共
の
福
祉
の
価
値
を
見
失
う
お
そ
れ
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
も
思
わ
れ
る
の

で
あ
る
。

池
田
教
授
が
提
示
す
る
「
公
序
論
」
に
お
い
て
は
、
地
域
住
民
の
共
同
秩
序
な
ど
「
近
隣
的
公
序
」
が
重
視
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ

こ
に
い
う
公
序
は
、
あ
く
ま
で
も
あ
る
領
域
内
の
成
員
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
あ
る
空
間
あ
る
い
は
領
域
に
お
け
る
独
特
の
公

共
の
福
祉
で
あ
る
。
こ
こ
に
い
う
公
序
と
し
て
の
公
共
の
福
祉
は
、
民
法
上
の
一
般
条
項
と
し
て
の
公
共
の
福
祉
の
一
つ
の
側
面
し
か
捉
え

つ
ま
り
、
こ
こ
で
の
公
共
の
福
祉
は
、
民
法
の
一
般
原
則
と
し
て
の
公
共
の
福
祉
と
は
異
な
る
レ
ベ
ル
の
概

念
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
こ
の
見
解
は
、
公
共
の
福
祉
の
一
つ
の
種
類
に
過
ぎ
な
い
も
の
を
一
般
原
則
と
し
て
扱

て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

う
と
い
う
意
味
で
、
や
や
偏
っ
て
い
る
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

ま
た
、
「
公
序
」
と
い
う
も
の
は
、
単
に
言
葉
自
体
だ
け
か
ら
見
る
と
、
た
し
か
に
昔
か
ら
存
在
す
る
概
念
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
特
に
新

し
い
も
の
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、
そ
の
意
味
で
、
長
い
間
忘
れ
て
い
た
置
き
土
産
で
あ
る
が
、
舶
来
思
想
の
「
啓
蒙
」
精
神
に
よ
る
も
の
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で
は
な
い
と
い
え
る
。
し
か
し
、
池
田
論
が
取
上
げ
た
判
例
の
中
身
を
分
析
す
る
と
、
公
序
の
依
拠
し
て
い
る
共
同
体
は
、
か
つ
て
の
共
同

体
と
は
全
く
異
な
っ
た
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
今
日
の
地
域
社
会
の
公
序
は
、
地
域
の
自
律
し
て
い
る
構
成
員
に
よ
り
形
成
さ
れ

た
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
が
、
従
来
社
会
に
内
在
す
る
成
長
力
に
よ
っ
て
「
日
本
社
会
に
根
付
い
て
い
た
」
も
の
に
当
た
る
か
ど
う
か
は
、

つ
疑
問
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

第
四
款

民
法
上
の
公
共
の
福
祉
の
適
用

日本民法における「公共の福祉jの再検討(1)

公
共
の
福
祉
の
適
用
に
関
し
て
は
、
従
来
の
通
説
的
な
理
解
の
枠
内
に
お
い
て
、
積
極
説
、
消
極
説
お
よ
び
否
定
説
と
い
う
三
つ
の
見
解

が
見
ら
れ
た
。
こ
れ
ら
の
中
で
学
説
の
主
流
で
あ
る
消
極
説
は
、
公
共
の
福
祉
原
則
の
適
用
に
関
し
て
、
公
共
の
福
祉
を
強
調
す
る
と
全
体

主
義
に
よ
り
私
権
が
犠
牲
に
さ
れ
る
恐
れ
が
あ
る
の
で
、
そ
の
適
用
に
は
十
分
慎
重
で
あ
る
べ
き
だ
と
主
張
し
て
い
た
。
し
か
し
、
な
ぜ
民

法
に
公
共
の
福
祉
と
い
う
規
定
を
設
け
な
が
ら
、
そ
の
条
項
の
適
用
に
つ
い
て
は
消
極
的
態
度
を
と
る
の
か
。
消
極
説
は
、
右
の
よ
う
に
述

べ
る
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
事
態
を
も
た
ら
す
原
因
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
。
従
来
の
検
討
に
お
い
て
は
、
こ
の
点
に
つ
い
て
の
検
討

が
欠
落
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

公
共
の
福
祉
を
強
調
す
る
と
私
権
が
害
さ
れ
る
恐
れ
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
原
因
は
、
民
法
に
お
け
る
公
共
の
福
祉
概
念
の
性
格
お
よ

び
内
容
を
明
確
に
し
て
い
な
い
点
に
求
め
る
べ
き
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
公
共
の
福
祉
概
念
を
、
あ
く
ま
で
も
民
法
以
外
の
概
念
あ
る
い
は

民
法
に
優
越
す
る
も
の
で
そ
の
内
容
も
社
会
共
同
利
益
等
の
抽
象
的
な
概
念
で
あ
る
と
解
釈
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
よ
う
な
民
法
外
の
観
念
を

民
事
紛
争
に
介
入
さ
せ
る
こ
と
は
、
慎
重
に
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
こ
で
問
題
に
な
る
の
は
、
一
条
一
項
は
、
本
当
に
民
法

に
外
在
す
る
概
念
な
の
か
、
そ
の
内
容
を
社
会
全
体
・
国
家
公
共
の
福
祉
と
解
釈
す
る
の
が
適
当
で
あ
る
の
か
、
と
い
う
点
に
あ
る
の
で
あ
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説

る
。
本
稿
は
、
民
法
上
の
公
共
の
福
祉
を
民
法
内
在
的
な
も
の
と
杷
握
し
、
そ
の
内
容
を
市
民
の
利
益
と
捉
え
る
。
そ
の
場
合
に
は
、
公
共

の
福
祉
原
則
の
適
用
に
関
す
る
基
本
的
態
度
も
、
従
来
の
も
の
と
は
根
本
的
に
異
な
っ
て
く
る
こ
と
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。

右
の
基
本
的
方
向
は
、
す
で
に
新
た
な
方
向
の
学
説
に
お
い
て
提
示
さ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
公
共
の
福
祉
に
関
し
て
新
た

な
方
向
を
提
示
す
る
学
説
に
お
い
て
も
、
公
共
の
福
祉
条
項
の
具
体
的
適
用
に
つ
い
て
は
、
十
分
な
議
論
が
展
開
さ
れ
て
い
な
い
。
新
し
い

枠
か
ら
の
民
法
上
の
公
共
の
福
祉
の
具
体
的
な
内
容
の
検
討
は
、
ま
だ
未
成
熟
の
段
階
に
止
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

さらふ
ロ間

す
で
に
触
れ
て
き
た
と
こ
ろ
で
は
あ
る
が
、
こ
こ
で
、
本
稿
の
基
本
的
な
立
場
を
改
め
て
示
し
て
お
こ
う
。
民
法
一
条
一
項
に
規
定
さ
れ

た
公
共
の
福
祉
は
、
民
法
に
内
在
す
る
命
題
・
原
理
で
あ
り
、
私
法
以
外
あ
る
い
は
私
法
に
優
越
す
る
抽
象
的
な
社
会
一
般
、
国
家
公
共
の

利
益
で
は
な
い
。
こ
れ
が
本
稿
の
基
本
的
立
場
で
あ
り
、
本
稿
の
出
発
点
と
も
い
え
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
前
提
と
し
た
上
で
重
要
な
の

一
体
ど
の
よ
う
な
内
容
を
有
し
て
い
る
の
か
、
あ
る
い
は
公
共
の
福
祉
原
則
を
適
用
し
た
私
権

の
制
限
は
、
ど
の
よ
う
な
方
向
で
な
さ
れ
る
べ
き
な
の
か
、
公
共
の
福
祉
の
調
整
対
象
は
、
本
当
に
従
来
の
個
別
的
な
私
的
利
益
関
係
で
あ

る
の
か
、
な
ど
問
題
に
つ
い
て
の
検
討
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
問
題
意
識
を
踏
ま
え
て
、
以
下
で
は
、
民
法
に
お
け
る
公
共
の
福
祉
の
性
格

お
よ
び
内
容
の
検
討
を
、
具
体
的
な
法
制
度
に
即
し
て
進
め
る
こ
と
に
し
た
い
。
具
体
的
に
取
り
上
げ
る
の
は
、
権
利
濫
用
制
度
お
よ
び
借

地
関
係
に
お
け
る
利
害
関
係
の
調
整
(
正
当
事
由
制
度
と
借
地
条
件
変
更
制
度
)
で
あ
る
。

は
、
民
法
に
お
け
る
公
共
の
福
祉
概
念
は
、

注

(
1
)
谷
口
知
平
編
『
注
釈
民
法
(
一
)
総
則
(
こ
』
(
有
斐
関
、

一
九
六
四
年
)
五
O
頁
〔
田
中
実
執
筆
〕
。
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日本民法における「公共の福祉」の再検討(1)

(
2
)
田
中
・
前
掲
書
(
注
l
)
六
三
頁
お
よ
び
谷
口
知
平
・
石
田
喜
久
夫
『
新
版
注
釈
民
法
(
こ
総
則
(
一
)
』
(
有
斐
閣
、
一
九
八
八
年
)
六

五
頁
〔
問
中
実
・
安
永
正
昭
執
筆
〕
に
も
同
じ
よ
う
な
表
現
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
意
味
で
は
、
民
法
学
者
か
ら
公
共
の
福
祉
に
関
す
る

議
論
は
、
余
り
展
開
さ
れ
て
い
な
い
と
も
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
民
法
一
条
一
項
を
活
用
す
る
判
決
例
が
余
り
見
ら
れ
な
い
の
と
同
様
に
、
民
法

に
お
け
る
公
共
の
福
祉
に
関
す
る
論
議
は
活
発
で
は
な
い
(
北
川
益
百
太
郎
『
民
法
総
則
(
民
法
講
要
I
)
』
(
有
斐
閣
、
一
九
九
三
年
)
一
六
頁
。

(3)
吉
岡
幹
夫
「
権
利
濫
用
の
機
能
的
考
察
l
板
付
基
地
事
件
最
高
裁
判
決
に
思
う
」
法
経
論
集
(
静
岡
大
)
二
O
号
(
一
九
六
五
年
)
一
八

頁。

(
4
)
田
中
・
前
掲
書
(
注
1
)
六
四
頁
。

(5)
国
立
公
文
書
所
蔵
「
公
文
雑
纂
」
巻
三
・
閤
甲
第
三
四
四
号
。
池
田
恒
男
「
日
本
民
法
の
展
開
(
一
)
民
法
典
の
改
正
前
三
編
(
戦
後
改

正
に
よ
る
「
私
権
」
規
定
挿
入
の
意
義
の
検
討
を
中
心
と
し
て
)
」
広
中
俊
雄
H

星
野
英
一
一
編
『
民
法
典
の
百
年
I
全
般
の
観
察
』
(
有
斐
閣
、

一
九
九
八
年
)
か
ら
引
用
す
る
。
以
下
の
注

(
6
)
1
(
凶
)
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。

(6)

一
九
四
七
年
七
月
一
八
日
内
閣
が
国
会
に
提
出
し
た
「
民
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
」
0

(
7
)

一
九
四
七
年
七
月
三
O
日
の
参
議
院
司
法
委
員
会
で
の
法
案
の
予
備
審
査
に
あ
た
っ
て
鈴
木
義
男
司
法
大
臣
の
提
案
理
由
説
明
で
あ
る
。
第

一
回
国
会
参
議
院
司
法
委
員
会
会
議
禄
六
号
一
頁
。

(8)

一
九
四
七
年
八
月
二
七
日
の
参
議
院
司
法
委
員
会
で
奥
野
健
一
政
府
委
員
会
の
趣
旨
説
明
。
第
一
回
国
会
参
議
院
司
法
委
員
会
会
議
禄
一
八

口す一一

i
一二工具。

(9)

一
九
四
七
年
八
月
九
日
の
衆
議
院
司
法
委
員
会
で
の
奥
野
健
)
政
府
委
員
会
の
答
弁
。
第
一
回
国
会
衆
議
院
司
法
委
員
会
会
議
禄
一
七
号
-

八
五
頁
。

(
叩
)
一
九
四
七
年
八
月
二
七
日
の
参
議
院
司
法
委
員
会
で
奥
野
健
一
政
府
委
員
会
の
趣
旨
説
明
。
第
一
回
国
会
参
議
院
司
法
委
員
会
会
議
禄
一
八

口万一一
i
二一頁。

(
日
)
一
九
四
七
年
九
月
一
九
日
の
衆
議
院
で
の
花
村
四
郎
委
員
発
言
。
第
一
回
国
会
衆
議
院
司
法
委
員
会
会
議
禄
三
四
号
三
一
一
頁
。

(
ロ
)
一
九
四
七
年
一

O
月
二
日
で
の
参
議
院
で
の
岡
部
常
議
員
発
言
。
第
一
回
国
会
参
議
院
司
法
委
員
会
会
議
禄
二
七
号
二
員
。

(
日
)
一
九
四
七
年
八
月
九
日
の
衆
議
院
で
の
荊
木
一
久
委
員
発
言
。
第
一
回
国
会
衆
議
院
司
法
委
員
会
会
議
禄
一
七
号
一
八
五
頁
。

(H)
一
九
四
七
年
八
月
二
七
日
の
参
議
院
で
の
一
松
政
二
議
員
の
発
言
。
第
一
回
国
会
参
議
院
司
法
委
員
会
会
議
禄
一
八
号
五
頁
。
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説
ー;注、
両間

(
日
)
一
九
四
七
年
八
月
二
七
日
の
参
議
院
で
の
松
井
道
夫
議
員
の
発
言
。
第
一
回
国
会
参
議
院
司
法
委
員
会
会
議
禄
一
八
号
五
頁
、
九
頁
。

(
日
)
政
府
原
案
の
一
条
一
項
に
つ
い
て
、
二
つ
の
修
正
案
が
提
出
さ
れ
て
い
る
。
一
つ
は
、
社
会
党
・
民
主
党
・
国
民
協
同
等
の
協
同
提
案
(
以

下
、
第
一
提
案
と
称
す
る
)
で
あ
る
。
第
一
条
私
権
ハ
公
共
ノ
福
祉
ニ
遵
フ
。
二
つ
自
の
案
と
し
て
は
、
自
由
党
の
修
正
案
(
以
下
、
第
二

提
案
と
称
す
る
)
で
あ
る
。
第
一
条
私
権
ハ
公
共
ノ
福
祉
ニ
反
セ
ザ
ル
限
度
ニ
於
イ
テ
存
ス
。

(
口
)
第
一
案
に
つ
い
て
の
八
並
委
員
の
提
案
理
由
説
明
。
第
一
回
国
会
衆
議
院
司
法
委
員
会
会
議
禄
衆
五
O
号
四
二
O
頁。

(
問
)
第
一
案
に
つ
い
て
の
八
並
委
員
の
提
案
理
由
説
明
。
第
一
周
囲
会
衆
議
院
司
法
委
員
会
会
議
禄
衆
五
O
号
四
一
一
一
頁
。

(
日
)
池
田
・
前
掲
論
文
(
注
5
)
九
八
頁
。

(
加
)
池
田
・
前
掲
論
文
(
注
5
)

一
O
O
頁。

(
幻
)
谷
口
知
平
『
[
新
版
]
民
法
要
説
』
(
有
斐
閣
、
一
九
六
O
年
)
一
一
一
頁
。

(
辺
)
高
島
平
蔵
「
民
法
総
則
』
(
成
文
堂
、
一
九
六
八
年
)
二
一
頁
。

(
お
)
我
妻
栄
H
有
泉
享
著
、
清
水
誠
補
訂
「
[
新
版
]
コ
ン
メ
ン
タ
l
ル
民
法
総
則
』
[
第
二
版
]
(
日
本
評
論
社
、
一
九
九
六
年
)
一
一
一
六
頁
。

(
剖
)
田
中
・
前
掲
書
(
注
1
)
五
三
頁
。

(
お
)
柚
木
馨
『
民
法
上
巻
』
(
青
林
書
院
、
一
九
六
二
平
)
六
頁
。

(
部
)
谷
口
知
平
H

甲
斐
道
太
郎
編
「
[
新
版
]
現
代
民
法
入
門
』
(
法
律
文
化
社
、
一
九
八
七
年
四
月
)
一
O
頁
。

(
幻
)
三
和
一
博
H
平
井
一
雄
『
民
法
総
則
要
説
』
(
青
林
書
院
)
一
九
九
O
年
一
八
頁
。

(
出
)
副
田
隆
重
H

中
金
口
寛
樹
日
山
崎
敏
彦
『
新
・
民
法
学
一
総
別
』
(
一
粒
社
、
一
九
九
二
年
)
三
五
1
三
六
頁
〔
副
田
隆
重
執
筆
〕
。

(
却
)
川
井
健
H
鎌
田
糞
編
「
民
法
総
則
』
(
青
林
書
院
、
一
九
九
四
年
)
八
1
九
頁
、
川
井
健
執
筆
。

(
却
)
水
本
浩
編
『
民
法
I
[総
則
(
こ
]
』
[
序
論
・
第
一
条
|
第
八
九
条
]
』
(
青
林
書
院
、
一
九
九
五
年
)
二
四
1
二
五
頁
〔
水
本
浩
執
筆
〕
。

(
訂
)
川
井
健
『
民
法
概
論
一
民
法
総
則
』
(
有
斐
問
、
一
九
九
五
年
)
八
頁
。

(
詑
)
我
妻
栄
『
新
訂
民
法
総
則
〈
民
法
講
義
I
〉
』
(
岩
波
書
庖
、
一
九
七
二
年
)
三
四
頁
。

(
お
)
川
島
武
宜
『
民
法
総
則
』
(
有
斐
閣
、
一
九
六
五
年
)
五
O
頁。

(
鈍
)
高
島
平
蔵
『
民
法
総
則
』
(
成
文
堂
、
一
九
六
八
年
)
一
一
三
頁
。
「
私
権
が
、
公
共
の
福
祉
す
な
わ
ち
社
会
共
同
生
活
の
全
体
と
し
て
向
上
発

展
に
し
た
が
う
べ
き
で
あ
り
、
私
権
の
内
容
は
こ
れ
と
の
調
和
を
保
つ
べ
く
、
こ
れ
に
違
反
す
る
範
囲
に
お
い
て
は
、
私
権
と
し
て
の
効
力
を
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日本民法における「公共の福祉」の再検討(1 ) 

否
定
さ
れ
る
」
。

(
お
)
田
中
・
前
掲
書
(
注
1
)
六
六
頁
。

(
お
)
四
宮
和
夫
「
民
法
総
則
(
第
四
版
)
」
(
弘
文
堂
、
一
九
八
六
年
)
二
九
1
三
O
頁。

(
幻
)
幾
代
通
『
民
法
総
則
』
(
第
二
版
)
(
青
林
書
院
、
一
九
八
四
年
)
一
四
頁
。

(
お
)
我
妻
栄
「
公
共
の
福
祉
・
信
義
則
・
権
利
濫
用
の
相
互
関
係
」
末
川
先
生
古
稀
記
念
論
文
集
刊
行
委
員
会
『
権
利
の
濫
用
上
(
末
川
先
生
古

稀
記
念
)
』
(
有
斐
閣
、
一
九
六
二
年
)
五
人
頁
。

(
ぬ
)
柏
木
馨
『
民
法
上
巻
」
(
青
林
書
院
、
一
九
六
一
年
)
六
頁
。

(
判
)
谷
口
H

甲
斐
・
前
掲
書
(
註
お
)
一

O
頁。

(
H
U
)

久
口
口
・
前
掲
書
(
註
幻
)
一

O
頁。

(
叫
)
四
宮
・
前
掲
書
(
注
斜
)
二
九
1
三
O
頁。

(
必
)
川
井
H
鎌
田
・
前
掲
書
(
注
却
)
八
1
九
頁
。

(
叫
)
近
江
幸
治
『
民
法
講
義
I
[
民
法
総
則
]
』
[
第
二
版
補
訂
版
]
(
成
文
堂
、
一
九
九
六
年
)
一
五
1
一
六
頁
。

(
品
)
田
中
・
前
掲
書
(
注
1
)
六
二
頁
。

(
必
)
内
田
貴
「
民
法
I
総
則
・
物
権
総
論
』
(
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
四
年
)
四
一
八
頁
。

(
灯
)
椿
寿
夫
『
民
法
総
則
』
(
有
斐
問
、
一
九
九
五
年
)
二
八
頁
。

(
川
崎
)
田
中
・
前
掲
書
(
注
1
)
五
三
頁
。

(
拍
)
須
永
醇
「
新
訂
民
法
総
則
要
論
」
(
勤
草
書
房
、
一
九
八
八
年
)
一
二
頁
。

(
叩
)
田
中
・
前
掲
書
(
注
l
)
六
二
頁
。

(
日
)
我
妻
H
有
泉
・
前
掲
書
(
注
お
)
一
二
六
1
三
七
頁
。

(
臼
)
田
中
・
前
掲
書
(
注
1
)
六

o
i
六
一
頁
。
田
中
実
教
授
は
、
公
共
の
福
祉
概
念
を
次
の
よ
う
に
三
つ
の
種
類
に
分
け
た
。
そ
の
一
は
、
積

極
的
に
公
共
の
福
祉
の
増
進
を
目
標
と
し
て
あ
げ
る
諸
法
律
の
グ
ル
ー
プ
で
あ
り
、
そ
の
中
で
さ
ら
に
三
つ
の
種
類
の
法
律
を
分
け
て
い
る
。

そ
の
こ
は
、
公
共
の
一
福
祉
の
積
極
的
増
進
で
は
な
い
に
し
て
も
、
少
な
く
と
も
公
共
の
福
祉
の
擁
護
を
も
っ
て
第
一
義
的
地
位
に
お
く
、
主
と

し
て
公
序
維
持
な
い
し
警
察
行
政
的
な
作
用
を
め
ざ
す
諸
法
律
の
グ
ル
ー
プ
で
あ
る
。
そ
の
三
は
、
個
人
の
意
思
と
行
為
の
自
由
性
を
尊
重
し
、
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原
則
と
し
て
特
別
な
規
制
を
加
え
な
い
の
を
建
前
と
す
る
が
、
た
だ
個
人
の
恋
意
が
公
共
の
福
祉
に
違
反
す
る
こ
と
の
な
い
よ
う
最
小
限
の
規

制
を
考
慮
す
る
も
の
で
あ
る
。

(
日
)
田
中
・
前
掲
書
(
注
l
)
六
一
頁
。

(
日
)
田
中
・
前
掲
書
(
注
1
)
六
二
頁
。

(
日
)
高
島
平
蔵
『
民
法
制
度
の
基
礎
理
論
』
(
敬
文
堂
、
一
九
八
七
年
)
一
一
一
一
丁
一
二
三
頁
。

(
日
)
島
田
信
義
『
民
法
大
綱
総
則
編
』
(
敬
文
堂
、
一
九
七
三
年
)
三
一

1
=
一
二
頁
。

(
訂
)
鈴
木
禄
禰
『
[
改
訂
版
]
民
法
総
則
講
義
』
(
創
文
社
、
-
九
九
二
年
)
二
九
八
1
二
九
九
頁
。

(
回
)
川
井
H
鎌
田
・
前
掲
書
(
注
却
)
八
1
九
頁
。

(
日
)
水
本
・
前
掲
書
(
注
却
)
二
五
頁
。

(
印
)
水
本
・
前
掲
書
(
注
却
)
二
八
頁
。

(
日
)
四
宮
和
夫
H
能
見
善
久
『
民
法
総
則
』
[
第
五
版
]
(
弘
文
堂
、
一
九
九
九
年
)
一
ム
ハ
頁
。

(
位
)
四
宮
H

能
見
・
前
掲
書
(
注
引
)
一
七
頁
。

(
臼
)
星
野
英
一
『
民
法
概
論
I
(序
論
・
総
則
)
』
(
良
書
普
及
会
、
一
九
七
一
年
)
七
一
一
一
月
七
四
頁
。

(
臼
)
三
和
H

平
井
・
前
掲
書
(
注
幻
)
一
八
頁
。

(
臼
)
五
十
嵐
清
H
泉
久
雄
日
鍛
冶
良
堅
H
甲
斐
道
太
郎
H
稲
本
洋
之
助
H
川
井
健
H
高
木
多
喜
男
『
民
法
講
義

一
九
八
四
年
)
一
八
頁
〔
五
十
嵐
清
執
筆
〕
。

(
侃
)
原
島
重
義
「
民
法
に
お
け
る
『
公
共
の
福
祉
』
概
念
」
日
本
法
社
会
学
(
編
)
『
公
共
の
福
祉
』
(
有
斐
閣
、

(
訂
)
五
十
嵐
・
前
掲
書
(
注
出
)
一
八
1
一
九
頁
。

(
槌
)
副
田
・
前
掲
書
(
注
犯
)
三
六
頁
。

(
印
)
辻
正
美
『
民
法
総
則
』
(
成
文
堂
、
一
九
九
九
年
)
三
一
頁
。

(
叩
)
山
中
康
雄
『
民
法
[
総
論
・
総
則
・
家
族
・
相
続
]
』
(
法
律
文
化
社
、

(
口
)
山
中
・
前
掲
書
(
注
叩
)
四
四
1
四
五
頁
。

(η)
柏
木
・
前
掲
書
(
注
お
)
六
頁
。

説
王子Z入
ロ岡

一
九
七
八
年
)

一
O
八
頁
。

一
総
則
』
[
改
訂
版
]
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年
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一
頁
。



日本民法における「公共の福祉」の再検討(1)

(
ね
)
星
野
・
前
掲
書
(
注
目
)
七
二

1
七
三
頁
。

(
九
)
石
田
穣
『
民
法
総
則
』
(
悠
々
社
、
一
九
九
二
年
)
四
一
頁
。

(
百
)
石
田
・
前
掲
書
(
注
九
)
四
一
頁
。

(
花
)
遠
藤
浩
・
水
本
浩
『
民
法
総
則
[
改
訂
版
]
』
(
青
林
書
院
、
一
九
九
三
年
)
二
九
頁
。

(
打
)
須
、
水
・
前
掲
書
(
注
叫
)
二

0
1
一
一
一
頁
。

(
沌
)
民
集
六
二
五
頁
。

(
叩
)
須
永
・
前
掲
書
(
注
的
)
一
一
一
頁
。

(
加
)
広
中
俊
雄
「
民
法
綱
要
総
論
上
』
(
創
文
社
、
一
九
八
九
年
)
一
一
六
1
一
一
七
頁
。

(
剖
)
広
中
・
前
掲
書
(
注
剖
)
一
一
八
頁
。

(
m
U
)

篠
塚
昭
次
日
前
回
達
明
『
新
・
判
例
コ
ン
メ
ン
タ
l
ル
民
法
総
則
[
ニ
(
一
条

-ilk-ι

一

昭
次
執
筆
〕
。

(
出
)
篠
塚
・
前
掲
書
(
注
8
一
一
)
四
1
五
頁
。

(
剖
)
我
妻
栄
『
新
訂
民
法
総
則
〈
民
法
講
義
I
〉
』
(
岩
波
書
庖
、
一
九
七
二
年
)
二
一
三
頁
。

(
部
)
我
妻
・
前
掲
書
(
注
以
)
三
三
頁
。

(
紛
)
我
妻
栄
『
民
法
案
内
E
』
(
日
本
評
論
社
、
一
九
六
O
年
)
二
O
頁
。

(
釘
)
我
妻
・
前
掲
書
(
注
剖
)
三
三
頁
。

(
伺
)
我
妻
栄
「
民
法
案
内
』

H
(
民
法
の
道
し
る
べ
総
則
)
(
コ
ン
メ
ン
タ
l
ル
刊
行
会
‘
日
本
一
評
論
社
、

(
的
)
我
妻
・
前
掲
書
(
注
槌
)
一
九
頁

(
仰
)
我
妻
・
前
掲
室
田
(
注
制
)
二
O
頁

(
引
)
我
妻
・
新
憲
法
二
四
八
頁
。
池
田
・
前
掲
論
文
(
注
5
)

(
但
)
我
妻
・
新
憲
法
二
四
六
頁
。
池
田
・
前
掲
論
文
(
注
5
)

(
回
)
我
妻
・
前
掲
童
百
(
、
圧
倒
)
=
石
自
民
。

(
倒
)
原
島
・
前
掲
論
文
(
注
目
凹
)
二
頁
。

一
八
条
)
』
(
三
省
堂
、

一
O
二
頁
に
よ
る
。

一
O
三
頁
に
よ
る
。

一
九
六
七
年
) 一

九
九
一
年
)
五
頁
〔
篠
塚

一
九
頁
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説論

(
伺
)
三
つ
の
問
題
意
識
と
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
①
「
も
し
民
法
第
一
条
の
公
共
の
福
祉
な
い
し
信
義
則
・
権
利
濫
用
に
関
す
る
規
定

が
、
既
存
の
民
法
規
範
を
修
正
す
る
も
の
と
す
れ
ば
、
そ
の
修
正
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
ど
の
よ
う
な
方
向
を
指
し
示
し
、
ど
の
よ
う
な
問
題
に
つ

な
が
っ
て
ゆ
く
の
か
」
(
二
頁
)
。
②
「
民
法
第
一
条
の
公
共
の
福
祉
、
な
い
し
信
義
則
・
権
利
濫
用
に
関
す
る
規
定
の
活
用
は
、
い
わ
ゆ
る
一

般
条
項
の
活
用
と
し
て
、
よ
り
詳
細
で
具
体
的
な
命
題
の
か
た
ち
を
と
っ
た
民
法
規
範
の
適
用
に
比
べ
て
、
規
範
の
論
理
的
命
題
の
拘
束
力
が

弱
く
、
よ
り
多
く
、
い
わ
ゆ
る
具
体
的
「
利
益
衡
量
論
」
の
実
践
の
場
と
な
る
可
能
性
を
も
っ
て
い
る
」
(
三
頁
)
。
③
「
信
義
則
や
権
利
濫
用

に
関
す
る
規
範
は
、
た
と
え
ば
、
旧
来
の
、
孤
立
し
た
個
人
の
『
臼
由
』
に
対
し
て
、
今
は
、
『
連
帯
』
を
強
調
す
る
場
合
の
よ
う
に
、
と
か
く

法
外
的
な
習
俗
的
・
倫
理
的
観
点
の
法
内
へ
の
も
ち
こ
み
、
と
し
て
う
け
と
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
も
し
、
そ
の
よ
う
な
理
解
を
す
る
と
す
れ

ば
、
も
と
も
と
法
と
倫
理
と
の
分
離
の
上
に
立
つ
と
さ
れ
る
近
代
市
民
法
の
古
典
像
と
の
関
係
で
、
こ
れ
を
ど
う
つ
な
い
で
受
け
取
れ
ば
よ
い

の
か
。
あ
る
い
は
こ
の
よ
う
な
理
解
は
、
法
規
範
の
社
会
的
な
意
味
を
看
過
し
た
法
学
思
想
上
の
一
種
の
観
念
論
で
は
な
い
の
か
」
(
三
1
四
頁
)
。

原
島
・
前
掲
論
文
(
注
倒
)
参
照
。

(
M
m
)

幾
代
通
「
権
利
濫
用
に
つ
い
て
」
名
大
法
政
論
集
一
巻
二
号
(
一
九
五
一
年
)
。

(
町
)
鈴
木
禄
嫡
「
財
産
法
に
お
け
る
『
権
利
濫
用
』
の
理
論
の
機
能
」
法
律
時
報
三
O
巻
一
O
号
(
一
九
五
八
年
)
。

(
弼
)
好
美
清
光
「
信
義
則
の
機
能
に
つ
い
て
」
一
橋
論
叢
四
七
巻
二
号
(
一
九
六
二
年
)
。

(
卯
)
磯
村
哲
「
シ
カ
l
ネ
禁
止
よ
り
客
観
的
利
益
衡
旦
一
塁
」
『
権
利
の
濫
用
上
(
末
川
先
生
古
稀
記
念
)
』
(
有
斐
閣
、
一
九
六
二
年
)
六
O
頁
以
下
。

(
則
)
鈴
木
禄
調
教
授
は
財
産
法
に
お
け
る
「
権
利
濫
用
』
の
理
論
の
機
能
に
お
い
て
、
事
例
を
三
大
別
と
し
た
。
①
「
権
利
濫
用
」
の
理
論
が
実

は
単
な
る
不
法
行
為
に
適
用
さ
れ
て
い
る
事
例
で
あ
る
。
こ
の
類
型
の
事
例
は
、
権
利
の
明
瞭
化
の
過
程
で
、
つ
ま
り
は
規
範
具
体
化
の
機
能

を
営
む
も
の
で
あ
る
。
②
権
利
の
新
し
い
限
界
の
成
立
過
程
に
お
い
て
「
権
利
濫
用
」
の
理
論
が
利
用
さ
れ
る
事
例
。
こ
の
よ
う
な
事
例
は
、

規
範
創
造
の
機
能
で
あ
る
。
③
一
種
の
強
制
調
停
の
機
能
を
持
つ
も
の
と
し
て
「
権
利
濫
用
」
の
理
論
が
利
用
さ
れ
る
場
合
。
こ
の
よ
う
な
事

例
は
、
「
公
共
の
福
祉
」
の
所
有
階
層
化
機
能
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
原
島
・
前
掲
論
文
(
注
的
)
六
1
七
頁
、
二
三
頁
参
照
。

(
川
)
大
判
昭
和
一
一
年
七
月
一
O
日
民
集
一
五
・
一
四
八
一
頁
。

(
即
)
大
判
昭
和
二
二
年
一
O
月
二
六
日
民
集
一
七
・
二
O
五
七
頁
。

(m)
最
判
昭
和
二
五
年
二
一
月
一
日
民
集
四
・
二
一
・
六
二
五
頁
。

(
問
)
最
判
昭
和
田
O
年
三
月
九
日
民
集
一
九
・
二
・
二
三
三
頁
。
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日本民法における「公共の福祉jの再検討(1)

(
問
)
原
島
・
前
掲
論
文
(
注
似
)
二
五
頁
。

(
別
)
原
島
・
前
掲
論
文
(
注
倒
)
二
五
頁
。

(
即
)
原
島
・
前
掲
論
文
(
注
倒
)
二
五
頁
。

(m)
原
島
・
前
掲
論
文
(
注
悦
)
二
六
頁
。

(
問
)
原
島
・
前
掲
論
文
(
注
似
)
二
六
頁
。

(
川
)
原
島
・
前
掲
論
文
(
注
倒
)
二
七
頁
。
原
島
教
授
は
、
「
「
利
益
衡
量
』
の
価
値
基
準
が
、
全
体
的
な
価
値
体
系
を
前
提
と
し
て
、
そ
の
中
で

位
置
づ
け
ら
れ
、
明
示
さ
れ
る
と
い
う
努
力
に
か
け
、
特
に
価
値
の
現
実
化
に
必
然
的
に
伴
う
力
の
関
係
を
視
野
の
外
に
追
い
や
る
傾
向
が
見

ら
れ
る
。
そ
の
結
果
、
論
理
構
成
だ
け
で
は
な
く
、
利
益
衡
量
も
い
か
な
る
利
益
と
い
か
な
る
利
益
の
対
立
を
い
か
な
る
基
準
で
衡
量
し
た
か

明
白
で
な
く
、
そ
れ
を
補
う
言
葉
と
し
て
当
然
に
内
容
不
明
の
『
公
共
の
福
祉
』
や
「
私
権
の
公
共
性
・
社
会
性
』
な
ど
が
持
ち
出
さ
れ
る
傾

向
が
生
み
出
す
」
と
指
摘
し
た
。

(
山
)
原
島
・
前
掲
論
文
(
注
倒
)
二
七
1
二
八
真
。

(
山
)
池
田
・
前
掲
論
文
(
注
5
)
九
八
頁
。

(
川
)
池
田
・
前
掲
論
文
(
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Reexamination ofthe Character ofPublic Welfare in 

Japan's Civil Code 

一一AnAttempt to Give Shape to "Civic PubJic Values"一一一*

Jianming ZONGホ

Article 1， Paragraph 1 of the Japanese Civil Code is said to positively project the 

features of the Civil Code in the 20th Century目 However，this section is asserted 

passively. This contradictory stance has come about， 1 believe， because the character 

and contents of concept of public welfare have not been studied sufficiently. Thus far， 

public welfare has only been considered as an external conception of civillaw. That is， 

it has been considered as a socially abstract generality or comprehensive social interest 

that is only realized as a constitutional or public law concept， and there by is 

interpreted to included the state's public welfare. Recently， legal theory is beginning to 

reflect some of these shortcomings in its general viewpoint. Examples exist. Public 

welfar巴isrecognized as an巴ssentialconcept of the Civil Code. And its contents are 

only be limited by a comprehensive reasonable interest and the proper reciprocal 

adjustment between private interests. However， the essence of those views， ex加 ple

that public welfare should be considered as an external conception of the Civil Code， 

has not taken hold. Thus， the Iimitation placed on public welfare to only apply as an 

adjustment principle of distinct private interest relationships has its shortcomi時・ Asa

result， 1 believe there is still much to gain from studying the substantive contents and 

character of public welfare in the Civil Code. 

The identity， character， and contents of public welfare in Japanese Civil Code has 

not been studied sufficiently， thus at least two positions can be seen in practice and 

theory. First， because public welfare in the Civil Code has been interpreted巴xpansively
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to inc¥ude the state's int巴rest，the result has been the further subordination in cas巴law

ofth巴people'sinterest to the state's interest. From that develops a position that the 

abuse of the rights theory itself be abused. Second， because public welfare is not 

realized as an essential concept of the Civil Code， only distinct private interest 

relationships come to be regulated in the Civil Code. Furtherrnore， a multitude of 

theories has developed conceming specific citizen groups and non-specific citizen 

groups as an int巴restthat must be denied and rejected. Within this debate， this thesis 

studies the interpretation of the theories on the "Effective Utilization of Land" and the 

"Rational Utilization of Land"， common order in localities， and the th巴oryof public 

order. 

In Chapter 1， 1 studied the limitations and origins of the theories on public welfare. 1 

make several conc¥usions. The first limitation 1 note is that public welfare deals with an 

extemal conception of the Civil Cod巴.This results from the fact that the public welfare 

is treated with the same conception as a constitutional issue. The second limitation 1 

note is the lack of thought given to public welfare's substantive contents as an essential 

concept of the Civil Code. This results from the fact that it is dealt with as an extemal 

concept of civil law and according to theory this is realized as an essential concept of 

the Civil Code which covers only the rational profits of many people. 

In Chapter 2， 1 studied the causes and theoretical foundations of the abuse of the 

abuse of rights principle. In case law and doctrine after World War 2 th巴objective

standard of the theory of the abuse of rights expanded from the general public's and 

community's interest in big business' economical renaissance to the state and 

administration' s interest. In fact， the cases compared the interest of the state and big 

business equally with personal interests. Pursuant to this， personal interests were easily 

sacrificed to the interests of the state and big business in the name of public welfare. 

Consistent with this interpretation， th巴foundationfor restricting rights is not s巴ekingto 

convert the public limitations on rights to relativity and society of rights but it instead 

is searching to convert from society and relativity of rights to a conception of private 

right' s social nature. For this， it se巴msthat the objective standard of the abuse of rights 

theory is ex 
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distorted and interpreted from the theory developed by French Academia. This is 

consistent with an expanded interpretation of public welfare in the Civil Code. 

In Chapter 3， r studied the character and contents of the "Effective Utilization of 

Land" in th巴systemfor land-Ieases. r studi巴dtwo systems of the land-Iease， one is th巴

"just cause" system， and another is the "chang巴ofthe conditions of the land-Iease" 

system 

"'In the "just cause" system， th巴"state'sinvolvement" was strongly criticized by the 

"Effective Utilization of Land." But， after considering the case law and theories it 

becomes very obvious that cases on the "Effective Utilization of Land" are a variant 

fl'om the control of public law. This is also a factor related to community developm巴nt

Considering the官ffectiveUtilization of Land" in "just cause" terms surpasses 

accommodations to distinct private relationships and its variants with "stat巴凶-

volvement'¥Namely， this requires that the accommodation of distinctly private 

iliterestS with other interests of specific citizen groups or non-sp巴cificcitizen groups， 

and thus， ii is concemed with the public interest of non-specific citizen groups in th巴

community. Th巴conceptof the "Effective Utilization of Land" is thereby misunder-

stood as "state involvement" in the modem understanding of private and public 

interests in Japan 

In the "change of the condition of land-Iease" system， 1 studied the character and 

contents of the "RationaJ UtiJization of Land" in the Japanese CiviJ Code's conciJiation 

system for land-Ieases. This conc巴ptconcems community interest and future interests 

AccordingJy， it is not a regime of pubJic law or administrative policy. It is onJy an 

issue of private law and only concems the interests of specific citizen groups in the 

community. It shouJd be a civic public value 

From these conclusions this study may be ti巴dtogether as follows: 

First， pubJic weJfare is a modification of the principJe of absolute private rights and 

it creates a society of private rights. Thus， it is an indispensable item in the CiviJ Code 

Second， the principJe of public welfare isn't an external conception of civillaw. But， 

it is an essential concept of the Civil Code itself and it possesses identifiable 

charact巴risticsand contents. Public welfar，巴 isestablished as an extemal concept of 

civil law; by this we can evaluate those factors such as state public welfare from the 

accommodating objective of civil law. Originally， state public w巴Ifarebelongs to the 
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accommodating objective of the civillaw， but it is shoved aside in the Civil Code. 

Third， the concept of public welfare is diff，巴rentfrom that in administrativ巴lawand

constitutional law. lt relates to th巴interestof citizens as an accommodating objective 

of the Civil Ccide. Namely， the accommodating objective of the Civil Code does not 

only include distInct private interests， but a1so includes the relationship between private 

irtterests and the community's public interest. Thus， this means the interests of specific 

cltJzen groups or non伊specificGItizen groups. ln this way， it can be called Civic Public 

Values. 

Fourth， to better understand the concept of Civic Public Values， 1 tried here to 

separate the Contexts into two types. Type I means the interest of non-specific citizen 

grotlps In specitic areas. Type 2 means th巴interestof specific citizen groups in specific 

紅eas.ln this thesis， the context of Type 1 includes general public and communal 

interests in cases of pre and post World War :2 in Chapter 2， and a1so includes the 

concepts of the "Effective Utilization of Land" In Chapter 3 and th巴 "Rational

Utilization of Land" in Chaptet 4. The context df Type 2 includes the "Theory of 

Public Order" from Chapter 1 and the public order and tlsage cases from post World 

War 2 that concern a community's right-of"way in private matters in Chapter 2 

Fifth， while pubIic welfare arises in Civic Public Values， the crux of the study is to 

deve10p a concept of ("Public"). ln Japan， from both the public and private 

perspectives， the concept of is realized fundamentally as "state". But in Japan's 

contemporary civil society， the importance of public interest in the people's daily，life 

is becoming more noteworthy. The public interest that involves the citizen is an 

authentic is the essential concept of private law 
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